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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書の 

一部補正について 

 

 

平成３１年３月１５日付け廃炉発官３０第３１５号をもって申請しました福島第

一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書を別紙のとおり一

部補正をいたします。 

 

                                以 上 



別紙（１／６） 

 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について，下記の箇所

を別添の通りとする。 

 

補正箇所，補正理由およびその内容は以下の通り。 

 

○「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 

５・６号機の運転・保守管理の最適化に伴う変更について，下記の通り補正を

行う。併せて，原規規発第 1904126 号及び原規規発第 1905222 号にて認可された

実施計画の反映を行う。 

 

Ⅰ 特定原子力施設の全体工程及びリスク評価 

 1 全体工程 

 本文 

・変更なし 

 

 1.1 １～４号機の工程 

 本文 

・変更なし 

 

 1.2 ５・６号機の工程 

 本文 

・変更なし 

 添付資料－１ 

・変更なし 

 

 2.3 特定原子力施設における主なリスク 

 本文 

・変更なし 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

1.1 原子炉等の監視 

本文 

・変更なし 

 

1.2 残留熱の除去 

本文 

・変更なし 

 

1.5 燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 

本文 

・変更なし 
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1.7 電源喪失に対する設計上の考慮 

本文 

・変更なし 

 

2.18 ５・６号機に関する共通事項 

本文 

・変更なし 

添付資料－１ 

・変更なし 

添付資料－２ 

・変更なし 

 

2.19 ５・６号機 原子炉圧力容器 

本文 

・変更なし 

添付資料－１ 

・変更なし 

添付資料－２ 

・変更なし 

 

2.20 ５・６号機 原子炉格納容器 

本文 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

 

2.21 ５・６号機 制御棒及び制御棒駆動系 

本文 

・変更なし 

添付資料－１ 

・変更なし 

添付資料－２ 

・変更なし 

 

2.22 ５・６号機 残留熱除去系 

本文 

・変更なし 

添付資料－２ 

・変更なし 

  



別紙（３／６） 

 

2.23 ５・６号機 非常用炉心冷却系 

本文 

・変更なし 

添付資料－１ 

・変更なし 

添付資料－２ 

・変更なし 

 

2.25 ５・６号機 原子炉冷却材浄化系 

本文 

・変更なし 

添付資料－１ 

・変更なし 

添付資料－２ 

・変更なし 

 

2.26 ５・６号機 原子炉建屋常用換気系 

本文 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

添付資料－２ 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化に伴う

添付資料の削除 

 

2.28 ５・６号機 燃料取扱系及び燃料貯蔵設備 

添付資料－３ 

・変更なし 

添付資料－４ 

・変更なし 

 

2.29 ５・６号機 非常用ガス処理系 

本文 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

添付資料－１ 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化に伴う

添付資料の削除 

添付資料－２ 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化に伴う

添付資料の削除 
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2.30 ５・６号機 中央制御室換気系 

本文 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

添付資料－１ 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化に伴う 

添付資料の削除 

 

2.31 ５・６号機 構内輸送容器 

本文 

・変更なし 

 

2.32 ５・６号機 電源系統設備 

本文 

・変更なし 

添付資料－２ 

・変更なし 

添付資料－５ 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化に伴う 

変更 

 

2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

本文 

・原規規発第1904126号にて認可された実施計画の反映 

添付資料－１ 

・変更なし 

添付資料－３ 

・変更なし 

添付資料－５ 

・変更なし 

添付資料－７ 

・変更なし 

 

2.34 ５・６号機 計測制御設備 

本文 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

 

Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第２編（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 

第２章 品質保証 

 第３条 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 
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第３章 体制及び評価 

第９条 

・変更なし 

第４章 運転管理 

    第１１条～第１２条，第１４条，第１６条，第１７条，第１８条～第２６

条，第２８条～第４８条，第５２条～第５４条，第５６条，第５８条，第

６０条，第６２条，第６３条，第６５条，第６７～第７５条，第７７条，

第７８条 

・変更なし 

第２７条，第４９条～第５１条，第５５条，第５７条，第５９条，第６１

条，第６４条，第６６条，第７６条 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

第５章 燃料管理 

 第８１条～第８４条 

・変更なし 

第６章 放射性廃棄物管理 

第８９条，第９０条 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

第７章 放射線管理 

第９２条～第９３条の３ 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

第８章 保守管理 

 第１０７条 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

第１０章 保安教育 

 第１１８条，第１１９条 

・変更なし 

第１１章 記録及び報告 

 第１２０条，第１２１条 

・変更なし 

 

附則 

     ・原規規発第 1905222 号にて認可された実施計画の反映 

    添付１ 原子炉がスクラムした場合の運転操作基準（第７７条関連） 

     ・変更なし 

    添付２ 管理区域図 

     ・変更なし 

    添付２－１ 管理対象区域図 

     ・変更なし 



別紙（６／６） 

 

 第３編 保安に係る補足説明 

 1 運転管理に係る補足説明 

1.1 巡視点検の考え方 

・変更なし 

1.5 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の運転管理について 

・変更なし 

 

2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明 

2.1 放射性廃棄物等の管理 

2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

 

3 放射線管理に係る補足説明 

3.1 放射線防護及び管理 

3.1.1 放射線防護及び管理 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

3.1.2 放射線管理 

・影響評価に基づく５号機及び６号機の現状に合わせた記載の適正化 

 

4 保守管理に係る補足説明 

4.2 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の保守管理について 

・変更なし 

                              以 上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 
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2.20 ５・６号機 原子炉格納施設 

2.20.1 系統の概要 

原子炉格納施設は，工学的安全施設の一つであり，原子炉格納容器設計用の想定事象

時に発生する放射性物質を原子炉格納容器で隔離し，所定の漏えい量以下に抑えること

によりその放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する機能をもつ。原子炉格納

施設は，原子炉格納容器（一次格納施設）ならびに原子炉建屋（二次格納施設）で構成

されている。 

 

(1)原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器は，冷却材喪失事故のなかで，もっとも過酷な原子炉再循環配管 1

本の完全破断がおこり，破断両端口から冷却材が最大流量で放出されることを仮定し

て設計されている。その際ドライウェル圧力の上昇が抑制され，放出された放射性物

質は原子炉格納容器内に保留される。 

 

(2)原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋の大物搬入口及び所員エアロックは，電気的にインターロックされた二

重扉になっており，その他すべての貫通部も十分シールされているので原子炉建屋は

気密性が高い。事故時には，原子炉建屋は非常用ガス処理系によって負圧に保たれる

ので，原子炉格納容器から放射性物質の漏えいがあってもこれが発電所周辺にフィル

タを通らずに直接放出されることはない。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

現状，原子炉格納容器のハッチ類は開放されており，原子炉格納容器内の機器にお

いて不具合が発生した場合，早期発見ならびに目視による確認が可能である。 

さらに，機器の点検や巡視点検の際，原子炉格納容器内へのアクセスも可能となり，

ハッチ類を閉鎖するより原子炉格納容器内機器の状況の的確な把握及び不適合が発生

した場合における対応が迅速に図られることから，ハッチ類は現状の通り開放状態を

維持する。 

また，５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子

炉に燃料を戻すことはなく，ジルコニウム－水反応による水素の大量発生は考えられ

ないことから，原子炉格納容器のバウンダリを形成し窒素（窒素ガス供給系）を封入

する必要はなく，可燃性ガス濃度制御系についても必要としない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放

射能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」

と同様の燃料集合体落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくの

リスクを与えないことから原子炉建屋の負圧を維持する必要はない。 
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2.20.2 要求される機能 

なし。 

 

2.20.3 主要な機器 

(1)５号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第２回工事計画認可申請書(47公第1375号 昭和47年5月12日認可) 

 

(2)６号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第 12459号 昭和 51年 11月 12日認

可) 

建設時第１４回工事計画変更認可申請書(52資庁第 8607号 昭和 52年 8月 23日認

可) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第 12459号 昭和 51年 11月 12日認

可) 

建設時第１４回工事計画変更認可申請書(52資庁第 8607号 昭和 52年 8月 23日認

可) 

    建設時第１回工事計画軽微変更届出書(総官第451号 昭和48年7月26日届出) 

 

2.20.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 
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 (1)５号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(49資庁第21842号 昭和50年3月4日認可) 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50資庁第2959号 昭和50年5月31日認可) 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認可) 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(52資庁第1839号 昭和52年3月29日認可) 

建設時第１回工事計画軽微変更届出書(総官第829号 昭和47年11月9日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

建設時第２回工事計画認可申請書(47公第1375号 昭和47年5月12日認可) 

 

(2)６号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第３回工事計画変更認可申請書(49資庁第18331号 昭和49年10月14日認可) 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第12459号 昭和51年11月12日認可) 

建設時第２回工事計画軽微変更届出書(総官第57号 昭和49年4月15日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

建設時第５回工事計画軽微変更届出書(総官第70号 昭和50年4月17日届出) 

 

2.20.5 添付資料 

  添付資料－１ 原子炉建屋（二次格納施設）について 
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2.26 ５・６号機 原子炉建屋常用換気系 

2.26.1 系統の概要 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内に加熱あるいは冷却した清浄な空気を供給し建屋内

の雰囲気温度を調整すると共に，これら供給空気の流れを適切に保ち，建屋内の清浄区

域汚染を防止する。 

原子炉建屋常用換気系は，他の換気系とは独立になっており，空気供給系と排気系を

備え，それぞれ 100％容量のファン 2台（1台は予備）をもっている。また，差圧制御器

により，出口弁を調整し，原子炉建屋内はわずかに負圧に保たれている。排気空気は，

フィルタを通じて主排気筒から大気中へ放出される。（添付資料－１ 参照） 

換気用の原子炉建屋入口及び出口ダクトには，それぞれ2個の空気作動隔離弁があり，

原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非常用ガス処理系が自動

起動することで放射性物質の系外放出を防ぐ。 

 

［系統の現況］ 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内の作業環境維持や機器類保護のため，現在換気運

転をしている。５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今

後原子炉に燃料を戻すことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放

射能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」

と同様の燃料集合体落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくの

リスクを与えないことから原子炉建屋の負圧を維持する必要はない。 

 

2.26.2 要求される機能 

機器類保護等のために建屋の換気を行えること。 

 

2.26.3 主要な機器 

 (1)５号機 

a.送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官2第166号 平成2年6月5日届出)  

 

b.排風機・パージ用排気ファン 

排風機・パージ用排気ファンについては，以下の工事計画認可申請書等により確

認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 
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工事計画届出書(総文発官2第166号 平成2年6月5日届出)  

(2)６号機 

a.送風機 

送風機については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認している。 

工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

工事計画届出書(総文発官元第312号 平成元年8月25日届出)  

 

b.排風機・パージ用排気ファン 

排風機・パージ用排気ファンについては，以下の工事計画変更認可申請書により

確認している。 

工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

 

2.26.4 添付資料 

添付資料－１ 主排気筒について 
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2.29 ５・６号機 非常用ガス処理系 

2.29.1 系統の概要 

非常用ガス処理系は，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，自

動起動する。非常用ガス処理系が起動することで原子炉建屋を負圧に保ち，原子炉格納容

器等から漏えいしてきた放射性物質をフィルタで除去する機能を有する。 

非常用ガス処理系は 100％容量の 2系列からなり，各系列は，排風機，高性能フィルタ

及びチャコールフィルタ等から構成されている。この系により処理されたガスは，主排気

筒に沿って設けている配管を通して主排気筒排気口から放出される。 

 

［系統の現況］ 

非常用ガス処理系の系統機能は,復旧済みである。 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料

を戻すことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射

能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と

同様の燃料集合体落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリス

クを与えないことから非常用ガス処理系の機能を維持する必要はない。 

 

2.29.2 要求される機能 

なし。 

 

2.29.3 主要な機器 

 (1)５号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 
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d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

(2)６号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

    

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１６回工事計画認可申請書(53資庁第5742号 昭和53年6月27日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

 

2.29.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

  

(2)６号機 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出)  

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 
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2.30 ５・６号機 中央制御室換気系 

2.30.1 系統の概要 

  中央制御室換気系（５・６号機共用）は，中央制御室へ一部外気を取り入れる再循環

方式により空気調節を行うが，事故時には，必要な運転操作を汚染の可能性がなく継続

することができるように他系統と分離されており，チャコールフィルタを通して再循環

できる構成である。 

 

［系統の現況］ 

中央制御室換気系の系統機能は，復旧済みである。 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料

を戻すことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射

能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と同

様の燃料集合体落下事故を想定しても，運転員の放射線被ばくの影響は小さいことから

中央制御室換気系の機能を維持する必要はない。 

 

2.30.2 要求される機能 

なし。 

 

2.30.3 主要な機器 

(1)送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(2)排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(3)フィルタユニット 

フィルタユニットについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

2.30.4 耐震性 

耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

５号機：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第1102号 昭和51年3月17日届
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出) 
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2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

2.33.1 ５・６号機 既設設備 

2.33.1.1 系統の概要 

    放射性液体廃棄物処理系は，機器ドレン系，床ドレン系等で構成し，原子炉施設で発

生する放射性廃液及び潜在的に放射性物質による汚染の可能性のある廃液を，その性状

により分離収集し，処理する。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機タービン建屋等には津波により流入した大量の海水と地下水が，震災前

から建屋内で管理されていた低濃度の放射性物質と共に滞留した。（以下，これを  

「滞留水」という） 

地下水については止水処置を実施しているが，流入を完全に抑制できないことから

建屋内水位が上昇した場合，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に

必要な設備への影響が懸念される。 

滞留水の発生抑制については，地下水の水位を低下させることが必要であるが，地

下水を汲み上げて水位を下げる設備として建屋周辺に設置されているサブドレン設備

は，震災により被災したことから，設備の浄化等を行いサブドレン設備の使用に向け

た準備を実施する。 

放射性液体廃棄物処理系については，一部未復旧の設備があるが，５・６号機で発

生する廃液については，５号機にてろ過器，脱塩器による処理後，復水貯蔵タンクに

回収することができる。しかし，大量の滞留水を処理することができないため，サブ

ドレン設備及び放射性液体廃棄物処理系が復旧するまで，仮設の滞留水貯留設備にて

処理している。（添付資料－１，２，３ 参照） 

 

2.33.1.2 要求される機能 

放射性液体廃棄物処理系は，原子炉施設で発生する廃液を，その性状により分離収集

し，処理する機能を有すること。 

 

2.33.1.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

 (1)５号機 

a.機器ドレン系 

(a)廃液収集タンク 

廃液収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)廃液収集ポンプ 

廃液収集ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(c)廃液ろ過器 

廃液ろ過器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 
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工事計画認可申請書(62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

(d)廃液脱塩器 

     廃液脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

     (e)廃液サンプルタンク 

廃液サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認して

いる。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(f)廃液サンプルポンプ 

廃液サンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(g)廃液サージタンク 

廃液サージタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(h)廃液サージポンプ 

廃液サージポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

b.床ドレン系 

   (a)床ドレン収集タンク 

床ドレン収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)床ドレン収集ポンプ 

床ドレン収集ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい 

る。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 
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(c)床ドレンろ過器 

床ドレンろ過器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認してい

る。 

     建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(d)床ドレンサージタンク 

     床ドレンサージタンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(e)床ドレン濃縮器給液ポンプ 

床ドレン濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認

している。 

工事計画認可申請書(61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

 

(f)床ドレン濃縮器 

床ドレン濃縮器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官57第685号 昭和57年9月25日届出） 

 

(g)床ドレン濃縮器復水器 

床ドレン濃縮器復水器については，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

       建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認

可） 

 

(h)凝縮水貯蔵タンク 

凝縮水貯蔵タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出） 

 

(i)凝縮水移送ポンプ 

凝縮水移送ポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出） 

 

(j)床ドレン脱塩器 

床ドレン脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 
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     (k)床ドレンサンプルタンク 

床ドレンサンプルタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確

認している。 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

  (l)床ドレンサンプルポンプ 

床ドレンサンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

c.再生廃液系 

(a)廃液中和タンク 

廃液中和タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)廃液中和ポンプ 

      廃液中和ポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

     建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

 

(c)廃液濃縮器給液ポンプ 

廃液濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     工事計画認可申請書(63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

 

(d)廃液濃縮器 

廃液濃縮器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

     工事計画認可申請書(59資庁第10414号 昭和59年9月28日認可） 

工事計画認可申請書(元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

 

(e)廃液濃縮器復水器 

     廃液濃縮器復水器については，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

     工事計画認可申請書(63資庁第14698号 平成元年2月23日認可） 

工事計画認可申請書(元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

     建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認

可） 
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d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(56資庁第3240号 昭和56年8月19日認可） 

工事計画認可申請書(57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

工事計画認可申請書(61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

工事計画認可申請書(62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

工事計画認可申請書(63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

工事計画認可申請書(平成12･03･28資第17号 平成12年4月26日認可） 

工事計画認可申請書(平成14･05･24原第9号 平成14年6月11日認可） 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

工事計画変更認可申請書(56資庁第15242号 昭和57年1月16日認可） 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出） 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出） 

 

(2)６号機 

a.機器ドレン系 

(a)機器ドレン収集タンク 

機器ドレン収集タンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

 

(b)機器ドレン混合ポンプ 

機器ドレン混合ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確 

認している。 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 

 

(c)ろ過器給液ポンプ 

ろ過器給液ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認して

いる。 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 

 

(d)機器ドレンろ過器 

機器ドレンろ過器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 
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(e)機器ドレンろ過水タンク 

機器ドレンろ過水タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(f)機器ドレンろ過水ポンプ 

       機器ドレンろ過水ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確

認している。 

     建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 

 

(g)機器ドレン補助ろ過器ポンプ 

機器ドレン補助ろ過器ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確

認している。 

     工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

 

(h)機器ドレン補助ろ過器 

機器ドレン補助ろ過器については，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

 

(i)機器ドレン脱塩器 

機器ドレン脱塩器については，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(j)廃液サンプルタンク 

廃液サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認して

いる。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(k)廃液サンプルポンプ 

廃液サンプルポンプについては，工事計画認可申請書等により確認している。         

 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日

認可） 
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b.床ドレン化学廃液系 

(a)床ドレン化学廃液収集タンク 

床ドレン化学廃液収集タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書によ

り確認している。 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(b)床ドレン化学廃液混合ポンプ 

床ドレン化学廃液混合ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確

認している。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(c)床ドレン化学廃液ろ過器 

床ドレン化学廃液ろ過器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確

認している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(d)床ドレン化学廃液ろ過水タンク 

床ドレン化学廃液ろ過水タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書に

より確認している。 

     建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(e)床ドレン化学廃液ろ過水ポンプ 

床ドレン化学廃液ろ過水ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書に

より確認している。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

 

(f)蒸発濃縮器給液ポンプ 

蒸発濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

     工事計画届出書(総文発官6第1066号 平成7年2月17日届出） 

 

(g)蒸発濃縮器 

蒸発濃縮器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(59資庁第10413号 昭和59年9月21日認可） 

工事計画届出書(総文発官57第470号 昭和57年7月20日届出） 

 

(h)蒸発濃縮器復水器 

蒸発濃縮器復水器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 



Ⅱ-2-33-8 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

(i)蒸留水タンク 

蒸留水タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日

届出） 

 

(j)蒸留水ポンプ 

蒸留水ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(k)蒸留水脱塩器 

蒸留水脱塩器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(l)蒸留水サンプルタンク 

蒸留水サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認して

いる。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(m)蒸留水サンプルポンプ 

蒸留水サンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

 

(n)蒸発濃縮器循環ポンプ 

蒸発濃縮器循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

    建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     工事計画届出書(総文発官59第928号 昭和59年11月19日届出） 

 

c.洗浄廃液系 

(a)洗浄廃液収集タンク 

洗浄廃液収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認して

いる。 

     建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 
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(b)洗浄廃液ポンプ 

洗浄廃液ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認してい

る。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

 

(c)洗浄廃液ろ過器 

洗浄廃液ろ過器については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認して

いる。 

     建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認

可） 

     建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 工事計画認可申請書(58資庁第2841号 昭和58年3月28日認可） 

工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

工事計画認可申請書(61資庁第8632号 昭和61年7月11日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出） 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出） 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

(3)５・６号機共用 

a.シャワードレン系 

(a)シャワードレン受タンク 

シャワードレン受タンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確

認している。 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 

 

(b)シャワードレン移送ポンプ 

シャワードレン移送ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により

確認している。 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 
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(c)シャワードレンタンク 

シャワードレンタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

     ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 

 

(d)シャワードレンポンプ 

シャワードレンポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

     ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月

10日認可） 

 

b.サプレッションプール水サージタンク 

サプレッションプール水サージタンクについては，以下の工事計画変更認可申請

書及び工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10

日認可） 

６号機：建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認

可） 

６号機：建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日

認可） 

 

2.33.1.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

   建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

工事計画認可申請書(59資庁第10414号 昭和59年9月28日認可） 

工事計画認可申請書(61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

工事計画認可申請書(62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

工事計画認可申請書(63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

工事計画認可申請書(63資庁第14698号 平成元年2月23日認可） 

工事計画認可申請書(元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出） 
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(2)６号機 

    建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

工事計画認可申請書(59資庁第10413号 昭和59年9月21日認可） 

工事計画認可申請書(60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(53資庁第14829号 昭和53年12月9日認可） 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

 (3)５・６号機共用 

１号機：工事計画認可申請書(48公第657号 昭和48年3月3日認可） 

５号機：建設時第３回工事計画認可申請書(47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書(49資庁第15900号 昭和50年3月10日認

可） 

５号機：建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認

可） 
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2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

2.33.2.1 基本設計 

2.33.2.1.1 設置の目的 

５・６号機タービン建屋等の大量の滞留水については，一部未復旧の設備がある既設

放射性液体廃棄物処理系では処理できないことから，サブドレン設備復旧等による滞留

水の発生量抑制及び放射性液体廃棄物処理系の復旧による滞留水の処理ができる時期 

（サブドレン設備復旧後3年を目途）まで，屋外に滞留水貯留設備を仮設にて設置し処理

を行う。 

 

2.33.2.1.2 要求される機能 

滞留水を貯留し，放射性物質を閉じ込める機能を有すること。 

 

2.33.2.1.3 設計方針 

(1)処理能力 

地下水の流入により増加する滞留水に対して，十分対処できる貯留容量とすると共

に，散水可能な放射能濃度を満足する性能を有するものとする。 

 

(2)規格・基準等 

機器の設計，材料の選定，製作及び検査については，原則として適切と認められる

規格及び基準によるものとする。 

 

(3)滞留水の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

滞留水の漏えい及び所外への管理されない放出を防止し，信頼性を確保するため，

次の各項を考慮した設計とする。 

 

a. 漏えいを防止するため，滞留水貯留設備は，設置環境や滞留水の性状に応じた適切 

な材料を使用すると共に，タンク水位の検出器を設ける。 

 

b. 異常のないことを巡視点検等により容易に確認できる設備とし，漏えいを停止する

ための適切な処置ができるようにする。 

 

c．タンクは漏えい水の拡大を抑制するための堰を設ける。堰の高さは，想定最大漏え

い量を確保できる高さとする。 

 

d．鋼材もしくはポリエチレンの移送配管継手部は，可能な限り溶接構造もしくは融着

構造とする。また，屋外でフランジ構造となる移送配管継手部は，漏えい拡大防止の

ため堰内に設置するか，堰内に漏えい水が導かれるよう受けを設置する。 

 

e．タンク水位は，6号機中央操作室に表示し，異常を確実に運転員に伝え適切な措置

をとれるようにする。 
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f. 堰内に溜まった雨水のうち，その放射能濃度が排水基準（詳細は「Ⅲ 第３編 2.1.2 

放射性液体廃棄物等の管理」を参照）を上回るものに対して，適切に処置できる設備

とする。 

 

(4)遮へいに関する考慮 

遮へいについては，内包する滞留水の線量が低いため設置は考慮しない。 

 

(5)監視 

漏えいの検知及び貯留状況の確認に必要な水位を監視できる設計とする。また，設

備の異常を検知できる設計とする。 

 

(6)設備の確認 

滞留水貯留設備については，設備の健全性及び能力を確認できる設計とする。 

 

 (7) 検査可能性に対する設計上の考慮 

   ５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）は，滞留水を移送できること及び処理量な

らびに放射能濃度を低減できることを確認するための検査が可能な設計とする。 

 

2.33.2.1.4 供用期間中に確認する項目 

滞留水貯留設備からの有意な漏えいがないこと。 

 

2.33.2.1.5 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

滞留水は，６号機タービン建屋から移送設備により貯留設備に移送され，貯留する。 

貯留設備に貯留された滞留水の一部は，浄化装置，浄化ユニット及び淡水化装置によ

り放射性核種を除去した後，構内散水に使用し，滞留水を低減する。 

滞留水は，これまでの実績より地下水の流入により約30m3/日で増加しており，構内散

水により約25m3/日（実績）で増加を抑制している。なお，2012年11月末現在，貯留タン

クの設備容量約10,000m3に対し約70％貯留している。今後，滞留水は平衡状態にあるもの

の，地下水流入量の変動が予想されるため，貯留タンク全体の空き容量＊約2,000m3を目安

に，貯留能力増強について計画する。 

滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，受入タンク・油分分離装

置エリア，受入タンクエリア，貯留タンクエリアの各エリアについて，堰（地面の防水

処置含む）を設置する。（添付資料－５ 参照） 

震災以降緊急対応的に（2013年8月14日より前に）設置した淡水化装置（以下，旧淡水

化装置）については，新たに浄化ユニットを設置することに伴い廃止する。 

＊：空き容量は，水位警報設定値の水位高までの容量とする。 
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(1)貯留設備 

a.タンク（受入タンク，貯留タンク及び中間タンク） 

タンクは，屋外に設置された受入タンク，貯留タンク及び中間タンクで構成され，

５・６号機の滞留水を貯留する。 

受入タンクは，建屋からの滞留水を受け入れる。 

貯留タンクは，受入タンクから必要に応じて油分除去した滞留水を受け入れた後，

浄化装置又は浄化ユニットにより放射性核種を除去し，貯留する。また，淡水化装

置の戻り水を貯留する。 

中間タンクは，建屋からの滞留水及び浄化ユニットにより放射性核種を除去した

処理水を一時的に貯留する。 

 

(2)移送設備 

移送設備は，滞留水を貯留設備へ移送することを目的に，移送ポンプ，耐圧ホース，

鋼管及びポリエチレン管で構成する。 

移送ポンプは，地下水の流入により増加する滞留水に対して十分対処可能な設備容

量を確保する。滞留水の移送は，移送元のタービン建屋の水位や移送先となる貯留設

備の水位の状況に応じて，移送ポンプの起動時間を適宜選定して実施する。 

耐圧ホース，鋼管及びポリエチレン管は，使用環境を考慮した材料を選定し，必要

に応じて保温等を設置する。また，屋外で耐圧ホースを使用する箇所は，汚染拡大防

止のため，継手部に抜け防止治具の取付けを実施し，継手が外れない処置をする。 

 

(3)油分分離装置 

油分分離装置は，滞留水に含まれる油分を活性炭により除去する。 

 

(4)浄化装置 

浄化装置は，内部に充填されたキレート樹脂及びゼオライトにより，滞留水に含ま

れる放射性核種を除去する。 

    浄化装置の使用済キレート樹脂及びゼオライトは水抜きした後，固体廃棄物貯蔵庫

に貯蔵する。 

 

(5)淡水化装置 

淡水化装置は，逆浸透膜の性質を利用して滞留水に含まれる放射性核種を散水可能

な放射能濃度（詳細は「Ⅲ 第３編 2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理」参照）まで除

去する。 

また，淡水化後は散水し滞留水の低減を実施する。 

淡水化装置の使用済逆浸透膜及びフィルタ類は水抜きした後，固体廃棄物貯蔵庫に

貯蔵する。 
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(6)監視装置 

滞留水貯留設備には，設備の状態を正確かつ迅速に把握できるように警報装置及び

監視カメラを設置する。 

警報装置は，タンク水位高・低及び移送ポンプ用電動機の過負荷を検知し，５・６

号機の中央制御室に警報を発する。 

 

(7)電源設備 

電源設備については，Ⅱ.2.32 参照。 

 

(8)浄化ユニット 

  浄化ユニットは，前置フィルタ，吸着塔タイプ１，吸着塔タイプ２，出口フィルタ，

移送ポンプ，鋼管，耐圧ホースにて構成される。前置フィルタは，後に続く吸着塔の

吸着性能に影響が出ないよう，あらかじめ大きめの不純物を取り除き，吸着塔タイプ

１に充填された活性炭により浮遊物質やコロイド状物質という比較的分子量の大きい

物質を除去する。さらに，その後段の吸着塔タイプ２に充填されたセシウム／ストロ

ンチウム同時吸着材により，滞留水に含まれる放射性核種を除去する。なお，出口フ

ィルタは，前段までの吸着材が下流に流出することを防ぐために設置する。（添付資

料－８ 参照） 

浄化ユニットの使用済セシウム／ストロンチウム同時吸着塔は水抜きした後，使用

済セシウム吸着塔一時保管施設に一時的に貯蔵する。 

なお，浄化ユニット処理水は別途許可されるまで直接散水しない。 

    

2.33.2.1.6 自然災害対策等 

(1)津波 

受入タンク，貯留タンク，中間タンク，浄化装置，淡水化装置，浄化ユニットは，

アウターライズ津波が到達しないと考えられる５・６号機の標高より高台に設置する。

（Ⅲ.3.1.3 参照） 

なお，アウターライズ津波を上回る津波の襲来に備え，大津波警報が出た際は装置

の運転を停止し，隔離弁を閉止することで，滞留水の流失を防止する。 

また，メガフロートについても，アウターライズ津波の影響は小さいが，港湾内構

造物に衝突する可能性は否定できないため，被害が最小限になるような場所に係留す

る。（添付資料－６ 参照） 

 

(2)台風・豪雨・竜巻 

滞留水貯留設備は，大雨警報，暴風警報，竜巻警報，特別警報により台風・豪雨・

竜巻の発生の可能性が予見される場合には，汚染水の漏えい防止を図るため，滞留水

貯留設備の停止等を行い，設備損傷による影響が最小限になるよう対策を図る。 

さらに，放射性物質を吸着する浄化ユニット吸着塔は，ジャバラハウス内に収納し

ており，直接，雨水，強風の影響を受けない構造としている。 

 

 (3)外部人為事象 

    外部人為事象に対する設計上の考慮については，Ⅱ.1.14 参照。 
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(4)火災 

火災発生防止の観点から基本的に不燃性又は難燃性の材料を使用し，装置周辺から

可能な限り可燃物を排除する。また，浄化ユニット及び電源設備の近傍に消火器を設

置することで，万一火災が発生しても早急に初期消火できるよう備える。さらに火災

の検知の観点から，巡視点検，監視カメラによる監視を行う。  

 

 (5)環境条件 

    滞留水貯留設備については，屋外に設置されているため，紫外線による劣化及び凍

結による破損が懸念されるが，貯留設備，油分分離装置，浄化装置及び淡水化装置は，

主に鋼製の材料を使用していることから，問題ないと考える。また，耐圧ホース及び

ポリエチレン管については，紫外線による劣化及び凍結による破損が懸念されるため，

保温材を取り付ける。 

また，添付資料－８ 別添－４に示す増設及び取替範囲に該当する設備の環境条件

対策については以下に示す。 

① 腐食対策 

海水による炭素鋼の腐食速度は，「材料環境学入門」（腐食防食協会編，丸善株

式会社）より，0.1mm/年程度と評価される。炭素鋼を使用している配管・機器は，

必要肉厚に対して十分な肉厚があり腐食代を有していることを確認している。また，

炭素鋼を使用している配管及び浄化ユニット構成機器の内面に対して，ゴムライニ

ング又はポリエチレンライニングを施す。 

その他については，耐食性を有するステンレス材，ポリエチレン管等を使用する。 

② 紫外線対策 

屋外に設置する移送ポンプ（水中ポンプを除く）はテントハウスに，浄化ユニッ

トはジャバラハウスに設置することにより紫外線劣化を防止する。なお，ジャバラ

ハウス及びテントハウスの素材は紫外線に強い素材を使用する。また，屋外に設置

する配管は保温材を適切に設けることにより紫外線劣化を防止する。 

③ 凍結防止対策 

屋外に設置する移送ポンプ（水中ポンプを除く）はテントハウスに，浄化ユニッ

トはジャバラハウスに設置し，ヒータで加温することにより凍結を防止する。また，

屋外に設置する配管には保温材等を適切に設けることにより凍結を防止する。 

 

2.33.2.1.7 構造強度 

滞留水貯留設備を構成する機器は，発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令

上，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器と位置付けられる。この適用規格は，「JSME 

S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）

で規定されるものであるが，各機器については，以下のとおり個別に評価する。 
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(1) 貯留設備 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）設計に着手したタ

ンクは，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足するものではない

が，漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

また，これらは全て大気開放のため，水頭圧以上の内圧が作用することはない。 

以上のことから，震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）

設計に着手したタンクは，必要な構造強度を有するものと評価する。（添付資料－７ 

参照） 

 

b.2013年8月14日以降に設計するタンク 

2013年8月14日以降に設計するタンクは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の

技術基準に関する規則」において，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器の規定

を適用することを基本とする。クラス3機器の適用規格は，「設計・建設規格」で規

定される。 

以上のことから，2013年8月14日以降に設計するタンクは，必要な構造強度を有す

るものと評価する。（添付資料－７ 参照） 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ 

移送ポンプについては，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足

するものではないが，系統の温度（常温），圧力（約0.25MPa）を考慮して仕様を選

定した上で，試運転を行い有意な漏えい，運転状態に異常がないことを確認する。 

以上のことから，移送ポンプは，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

b.耐圧ホース 

「設計・建設規格」上のクラス 3 機器に対する規定を満足する材料ではないが，

系統の温度（常温），圧力（約 0.25MPa）を考慮して仕様を選定した上で，漏えい試

験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。従って，耐圧ホースは，必要な構

造強度を有していると評価する。 

 

c.ポリエチレン管 

「設計・建設規格」上のクラス 3 機器に対する規定を満足する材料ではないが，

系統の温度（常温），圧力（約 0.25MPa）を考慮して仕様を選定している。また，ポ

リエチレン管は，一般に耐食性，電気特性（耐電気腐食），耐薬品性を有しており，

鋼管と同等の信頼性を有している。また，以下により高い信頼性を確保している。 

・ 日本水道協会規格（JWWA規格），ISO規格に適合したポリエチレン管を採用。 

・ 継手は可能な限り融着構造とする。 

・ 敷設時には漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

以上のことから，ポリエチレン管は，必要な構造強度を有するものと評価する。 
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(3)油分分離装置及び浄化装置 

油分分離装置及び浄化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を

満足するものではないが，系統の温度（常温），圧力（約0.25MPa）を考慮して仕様を

選定した上で，漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

以上のことから，油分分離装置及び浄化装置は，必要な構造強度を有するものと評

価する。 

 

(4)淡水化装置 

淡水化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足するもので

はないが，系統の温度（常温），圧力（約0.25MPa）を考慮して仕様を選定した上で，

試運転を行い，有意な漏えいがないこと及び運転状態に異常がないことを確認する。 

以上のことから，淡水化装置は，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

(5)浄化ユニット 

  浄化ユニットは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準に関する規則」

において，廃棄物処理設備に相当するクラス 3 機器に準ずるものと位置付けられる。     

 浄化ユニットについては，「設計・建設規格」，日本工業規格（JIS規格）等の国内外

の民間規格に適合した工業製品の採用，JIS規格またはこれらと同等の技術的妥当性を

有する規格での設計・製作・検査を行う。 

  また，「設計・建設規格」で規定される材料の JIS 規格年度指定は，技術的妥当性

の範囲において材料調達性の観点から考慮しない場合もある。 

  さらに，「設計・建設規格」に記載のない非金属材料（耐圧ホース）については，

現場の作業環境等から採用を継続する必要があるが，非金属材料については，JIS規格，

製品の試験データ等を用いて設計を行う。 

  以上のことから，浄化ユニットは，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

2.33.2.1.8 耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「JEAC4601 原子

力発電所耐震設計技術規程」上の Bクラス相当の設備と位置付けられる。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAG4601原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠

して構造強度評価を行うことを基本とするが，評価手法，評価基準について実態に合わ

せたものを採用する場合もある。 

支持部材がない等の理由によって，耐震性に関する評価ができない設備を設置する場

合においては，可撓性を有する材料の使用等により，耐震性を確保する。（添付資料－

７ 参照） 

 

2.33.2.1.9 機器の故障への対応 

(1)移送ポンプの故障 

移送ポンプが故障した場合は，ポンプの修理または交換を行い，1 週間程度で機能

を回復する。 
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(2)電源喪失 

移送ポンプの電源が喪失した場合は，仮設発電機を使用することで，1 週間程度で

機能を回復する。 

 

(3)受入タンク・貯留タンク等からの漏えい 

受入タンク・貯留タンク等から滞留水の漏えいが発生した場合は，タンク等の修理

を行い，1 ヶ月程度で機能を回復する。ただし，漏えいに伴い堰内に溜まった雨水の

放射能濃度が排水基準を上回った場合，その雨水＊1を処理することになるが 1ヶ月以

内＊2で処理可能であることからタンク等の修理と合わせて 2ヶ月以内で機能を回復す

る。 

*1：発電所周辺の年間降雨量 1,500mm が降雨したと仮定した場合，推定される堰内に溜まる雨水量は，最も広

い面積を有する貯留タンクエリアで約 1,500m3程度である。 

*2：滞留水貯留設備は 1ヶ月間で最大 3,000m3の処理が可能である。 

 

(4)異常時の評価 

滞留水貯留設備への移送が長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位

が上昇し，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備に電力

を供給している所内高圧母線が被水する可能性がある。 

移送停止後，建屋内水位が使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に

必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被水する可能性がある水位に達す

るまでの水量の余裕は，約 4,500m3と想定しているため，地下水が約 30m3/日で流入す

ることを考慮しても約 5ヶ月の余裕がある。 

したがって，滞留水貯留設備の機器が故障した場合，長くても 2 ヶ月程度で機能を

回復（受入タンク・貯留タンク等からの漏えい時）できるため，建屋内水位が電源設

備に影響するまでの期間内（約 5ヶ月）に十分復旧可能である。 

 

2.33.2.2 基本仕様 

(1)貯留設備 

a.受入タンク（完成品） 

合計容量             ２，１０２ ｍ３ 

基  数              ２３ 基  

容  量         ３５ ｍ３／基×  ６ 基 

４２ ｍ３／基×  ６ 基 

１１０ ｍ３／基×  ４ 基 

１６０ ｍ３／基×  ５ 基 

２００ ｍ３／基×  ２ 基 
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b-1.貯留タンク 

合計容量          １６，１０１ ｍ３ 

基  数                 ３４  基  

容  量         ５０ ｍ３／基×  ４ 基 （完成品） 

 ９０ ｍ３／基×  ４ 基 （完成品） 

 ２９９ ｍ３／基×  ３ 基 （完成品） 

５０８ ｍ３／基×１８ 基 （完成品） 

１，１００ ｍ３／基×  ５ 基  

 

（追  設） 

b-2.中間タンク 

合計容量          ５，８００ ｍ３ 

基  数              ５ 基 

  容  量     １，１６０ ｍ３／基×  ５ 基 

タンク型式 － 溶接型 

タンク容量 m3 1,160 

主要寸法 

内  径 mm 11,000 

胴板厚さ mm 12.0 

底板厚さ mm 12.0 

高  さ mm 13,000 

管台厚さ 

100A mm 6.0 

200A mm 8.2 

650A mm 12.0 

材  料 
胴板・底板 － SM400C 

管台 － STPG370，SM400C 

 

c.（廃止）メガフロート（完成品） 

 

  d.水位警報 

   (a)受入タンク（３５ｍ３，４２ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  １，８３５ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    ２０５ ｍｍ 以上 

   (b)受入タンク（１１０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より   ２，０５１ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より     ２０６ ｍｍ 以上 

   (c)受入タンク（１６０ｍ３，２００ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ４，１００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    ６００ ｍｍ 以上 

   (d)貯留タンク（５０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ２，２００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    １００ ｍｍ 以上 



Ⅱ-2-33-21 

(e)貯留タンク（９０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ２，５００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    １００ ｍｍ 以上 

 

   (f)貯留タンク（２９９ｍ３，５０８ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ８，２４２ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    ６００ ｍｍ 以上 

 

(g)貯留タンク（１，１００ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ８，８００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より  １，５００ ｍｍ 以上 

（追  設） 

 (h)中間タンク（１，１６０ｍ３） 

設定値 水位高：底部より １２，０６０ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より  １，１５０ ｍｍ 以上 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ（完成品） 

台  数            １６ 台  

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×３ 台 

２０ ｍ３／ｈ   ３３ ｍ×２ 台 

２０ ｍ３／ｈ ５４．４ ｍ×５ 台 

     ２０ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

（追  設） 

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×１ 台 

               ２４．２ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

           ２０ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

１３．８ ｍ３／ｈ   １３ ｍ×１ 台 

                 ３５ ｍ３／ｈ ４３．２ ｍ×１ 台 

（廃  止） 

容量 揚程 台数      ２０ ｍ３／ｈ    ３５ ｍ×１ 台 

                  １２．５ ｍ３／ｈ    ３５ ｍ×３ 台 

b.耐圧ホース（完成品） 

     呼 び 径     ７５Ａ相当，１００Ａ相当，２００Ａ相当 

     材    質     ポリ塩化ビニル 

     最高使用圧力      ０．９８ ＭＰａ 

        最高使用温度          ５０ ℃ 

c.ポリエチレン管（完成品） 

     呼 び 径     ５０Ａ相当，７５Ａ相当，１００Ａ相当 

     材    質     ポリエチレン 

     最高使用圧力      ０．９８ ＭＰａ 

        最高使用温度          ４０ ℃ 
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（追  設） 

名   称 仕   様 

６号機タービン建屋内移送ポ

ンプ出口合流から６号機ター

ビン建屋出口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

６号機タービン建屋出口配管

分岐から受入タンクまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

受入タンク出口配管分岐から

中間タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当， 

１００Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

中間タンク出口から浄化ユニ

ット入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

貯留タンク出口から浄化ユニ

ット入口配管合流まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

浄化ユニット出口から中間タ

ンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，１００Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

中間タンク出口から移送ポン

プ（６５ｍ）入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

１００Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

１００Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 
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名   称 仕   様 

移送ポンプ（６５ｍ）出口か

ら中間タンク入口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

１００Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

１００Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

移送ポンプ（６５ｍ）出口配

管分岐から貯留タンク入口配

管合流まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当， 

１００Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

中間タンク出口から移送ポン

プ（４３．２ｍ）入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，１００Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

６５Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

移送ポンプ（４３．２ｍ）出

口から配管末端まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 



Ⅱ-2-33-24 

 

名   称 仕   様 

中間タンク出口から移送ポン

プ（１３ｍ）入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

移送ポンプ（１３ｍ）出口か

ら淡水化装置入口配管合流ま

で 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

４０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

移送ポンプ（２０ｍ）（水中ポ

ンプ）から貯留タンク出口ま

で 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリ塩化ビニル 

０．９８ ＭＰａ 

５０ ℃ 

貯留タンク出口から淡水化装

置入口配管合流まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

 

（廃  止） 

名   称 仕   様 

６号機タービン建屋内移送ポ

ンプ出口合流から６号機ター

ビン建屋出口まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリ塩化ビニル 

０．９８ ＭＰａ 

５０ ℃ 

貯留タンク内の旧淡水化装置

用移送ポンプ（３５ｍ）（水

中ポンプ）から貯留タンク出

口まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリ塩化ビニル 

０．９８ ＭＰａ 

５０ ℃ 
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名   称 仕   様 

貯留タンク出口から旧淡水化

装置入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

旧淡水化装置から貯留タンク

入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

旧淡水化装置から淡水化処理

した水を貯留タンクへ送水す

る配管の分岐まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

 

(3)油分分離装置 

処 理 量           ２０ ｍ３／ ｈ 

系 列 数              直列２ 系列 

     最高使用圧力        ０．６ ＭＰａ 

 

 

(4)浄化装置 

吸 着 剤      キレート樹脂及びゼオライト 

処 理 量            ２０ ｍ３／ ｈ 

系 列 数                  １ 系列 

    最高使用圧力            ０．６ ＭＰａ 

 

 (5)淡水化装置（完成品） 

処 理 量           １００ ｍ３／ 日 

基   数                  １ 基  

     最高使用圧力    静水圧～６．０ ＭＰａ 

（廃  止） 

      旧淡水化装置 

 

（追  設） 

(6)浄化ユニット 

吸 着 材      活性炭 

セシウム／ストロンチウム同時吸着材 

処 理 量          １００ ｍ３／ 日／系列 

系 列 数                  ４ 系列 

最高使用圧力          ０．９８ ＭＰａ 
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ａ．前置フィルタ 

名   称 前置フィルタ 

種    類 － たて置円筒形 

容    量 m3/h/個 4.2 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

主

要

寸

法 

胴 内 径 mm 339.8 

胴 板 厚 さ mm 7.9 

上部鏡板厚さ  mm 8.0 

下部鏡板厚さ  mm 8.0 

高     さ mm 1380.0 

材

料 

胴     板 － SGP＋ゴムライニング 

鏡     板 － SS400＋ゴムライニング 

個    数 個/系列 1 

系  列  数 系列 4 

 

ｂ．吸着塔タイプ１ 

名   称 吸着塔タイプ 1 

種    類 － たて置円筒形 

容    量 m3/h/個 4.2 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

主

要

寸

法 

胴   外  径 mm 508.0 

胴 板 厚 さ mm 9.53 

上部，下部平板厚さ mm 50.0 

高     さ mm 2286.0 

材

料 

胴     板 － 
ASTM A106Gr.B 

＋ゴムライニング 

上部，下部平板 － SS400＋ゴムライニング 

個    数 個/系列 1 

系  列  数 系列 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ-2-33-27 

   ｃ．吸着塔タイプ２ 

名   称 吸着塔タイプ 2 

種    類 － たて置円筒形 

容    量 m3/h/個 4.2 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

主

要

寸

法 

胴   内   径 mm 700.0 

胴 板 厚 さ mm 8.0 

上部鏡板厚さ  mm 8.0 

下部鏡板厚さ  mm 8.0 

高     さ mm 
1500.0 

1550.0 

材

料 

胴     板 － SUS316L 

鏡     板 － SUS316L 

個    数 個/系列 3 

系  列  数 系列 4 

 

   ｄ．移送ポンプ（完成品） 

      台  数           １ 台／系列 

      容  量             １００ ｍ３／日／台 

      揚  程          ９１ ｍ 

 

 

   ｅ．出口フィルタ（完成品） 

名   称 出口フィルタ 

種    類 － たて置円筒形 

容    量 m3/h/個 4.2 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

主

要

寸

法 

胴   外  径 mm 219.0 

胴 板 厚 さ mm 3.0 

上部鏡板厚さ  mm 3.0 

下部鏡板厚さ  mm 3.0 

高     さ mm 1308.0 

材

料 

胴     板 － GB S31603 

鏡     板 － GB S31603 

個    数 個/系列 1 

系  列  数 系列 4 
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   ｆ．主要配管仕様 

名   称 仕   様 

浄化ユニット入口から 

移送ポンプまで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

４０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ＭＰａ 

４０℃ 

移送ポンプから 

前置フィルタまで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

４０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

３２Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ＭＰａ 

４０℃ 

前置フィルタから 

出口フィルタまで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

４０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ＭＰａ 

４０℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

４０Ａ相当 

ＥＰＤＭ（合成ゴム） 

０．９８ＭＰａ 

４０℃ 

出口フィルタから 

浄化ユニット出口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

４０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ＭＰａ 

４０℃ 

 

(7)堰 

    受入タンク・油分分離装置エリア 

     高  さ            ５１０ｍｍ以上＊ 

    受入タンクエリア 

     高  さ            ５６０ｍｍ以上＊ 

    貯留タンクエリア 

     高  さ            ５２０ｍｍ以上＊ 
 

＊：高さは，以下の各エリア毎に想定最大量及び堰内の面積から算出。 

受入タンク・油分分離装置エリア  想定最大量  408 m3 堰内の面積  814 m2 

受入タンクエリア         想定最大量 1,043 m3 堰内の面積 1,865 m2 

貯留タンクエリア         想定最大量 3,301 m3 堰内の面積 6,392 m2 
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2.33.3 添付資料 

添付資料－１  建屋内の滞留水による影響について 

添付資料－２  ６号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理

について 

添付資料－３  ６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

  添付資料－４  系統概要図及び全体概要図 

  添付資料－５  滞留水貯留設備の増設について 

    添付資料－６  メガフロート係留場所の津波に対する考慮について 

  添付資料－７  タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

  添付資料－８  滞留水貯留設備の増設及び廃止について 

  添付資料－９  浄化ユニット用ジャバラハウスの耐震評価について 

  添付資料－１０ 浄化ユニット吸着塔，貯留タンク及び中間タンクからの敷地境界線 

量評価 

添付資料－１１ 廃棄物発生量に関する評価 

  添付資料－１２ メガフロート津波等リスク低減対策工事について 
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建屋内の滞留水による影響について 

 

 滞留水は５号機タービン建屋地下階・６号機タービン建屋地下階及び６号機原子炉建屋

付属棟地下階の 3 箇所に滞留しており，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の

維持に必要な設備への影響及び建屋外への漏えいを考慮し，定期的に水位の計測を実施し

ている。（Ⅲ.3.1.5 参照） 

＊：2013年 7月 1日時点で，各建屋内滞留水の水量の合計は約 5,600m3，放射能濃度は Cs-134が約 0.02Bq/cm3， 

Cs-137が約 0.08Bq/cm3である。 

 

1.使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備への影響 

前述の各建屋に隣接するコントロール建屋等（使用済燃料プールに貯蔵されている燃

料の冷却の維持に必要な設備の電源室）へ滞留水が流入する可能性のある水位は，各建

屋の床面から約 2mであるが，仮設の滞留水貯留設備による処理により，水位はその半分

以下で推移しているため，問題ないと考える。 

 

2.建屋外への漏えい 

５・６号機の各建屋内滞留水は，床面＋約 2m 以下で管理しており，現状のサブドレ

ン水位は低い場所でも，５号機は床面＋約 2.3m上，６号機は床面＋約 4m上であること

から，建屋外への漏えいはないと考える。 
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６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

 

原子炉建屋付属棟の地下階は，大量の滞留水により没水している。 

 滞留水により没水している設備＊１のうち，放射性廃液を貯蔵しているタンクは，機器ド

レン収集タンク，廃液サンプルタンク，床ドレン化学廃液収集タンク，蒸留水サンプルタ

ンク，蒸留水タンクがある。また，タンクの付属配管についても一部没水している。 

タンク及び付属配管の材質は，ステンレス鋼または炭素鋼である。 

  ＊１：放射性固体廃棄物処理系のうち，機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク，原子炉浄化系フィルタスラッジ

貯蔵タンク，使用済樹脂貯蔵タンク，濃縮廃液貯蔵タンク及び各付属配管（使用済樹脂貯蔵タンクを除く）

についても一部没水している。（Ⅱ.2.10参照） 

 

1.ステンレス鋼製タンク及び付属配管 

文献＊２によれば，通常の自然水環境において，ステンレス鋼の表面には保護皮膜が形

成されるため，腐食速度は無視できるほど小さいが，環境中に濃度の高い塩化物イオン

があると，保護皮膜が局部的に破壊されて，腐食進展速度の大きい局部腐食が生じる場

合がある。ステンレス鋼に局部腐食が発生し得る塩化物イオン濃度は，常温で 500ppm程

度とされているが，現状，設備外面が接する滞留水の塩化物イオン濃度は 200ppm程度（水

温約 20℃）で推移しており，外面から腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。な

お，滞留水の増加要因は，主に地下水の流入であり，塩化物イオン濃度が増加する可能

性は小さいが，引き続き，滞留水中の塩化物イオン濃度を確認する。 

一方，設備内面が接する水環境は震災前と変わらないことから，内面からの腐食が発

生する可能性も小さいと考えられる。 

一部没水しているステンレス鋼製のタンク及び付属配管を表－１に示す。 

  ＊２：宮坂松甫他，「ポンプの高信頼性と材料」，ターボ機械 第 36巻 第 9号，2008年 9月 

 

表－１ ステンレス鋼製タンク及び付属配管 

機 器 名 材  質 

床ドレン化学廃液収集タンク SUS304（エポキシライニング） 

機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク SUS304 

原子炉浄化系フィルタスラッジ貯蔵タンク SUS304 

使用済樹脂貯蔵タンク SUS304 

床ドレン化学廃液収集タンク付属配管 SUS316TP 

濃縮廃液貯蔵タンク付属配管 SUS316LTP 

廃液サンプルタンク付属配管 SUS304TP 

蒸留水サンプルタンク付属配管 SUS304TP 
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2.炭素鋼製タンク及び付属配管 

タンク及び付属配管は，腐食防止のために表面塗装が施されており，塗装が健全であ

れば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，滞留水が溜まっていることから，塗装

がはく離し腐食している可能性がある。なお，タンク及び付属配管の内面は腐食がない

ものとし，ここでは，外面からの腐食について評価する。 

(1)炭素鋼製タンク 

これまでは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施

し健全性を維持している。 

しかしながら，タンクが滞留水に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能

性がある。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊３

によれば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されている

ため，水面からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。 

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は約 10 年以上となると予測され

る。 

一部没水している炭素鋼製タンクの評価結果を表－２に示す。 

＊３：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 

 

表－２ 炭素鋼製タンクの評価結果 

機器名 材質 
肉厚 

(mm) 

必要肉厚

(mm) 

必要肉厚 

までの時間 
備考 

機器ドレン収集タンク 
SM41 

（エポキシライニング） 
10.8 6.73 約 13年 ＊４ 

濃縮廃液貯蔵タンク 
SM41A 

（エポキシライニング） 
16.2 3.75 約 41年 ＊５ 

廃液サンプルタンク 
SM41A 

（エポキシライニング） 
6.96 3.81 約 10年  

蒸留水サンプルタンク 
SM41A 

（エポキシライニング） 
9.96 3.81 約 10年  

蒸留水タンク 
SM41A 

（エポキシライニング） 
7.1 3 約 13年  

＊４：建設時第４回工事計画認可申請書(49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可) 

＊５：建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 
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(2)炭素鋼製タンク付属配管 

付属配管の外面は防食塗装が施工されているため，急速な腐食の進展は少ないと考

えられるが，タンク同様に外面よりの腐食速度を 0.3mm/年とした結果，必要肉厚に到

達するまでの時間的余裕は約 6年以上となると予測される。 

付属配管の内面については，内部流体が常時停滞しており温度も低い等の使用環境

から減肉の可能性は低いが，定期的に肉厚の測定を実施し，減肉評価を実施する。（初

回は，2013年度に実施している） 

一部没水している炭素鋼製タンク付属配管の評価結果を表－３に示す。 

 

表－３ 炭素鋼製タンク付属配管の評価結果 

機器名 口径 材質 
肉厚 

(mm) 

必要肉厚

(mm) 

必要肉厚 

までの時間 
備考 

機器ドレン収集タンク付

属配管 

100A STPT42 5.2 3.4 6年 ＊６ 

80A STPT42 4.8 3.0 6年 ＊６ 

40A PT42 4.4 2.2 7年 ＊７ 

原子炉浄化系フィルタス

ラッジ貯蔵タンク付属配

管 

100A STPT42 5.2 3.4 6年 ＊６ 

80A STPT42 4.8 3.0 6年 ＊６ 

40A PT42 4.4 2.2 7年 ＊７ 

機器ドレンフィルタスラ

ッジ貯蔵タンク付属配管 

100A STPT42 5.2 3.4 6年 ＊６ 

80A STPT42 4.8 3.0 6年 ＊６ 

40A PT42 4.4 2.2 7年 ＊７ 

蒸留水タンク付属配管 
80A STPT42 4.8 3.0 6年 ＊６ 

25A PT42 3.9 1.7 7年 ＊７ 

＊６：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総文発官第704号 昭和52年8月15日届出) 

＊７：建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 
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滞留水貯留設備の増設について 

 

滞留水貯留設備は，貯留能力増強及び信頼性向上を目的とした以下の工事について計画

し実施する。 

 

1.工事概要 

(1)貯留タンク増設 

貯留設備の貯留能力増強を図るため，貯留タンクを増設する。増設計画は別添－１

に示す。 

 

 (2)移送ポンプ増設 

淡水化装置の増設に伴い，移送ポンプの増設を行う。 

 

(3)淡水化装置設置 

淡水化装置の信頼性向上を図るため，増設を行う。 

 

 (4)堰の設置 

    滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，受入タンク・油分分離

装置エリア，受入タンクエリア，貯留タンクエリアの各エリアについて堰（地面の防

水処置含む）の設置を行う。 

 

2.設備概要 

  淡水化装置概要図 別添－２に示す。 
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 3.工 程 

年度 
2013 2014 

6～12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 

移送ポンプ＊１ 

    

 

 

 

    

淡水化装置＊１ 

         

堰 

         

＊１：各設備付属配管の増設を含む。 

 

図－１ 工事工程 

 

 

4.確認事項 

表－１ 移送ポンプ（水中ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

・耐震性 
外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

性能 運転確認 ポンプの運転確認を行う。 
実施計画に記載の容量，揚程を満

足すること。 

 

 

 

 

 

 

増設 

設置 

増設 
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表－２ 淡水化装置 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
納品書等に添付されている図面

等により使用材料を確認する。 

ろ過器：ＦＲＰ 

取水槽：ＦＲＰ 

前置ろ過器：ＳＳ４００（Ｆ

ＲＰライニング） 

ろ過水槽：ＦＲＰ 

チェックフィルタ：ＦＲＰ 

①耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ

ル管：ポリ塩化ビニル＊ 

②ナイロンコーティング管：

ＳＵＳ３１６ＬＴＰ（ナイロ

ンコーティング）＊ 

③ナイロンコーティング管：

ＳＴＰＧ３７０（ナイロンコ

ーティング）＊ 

と相違ないこと。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
淡水化装置の据付位置，据付状

態について確認する。 

実施計画の通りに据付されて

いること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

運転状態にて，運転圧に耐え，

かつ，漏えいのないことを確認

する。 

耐圧部から漏えいがないこ

と。 

性能 性能確認 淡水化装置の性能確認を行う。 

実施計画に記載の処理量を満

足すること。また，淡水化後

の水質が構内散水可能な放射

能濃度を満足すること。 

*：別添－４ 図－1 ５・６号機 淡水化装置概要図 参照 
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表－３ 各設備付属配管 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

納品書等に添付されている図

面，カタログ等により使用材料

を確認する。 

④耐圧ホース（完成品）：ポ

リ塩化ビニル＊ 

⑤ポリエチレン管（完成

品）：ポリエチレン＊ 

と相違ないこと。 

寸法確認 

納品書等に添付されている図

面，カタログ等により確認す

る。 

確認書類に示される寸法が，

実施計画の通りであること。 

④耐圧ホース（完成品）：７

５Ａ相当 

⑤ポリエチレン管（完成

品）：７５Ａ相当 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

耐圧・漏え

い確認 

運転状態にて，運転圧に耐え，

かつ，漏えいのないことを確認

する。 

耐圧部から漏えいがないこ

と。 

*：別添－４ 図－１ ５・６号機 淡水化装置概要図 参照 

 

表－４ 堰 

 

 

5.別添 

  別添－１ 滞留水貯留設備の貯留タンク増設計画について 

   別添－２ 淡水化装置概要図 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

性能 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

寸法確認 高さを確認する。 
実施計画に記載の通りであるこ

と。 

据付確認 
堰の据付位置，据付状態について

確認する。 

実施計画の通り据付されているこ

と。 
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滞留水貯留設備の貯留タンク増設計画について 

 

５・６号機の滞留水貯留設備は，貯留能力増強のため 600m3タンク 9基（フランジ型）

の移設を計画していたが，１～４号機汚染水処理設備で発生したフランジ型タンクの漏

えい事象に鑑み，移設するタンクが同型であったことからタンクの移設を中止した。 

このため，貯留タンクの仕様をフランジ型から溶接型へ見直すと共に，１～４号機汚

染水処理設備のタンク増設計画に影響を与えない範囲でタンクの増設を計画する。併せ

て，更なる信頼性向上を目的とした基礎外周堰の設置を計画する。 

 

貯留タンク増設の方針は，以下のとおり。 

(1)貯留タンク  溶接型 

(2)適合規格   JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

(3)工  程   2018年 7月より実施 

 

なお，実績から建屋内への地下水流入量（約 30m3/日）と構内散水量は平衡状態にあり，

2018年 10月現在，貯留タンクの設備容量約 16,000 m3に対し約 1,000 m3の余裕があるた

め，当面，地下水の流入による使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に

必要な設備への影響はない。 
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タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

 

1.構造強度及び耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器の構造強度及び耐震性についての評価を行う。 

 

2.構造強度 

(1)震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013 年 8 月 14 日より前に）設計に着手したタ

ンク 

円筒形タンクの板厚評価を実施した結果，水頭圧に耐えられることを確認した。 

（表－１ 参照） 
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機器名称 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

受入タンク 

（容量：160m3） 
胴板 1.5 4.5 

受入タンク 

（容量：200m3） 
胴板 1.9 6.0 

貯留タンク 

（容量：50m3） 
胴板 0.5 8.0 

貯留タンク 

（容量：90m3） 
胴板 0.9 21.0 

貯留タンク 

（容量：299m3） 
胴板 3.1 9.0 

貯留タンク 

（容量：508m3） 
胴板 4.0 9.0 

貯留タンク 

（容量：1,100m3） 
胴板 9.6 12.0 

表－１ 板厚評価結果 
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(2) 2013年 8月 14日以降に設計するタンク 

a. 中間タンクの胴の厚さ評価  

設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した。評価の結果，水頭圧に耐えられる

ことを確認した。（表－２－１ 参照） 

 

 

 

η

ρ

0.204S

DiH
t   

 

 

 

ただし，ｔの値は炭素鋼，低合金鋼の場合はｔ=3[mm]以上，その他の金属の場合は

t=1.5[mm]以上とする。また，内径の区分に応じた必要厚さを考慮する。 

 

表－２－１ 中間タンクの胴の板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

中間タンク 

（容量：1,160m3） 
胴板 11.7 12.0 

 

b. 中間タンクの底板の厚さ評価  

設計・建設規格に準拠し，底板の厚さについて評価を実施した。評価の結果，必要

板厚を確保していることを確認した。（表－２－２ 参照） 

 

表－２－２ 中間タンクの底板の板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

中間タンク 

（容量：1,160m3） 
底板 3.0※1 11.2 

※1 地面，基礎等に直接接触するものについては，3ｍｍ（設計・建設規格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｔ ： 胴の計算上必要な厚さ 

Di ： 胴の内径 

H ： 水頭 

ρ ： 液体の比重 

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力 

η ： 長手継手の効率 
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c. 中間タンクの管台の厚さ評価  

設計・建設規格に準拠し，管台の板厚評価を実施した。評価の結果，水頭圧に耐え

られることを確認した。（表－２－３ 参照） 
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0.204S

DiH
t   

 

 

 

ただし，管台の外径の区分に応じた必要厚さを考慮する。 

 

表－２－３ 中間タンクの管台の板厚評価結果 

機器名称 管台口径 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

中間タンク 

（容量：1,160m3） 

100A 

管台板厚 

3.5※2 5.25 

200A 3.5※2 7.18 

650A 3.5※2 11.2 

※2 管台の外径：82mm以上のものについては 3.5mm（設計・建設規格） 

 

 

 

 

ｔ ： 管台の計算上必要な厚さ 

Di ： 管台の内径 

H ： 水頭 

ρ ： 液体の比重 

Ｓ ： 最高使用温度における 

材料の許容引張応力 

η ： 長手継手の効率      
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d. 中間タンクの胴の穴の補強評価  

設計・建設規格に準拠し，胴の穴の補強について評価を実施した。評価の結果，補

強に有効な面積が補強に必要な面積より大きいため，補強は十分であることを確認し

た。（表－２－４ 参照） 

 

 

43210 AAAAA   

 

nsrs

srs

tFtt
Ss

Sn

dXFttA

))(1(2

))((1









 

21 XXX   

)tt
d

,d(MaxXX ns 
2

21  

   

snnnrn SSYtYttA /))((2 22112   

PS

PDi
t

n

nr
1.22 

  

)2.5(2.5 11 Tet,tMinY ns   

),5.2,5.2( 22 httMinY ns  

 

3322113 LLLLLLA   

 

TeWiWA  )(4  

)( De,XMinW   

 

nsr

s

n
sr Ftt

S

S
FdtAr )1(2   

 

 

 

表－２－４ 中間タンクの胴の穴の補強評価結果 

機器名称 管台口径 評価部位 Ar[mm2] A0[mm2] 

中間タンク 

（容量：1,160m3） 

100A 

管台 

  732 1,505 

200A 1,421 2,979 

650A 4,466 7,608 

A0 ： 補強に有効な総面積 

A1 ： 胴,鏡板又は平板部分の補強に有効な面積 

A2 ： 管台部分の補強に有効な面積 

A3 ： すみ肉溶接部の補強に有効な面積 

A4  ： 強め材の補強に有効な面積 

η ： PVC-3161.2 に規定する効率 

ts ： 胴の最小厚さ 

tsr ： 継ぎ目のない胴の計算上必要な厚さ 

（PVC-3122(1)においてη=１としたもの） 

tn ： 管台最小厚さ 

tn1 ： 胴板より外側の管台最小厚さ 

tn2 ： 胴板より内側の管台最小厚さ 

tnr ： 管台の計算上必要な厚さ 

P ： 最高使用圧力(水頭)=9.80665×103Ｈρ 

Ss ： 胴板材料の最高使用温度における 

許容引張応力  

Sn ： 管台材料の最高使用温度における 

許容引張応力  

Di ： 管台の内径 

X ： 胴面に沿った補強に有効な範囲 

X1 ： 補強に有効な範囲 

X2 ： 補強に有効な範囲 

Y1 ： 胴面に垂直な補強の有効な範囲 

  （胴より外側） 

Y2 ： 胴面に垂直な補強の有効な範囲 

  （胴より内側） 

h ： 管台突出し高さ（胴より内側） 

L1 ： 溶接の脚長 

L2 ： 溶接の脚長 

L３ ： 溶接の脚長 

Ar ： 補強が必要な面積 

d ： 胴の断面に現れる穴の径 

F ： 係数（図 PVC-3161.2-1から求めた値） 

Te ： 強め材厚さ 

W ： 強め材の有効範囲 

Wi ： 開先を含めた管台直径 

De ： 強め材外径 
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e. 強め材の取付け強さ  

設計・建設規格に準拠し，強め材の取り付け強さについて評価を実施した。評価の

結果，溶接部の強度が十分であることを確認した。（表－２－５ 参照） 
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F1 ： 断面（管台外側のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ 

F2 ： 断面（管台内側の管台壁）におけるせん断強さ 

F3 ： 断面（突合せ溶接部）におけるせん断強さ 

F4 ： 断面（管台内側のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ 

F5 ： 断面（強め材のすみ肉溶接部）におけるせん断強さ 

F6 ： 断面（突合せ溶接部）におけるせん断強さ 

do ： 管台外径 

d ： 管台内径 

do’： 胴の穴の径 

Wo ： 強め材の外径 

S ： 胴板材料の最高使用温度における許容引張応力 

Sn ： 管台材料の最高使用温度における許容引張応力 

L1 ： すみ肉溶接部の脚長（管台取付部（胴より外側）） 

L2 ： すみ肉溶接部の脚長（管台取付部（胴より内側）） 

L3 ： 溶接部の脚長（強め材） 

η1 ： 強め材の取付け強さ（すみ肉溶接部のせん断） 

η2 ： 強め材の取付け強さ（突合せ溶接部の引張） 

η3 ： 強め材の取付け強さ（管台壁のせん断） 

    ※表 PVC-3169-1の値より 

W : 溶接部の負うべき荷重 

tsr ： 継目のない胴の計算上必要な厚さ 

（PVC-3122(1)においてη=１としたもの） 

F ： 管台の取付角度より求まる係数 

（図 PVC-3161.2-1 から求まる値） 

X ： 補強に有効な範囲 

W1 ： 予想される破断箇所の強さ 

W2 ： 予想される破断箇所の強さ 

W３ ： 予想される破断箇所の強さ 

W４ ： 予想される破断箇所の強さ 

W５ ： 予想される破断箇所の強さ 

W６ ： 予想される破断箇所の強さ 
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表－２－５ 中間タンクの強め材の取付け強さ 

機器名称 
管台

口径 

溶接部の負

うべき荷重 
予想される破断箇所の強さ 

Ｗ 

[N] 

Ｗ1 

[N] 

Ｗ2 

[N] 

Ｗ3 

[N] 

Ｗ4 

[N] 

Ｗ5 

[N] 

Ｗ6 

[N] 

中間タンク 

（容量：1,160m3） 

100A  35,520   105,278   249,921   117,143   214,608   202,743   261,786 

200A  61,220   288,929   566,723   291,336   432,427   430,020   569,130 

650A 163,240 1,160,164 1,873,460 1,491,562 1,641,871 1,310,473 2,204,858 
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3.耐震性 

(1)震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013 年 8 月 14 日より前に）設計に着手したタ

ンク 

a.転倒評価 

地震時の水平荷重による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，そ

れらを比較することにより転倒評価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重に

よる転倒モーメント＜②自重による安定モーメント」となることから，転倒しないこ

とを確認した。（表－３，４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地震時の水平荷重による転倒モーメント： HgmCM H ×××=1  

②自重による安定モーメント： LgmM ××=2  

 

b.滑動評価  

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動評

価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重によるすべり力＜②接地面の摩擦力」

となることから，滑動しないことを確認した。（表－３，４ 参照）    

 

①地震時の水平荷重によるすべり力： gmCF HL ××=  

②接地面の摩擦力： gmF    

 

 

 

 

 

 

 

m 

H 

L 

CH 

m 

g 

μ 

：水平方向設計震度（0.36） 

：機器質量 

：重力加速度 

：摩擦係数 

(コンクリート上：0.4， 

  敷鉄板上：0.52) 

CH 

m 

g 

H 

L 

：水平方向設計震度（0.36） 

：機器質量 

：重力加速度 

：据付面からの重心までの距離 

：転倒支点から機器重心までの距離 
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c.支持力評価  

タンクの鉛直荷重と極限支持力を比較して，地震時の支持力に対する評価を行った。

支持力の算定式は「社団法人日本道路協会（2002）：道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構

造編」に基づき次式を用いた。評価の結果，「①タンクの鉛直荷重＜②タンク基礎底

面地盤の極限支持力」となり，安全性を有していることを確認した。（表－３，４ 参

照） 

 

①タンクの鉛直荷重： gmW ×=  

②タンク基礎底面地盤の極限支持力： 







 rreqqcceu SNBSkqNSkcNAQ  1

2

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

g 

Ae 

α，β 

k 

c 

Nc，Nq，Nr 

Sc，Sq，Sr 

q 

γ1，γ2 

Df 

Be 

B 

eB 

 

：機器質量 

：重力加速度 

：有効載荷面積 

：基礎の形状係数 

：根入れ効果に対する割増し係数 

：地盤の粘着力（c＝39kN/m2） 

：荷重の傾斜を考慮した支持力係数 

：支持力係数の寸法効果に関する補正係数 

：上載荷重（q＝γ2Df） 

：支持地盤及び根入れ地盤の単位重量（γ1，γ2＝15.9kN/m2） 

：基礎の有効根入れ深さ 

：荷重の偏心を考慮した基礎の有効載荷幅（Be＝B－2eB） 

：基礎幅 

：荷重の偏心量 
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機器名称   m＊（t）   B（m） 

受入タンク（容量：35m3） 43.3 2.0 

受入タンク（容量：42m3） 51.0 2.3 

受入タンク（容量：110m3） 127.6 4.7 

受入タンク（容量：160m3） 169.7 6.9 

受入タンク（容量：200m3） 211.9 6.9 

貯留タンク（容量：50m3） 93.5 3.1 

貯留タンク（容量：90m3） 133.5 3.1 

貯留タンク（容量：299m3） 329.3 6.9 

貯留タンク（容量：508m3） 553.7 9.0 

貯留タンク（容量：1,100m3） 1,165.0 12.2 

移送ポンプ(横置き型ポンプ) 0.2 0.7 

油分分離装置 108.7 4.4 

浄化装置 17.0 1.3 

淡水化装置（コンテナ） 17.2 12.2 

表－３ 機器質量及び基礎幅一覧 

＊：タンク及び油分分離装置は水の質量も含む。 
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表－４ 評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

受入タンク 

（容量：35m3） 

本体 
転倒 

0.36 

172 428 kN･m 

滑動 153 220 kN 

地盤 支持力 425 3,164 kN 

受入タンク 

（容量：42m3） 

本体 
転倒 

0.36 

203 579 kN･m 

滑動 181 260 kN 

地盤 支持力 501 3,937 kN 

受入タンク 

（容量：110m3） 

本体 
転倒 

0.36 

577 2,940 kN･m 

滑動 451 650 kN 

地盤 支持力 1,252 11,210 kN 

受入タンク 

（容量：160m3） 

本体 
転倒 

0.36 

1,348 5,658 kN･m 

滑動 600 865 kN 

地盤 支持力 1,665 10,048 kN 

受入タンク 

（容量：200m3） 

本体 
転倒 

0.36 

2,058 7,065 kN･m 

滑動 749 1,080 kN 

地盤 支持力 2,079 9,241 kN 

貯留タンク    

（容量：50m3） 

本体 
転倒 

0.36 

718 1,420 kN･m 

滑動 330 476 kN 

地盤 支持力 917 5,693 kN 

貯留タンク    

（容量：90m3） 

本体 
転倒 

0.36 

1,025 2,028 kN･m 

滑動 472 680 kN 

地盤 支持力 1,309 4,960 kN 

貯留タンク    

（容量：299m3） 

本体 
転倒 

0.36 

5,326 10,937 kN･m 

滑動 1,163 1,679 kN 

地盤 支持力 3,230 7,195 kN 

貯留タンク 

（容量：508m3） 

本体 
転倒 

0.36 

9,026 23,989 kN･m 

滑動 1,955 2,823 kN 

地盤 支持力 5,430 14,926 kN 
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機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

貯留タンク    

（容量：1,100m3） 

本体 
転倒 

0.36 

21,645 68,548 kN･m 

滑動 4,113 4,569 kN 

地盤 支持力 11,425 29,867 kN 

移送ポンプ 

(横置き型ポンプ) 

本体 
転倒 

0.36 

0.14 0.34 kN･m 

滑動 0.71 0.78 kN 

地盤 支持力 1.97 192 kN 

油分分離装置 
本体 

転倒 

0.36 

471 2,337 kN･m 

滑動 384 554 kN 

地盤 支持力 1,066 9,949 kN 

浄化装置 
本体 

転倒 

0.36 

62 110 kN･m 

滑動 60 66 kN 

地盤 支持力 167 188 kN 

淡水化装置 

（コンテナ） 

本体 
転倒 

0.36 

124 201 kN･m 

滑動 61 87 kN 

地盤 支持力 169 3,342 kN 
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(2) 2013年8月14日以降に設計するタンク 

a.転倒評価 

地震時の水平荷重による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，

それらを比較することにより転倒評価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷

重による転倒モーメント＜②自重による安定モーメント」となることから，転倒し

ないことを確認した。（表－５，６ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地震時の水平荷重による転倒モーメント：  H22111 CgHmHmM   

②自重による安定モーメント： LgmM ××=2  

 

 

b.滑動評価  

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動評

価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重によるすべり力＜②接地面の摩擦力」

となることから，滑動しないことを確認した。（表－５，６ 参照） 

 

①地震時の水平荷重によるすべり力： gmCF HL ××=  

②接地面の摩擦力： gmF    

 

 

 

 

 

 

 

m 

H 

L 

CH 

m 

g 

μ 

： 水平方向設計震度（0.36） 

： 機器質量 

： 重力加速度 

： 摩擦係数 

(コンクリート上：0.4) 

CH 

m 

m1 

m2 

g 

H1 

H2 

L 

 

：水平方向設計震度（0.36） 

：タンク空質量＋内包液体質量（満水時） 

：タンク胴＋内包液体質量（満水時） 

：屋根板質量 

：重力加速度 

：据付面からの胴部重心までの距離 

：据付面からの天板重心までの距離 

：転倒支点から機器重心までの距離 
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表－６ 評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

中間タンク    

（容量：1,160m3） 
本体 

転倒 
0.36 

3.1×104 7.1×104 kN･m 

滑動 4,608 5,119 kN 

 

 

 

機器名称   m＊（t）   B（m） 

中間タンク（容量：1,160m3） 1,305.0 11.1 

表－５ 機器質量及び基礎幅一覧 

＊：水の質量も含む。 
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ｃ．タンク基礎の支持力評価 

 （ａ）評価方法 

タンクの鉛直荷重と極限支持力を比較して評価を行う。支持力の算定式は「社団法人

日本道路協会（2002）：道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」に基づき次式を用いる。

計算した結果，①タンクの鉛直荷重＜②タンク基礎底面地盤の極限支持力であり，安全

性を有していることを確認する。 

①タンクの鉛直荷重： gmW ×=  

②タンク基礎底面地盤の極限支持力： 







 rreqqcceu SNBSkqNSkcNAQ  1

2

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）管理 

地盤改良後，簡易支持力測定器（キャスポル）※により地盤の強度を測定し，上記式

により必要な極限支持力を有していることを確認する。 

※ ランマー（重鎮）を一定の高さから地盤に自由落下させたときに生ずる衝撃加速度の

最大値と地盤強度特性値と相関させる衝撃加速度法を基本原理とした簡易な測定器。 

 

ｄ．タンク基礎の不陸 

（ａ）評価方法 

   タンクの設置高さが，設計高さに対して許容値以内※であることを確認する。 

   ※ 設計高さ±30mm（社内基準値） 

 

m 

g 

Ae 

α，β 

k 

c 

Nc，Nq，Nr 

Sc，Sq，Sr 

q 

γ1，γ2 

Df 

Be 

B 

eB 

 

：機器質量 

：重力加速度 

：有効載荷面積 

：基礎の形状係数 

：根入れ効果に対する割増し係数 

：地盤の粘着力 

：荷重の傾斜を考慮した支持力係数 

：支持力係数の寸法効果に関する補正係数 

：上載荷重（q＝γ2Df） 

：支持地盤及び根入れ地盤の単位重量（γ1，γ2＝15.9kN/m2） 

：基礎の有効根入れ深さ 

：荷重の偏心を考慮した基礎の有効載荷幅（Be＝B－2eB） 

：基礎幅 

：荷重の偏心量 
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（ｂ）管理 

タンク基礎高さ（レベル）を測量し，当該高さが設計高さに対して±30mm以内である

ことを確認する。 
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ｅ. 応力評価及び座屈評価 

 中間タンクについては，以下の通り貯留機能維持について評価する。 

『JEAC4601-2008原子力発電所耐震設計技術規程』に基づき，タンク胴板の応力評価及

び座屈評価により，発生する応力が許容値を超えないことを確認した。（表－７，８ 参

照） 

 

(a)評価 

1. 胴の応力評価 

イ.組合せ応力が胴の最高使用温度における許容応力Ｓａ以下であること。 

応力の種類 許 容 応 力 Ｓａ 

一次一般膜応力 設計降伏点Ｓｙと設計引張強さＳｕの0.6倍のいずれか小さい方の値 

 一次応力の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値であるので省略する。 

 応力計算において，静的地震力を用いる場合は，絶対値和を用いる。 

 

(1)  静水頭及び鉛直方向地震による応力 

t2

gHDi
1





  

t2

gHDiCv
2





  

01x   

 

(2)  運転時質量及び鉛直方向地震による応力 

胴がベースプレートと接合する点には，胴自身の質量による圧縮応力と鉛直

方向地震による軸方向応力が生じる。 

 ttDi

gme
2x





  

 ttDi

gCm ve
3x





  

 

(3) 水平方向地震による応力 

水平方向の地震力により胴はベースプレート接合部で最大となる曲げモーメ

ントを受ける。この曲げモーメントによる軸方向応力と地震力によるせん断応

力は次のように求める。 

  ttDi

gmC4
2

g
4x

0H








 

  ttDi

gmC2 0H
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(4) 組合せ応力 

(1)～(3)によって求めた胴の応力は以下のように組み合わせる。 

a. 一次一般膜応力 

(a) 組合せ引張応力 

21＋＝     

4x3xxxxt    21-     

  22
xtxtt 4

2

1
0        

 

(b) 組合せ圧縮応力 

σｘｃが正の値（圧縮側）のとき，次の組合せ圧縮応力を求める。 

21 --        

4x3xxxxc     21     

  22
xcxc 4

2

1
c0         

 

したがって，胴の組合せ一次一般膜応力の最大値は，  

σ０＝Max｛組合せ引張応力（σ０ｔ），組合せ圧縮応力（σ０ｃ）｝ 

となる。一次応力は一次一般膜応力と同じになるので省略する。 

 

表－７ 中間タンク応力評価結果 

機器名称 部材 材料 
水平方向 
設計震度 

応力 
算出応力 
［MPa］ 

許容応力 
［MPa］ 

中間タンク 
（容量：1,160m3） 

胴板 SM400C 0.36 一次一般膜 70 138 
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ロ．圧縮膜応力（圧縮応力と曲げによる圧縮側応力の組合せ）は次式を満足すること。

（座屈の評価） 

 
1

ff b

4x

c

3x2x


 
 

 

ここで，ƒｃは次による。 

F

g1200

t2

tDi



 

      Ffc   

 

F

g8000

t2

tDi

F

g1200





 







































F

g1200

t2

tDi

F

g8000
F

g6800

1
1Ff 1c   

 

800
t2

tDi

F

g8000



  








 


t2

tDi
f 1c   

 

ただし，φ１(x)は次の関数とする。 

  
























 x

16

1
exp1901.01

x

E
6.0x1  

 

また，ƒｂは次による。 

F

g1200

t2

tDi



 

Ffb   

 

F

g9600

t2

tDi

F

g1200



  







































F

g1200

t2

tDi

F

g9600
F

g8400

1
1Ff 2b   

 

のとき， 

のとき， 

のとき， 

のとき， 

のとき， 
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800
t2

tDi

F

g9600





 








 


t2

tDi
f 2b 

 

 

ただし，φ２(x)は次の関数とする。 

  
























 x

16

1
exp1731.01

x

E
6.0x2  

 

αは安全率で次による。 

F

g1200

t2

tDi



 

          α＝１ 

 

F

g8000

t2

tDi

F

g1200



  

          












F

g1200

t2

tDi

g13600

F
1  

 

t2

tDi

F

g8000 


 

 α＝１．５ 

 

 

   表－８ 中間タンク座屈評価 

機器名称 部材 材料 
水平方向 
設計震度 

座屈評価結果 

中間タンク 
（容量：1,160m3） 

胴板 SM400C 0.36 0.36 < 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

のとき， 

のとき， 

のとき， 

のとき， 
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記号の説明 

記  号 記   号   の   説   明 単  位 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

Ｃｖ 鉛直方向設計震度 － 

Ｄｉ 胴の内径 mm 

Ｅ 胴の縦弾性係数 MPa 

Ｆ 設計・建設規格 SSB-3121.1又はSSB-3131に定める値 MPa 

ƒｂ 曲げモーメントに対する許容座屈応力 MPa 

ƒｃ 軸圧縮荷重に対する許容座屈応力 MPa 

g 重力加速度（＝9.80665） m/s
2
 

Ｈ 水頭 mm 

ｇ 基礎から容器重心までの距離 mm 

ｍ０ 容器の運転時質量 kg 

ｍｅ 容器の空質量 kg 

Ｓ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値 MPa 

Ｓａ 胴の許容応力 MPa 

Ｓｕ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値 MPa 

Ｓｙ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値 MPa 

ｔ 胴板の厚さ Mm 

α 座屈応力に対する安全率 － 

π 円周率 － 

ρ′ 液体の密度（＝比重×10－６） kg/mm
3
 

σ０ 胴の一次一般膜応力の最大値 MPa 

σ０ｃ 胴の組合せ圧縮応力 MPa 

σ０ｔ 胴の組合せ引張応力 MPa 

σｘ１,σφ１ 静水頭により胴に生じる軸方向及び周方向応力 MPa 

σｘ２ 胴の空質量による軸方向圧縮応力 MPa 

σｘ３ 胴の鉛直方向地震による軸方向応力 MPa 

σｘ４ 胴の水平方向地震による軸方向応力 MPa 

σｘｃ 胴の軸方向応力の和（圧縮側） MPa 

σｘｔ 胴の軸方向応力の和（引張側） MPa 

σφ 胴の周方向応力の和 MPa 

σφ２ 静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力 MPa 

τ 地震により胴に生じるせん断応力 MPa 

φ１（ｘ） 圧縮荷重に対する許容座屈応力の関数 MPa 

φ２（ｘ） 曲げモーメントに対する許容座屈応力の関数 MPa 

 

４．別添 

    別添－１ 中間タンク概略図 

    別添－２ 滞留水貯留設備の中間タンクに対するスロッシング評価 
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別添－１ 

   

 

 中間タンク概略図 
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別添－２ 

 

滞留水貯留設備の中間タンクに対するスロッシング評価 

 

滞留水貯留設備の中間タンクについて地震発生時のタンク内包水のスロッシング評価を

実施した。速度ポテンシャル理論に基づきスロッシング波高の評価を行った結果，スロッ

シング時のタンク内の液位がタンク天板に到達しないことを確認した。 

 スロッシング評価の流れは下記の通り。 

 

・ 速度ポテンシャル理論に基づき，スロッシング固有周期（水面の一次固有周期）

を算出する。 

・ タンク設置エリアの地表面における基準地震動：Ss-1,2,3に対する速度応答スペ

クトルから，スロッシング固有周期に応じた速度応答値を求める。 

・ 速度ポテンシャル理論に基づき，速度応答値からスロッシング波高を算出する。 

・ スロッシング波高がタンク高さを超えないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D ： タンク内径 [m] 

H ： タンク液位 [m] 

g ： 重力加速度 [m/s2] 

Ts ： スロッシング固有周期 [s] 

Sv ： 速度応答値 [m/s] 

η ： スロッシング波高 [m] 

 

v

s

S
Tg

D























2

2
837.0











D

H

g

D
Ts

68.3
coth

68.3
2



 

 
Ⅱ-2-33-添 7-24 

 

スロッシング床応答スペクトル 

 

 

中間タンクのスロッシング評価結果 

機器名称 スロッシング波高［mm］ スロッシング時液位［mm］ タンク高さ［mm］ 

中間タンク 

（容量：1,160m3） 
693 12,899 13,000 
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2.34 ５・６号機 計測制御設備 

2.34.1 系統の概要 

計測制御設備は,通常運転時に起こり得る運転条件の変化,負荷の変化及び外乱に対し

て，監視及び制御を行うためのものである。 

さらに,これらの設備からの情報を基にプラントの主要な系統の運転に必要なパラメー

タの監視及び機器の操作を集中して管理するための計測制御設備を中央制御室に設ける。 

 

[系統の現況] 

   使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・管理するための主要な系統を

監視する主要な機器は復旧済みである。 

 

2.34.2 要求される機能 

(1)使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・管理するために監視ができる

こと。 

  

2.34.3 主要な機器 

(1)使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・管理するための監視機器 

使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却時の運転上の制限（設定値）につい

ては，「Ⅲ 特定原子力施設の保安 第２編（５号炉及び６号炉に係る保安措置）第２

７条」に示す。 

  a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計，圧力計，導電率計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

b.残留熱除去系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 

c.燃料プール冷却浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，水位計，流量計 

d.非常用炉心冷却系計測制御設備 

圧力計，流量計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

e.復水補給水系計測制御設備 

圧力計，水位計 

f.原子炉冷却材浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 
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５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

g.原子炉補機冷却系計測制御設備 

   水位計，温度計，圧力計 

h.制御棒駆動系計測制御設備 

圧力計，流量計，水位計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

i.非常用予備電源装置関連計測制御設備 

圧力計，温度計 

j.核計測装置 

起動領域モニタ，出力領域モニタ（６号機のみ） 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

k.安全保護系計測制御設備 

地震計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

l.制御棒駆動機構関連計測制御設備 

原子炉手動制御系，制御棒位置指示系 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

  m.非常用ガス処理系計測制御設備 

   流量計，差圧計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から

放射能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落

下」と同様の燃料集合体落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被

ばくのリスクを与えないことから非常用ガス処理系の監視の必要はない。 

  n.原子炉建屋常用換気系及び中央制御室換気系計測制御設備 

   流量計，差圧計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から

放射能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落
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下」と同様の燃料集合体落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被

ばくのリスクを与えないこと及び運転員の放射線被ばくの影響は小さいことから原

子炉建屋常用換気系及び中央制御室換気系の監視の必要はない。 

o.放射線モニタ関連計測制御設備 

エリア放射線モニタ，プロセス放射線モニタ＊１ 

＊1：放射性気体廃棄物の放出管理は，主排気筒放射線モニタである。 

 

(2)炉心，冷却材圧力バウンダリの健全性を確認するための監視機器 

５・６号機の原子炉格納容器に関しては，現状の開放状態を維持・継続することか

ら除外する。(Ⅱ.2.20 参照) 

  a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計 

 

(3)臨界未満であることを確認するための監視機器 

a.核計測装置 

起動領域モニタ 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に

燃料を戻すことはないため，監視の必要はない。 

 

また，上記監視機器において，既に工事計画軽微変更届出書等により確認している，原

子炉水位，原子炉圧力，残留熱除去系熱交換器入口温度（原子炉水温度），残留熱除去系

流量，炉心スプレイ系圧力・流量（５号機），低圧炉心スプレイ系流量（６号機），起動

領域モニタ，出力領域モニタ（６号機），非常用ガス処理系放射線モニタ，エリア放射線

モニタ，主排気筒放射線モニタ（５・６号機共用）のパラメータについては，添付資料－

１に示す。 

 

2.34.4 添付資料 

添付資料－１ パラメータ一覧 

 



 

 

 

 

 

 

 

第２編 

 
（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 
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第２章 品質保証 

 

（品質保証計画） 

第３条 

第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質保

証計画を定める。 

 

【品質保証計画】 

1. 目的 

 本品質保証計画は，福島第一原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全を達成・維

持・向上させるため，「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)」

（以下「JEAC4111」という。）に基づく品質マネジメントシステムに，安全文化を醸成する

ための活動を行う仕組みを含めた，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシス

テム（以下「品質マネジメントシステム」という。）を確立し，実施し，評価確認し，継続

的に改善することを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

 本品質保証計画は，発電所の保安活動に適用する。 

 

3. 用語の定義 

 以下を除き JEAC4111 の定義に従う。 

 特定原子力施設：福島第一原子力発電所を構成する構築物，系統及び機器等の総称 

原子力施設情報公開ライブラリー：原子力施設の事故又は故障等の情報並びに信頼性に関

する情報を共有し活用することにより，事故及び故障等の未然防止を図ることを目的と

して，一般社団法人 原子力安全推進協会が運営するデータベースのことをいう。（以下

「ニューシア」という。） 

BWR 事業者協議会：国内 BWR プラントの安全性及び信頼性を向上させるために，電力会社

とプラントメーカーとの間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをい

う。（以下，本条及び第１０７条において同じ。） 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 第４条（保安に関する組織）に定める組織（以下「組織」という。）は，本品質保証計

画に従って，品質マネジメントシステムを確立し，文書化し，実施し，かつ，維持する。

また，その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 
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(2) 組織は，次の事項を実施する。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を「Z-21 原

子力品質保証規程」に定める。 

b) これらのプロセスの順序及び相互関係を図１のとおりとする。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために

必要な判断基準及び方法を明確にする。 

d) これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な資源及び情報を利用できる

ことを確実にする。 

e) これらのプロセスを監視し，適用可能な場合には測定し，分析する。 

f) これらのプロセスについて，計画どおりの結果を得るため，かつ，継続的改善を達成

するために必要な処置をとる。 

g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムとの整合がとれたものにする。 

h) 社会科学及び行動科学の知見を踏まえて，品質マネジメントシステムの運用を促進する。 

(3) 組織は，品質マネジメントシステムの運用において，発電用軽水型原子炉施設の安全

機能の重要度分類に関する審査指針（以下「重要度分類指針」という。）に基づく重要性

を基本として，品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度についてグレード分け

を行う。また，これに基づき資源の適切な配分を行う。なお，グレード分けの決定に際

しては，重要度分類指針に基づく重要性に加えて必要に応じて以下の事項を考慮する。 

a) プロセス及び特定原子力施設の複雑性，独自性，又は斬新性の程度 

b) プロセス及び特定原子力施設の標準化の程度や記録のトレーサビリティの程度 

c) 検査又は試験による原子力安全に対する要求事項への適合性の検証可能性の程度 

d) 作業又は製造プロセス，要員，要領，及び装置等に対する特別な管理や検査の必要性

の程度 

e) 運転開始後の特定原子力施設に対する保守，供用期間中検査及び取替えの難易度 

(4) 組織は，これらのプロセスを，本品質保証計画に従って運営管理する。 

(5) 組織は，原子力安全の達成に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを決めた

場合には，「7.4 調達」に従ってアウトソースしたプロセスの管理を確実にする。 
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4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

 品質マネジメントシステムの文書として以下の事項を含める。また，これらの文書体系

を図２に，各マニュアルと各条文の関連を c)及び d)の表に示す。なお，記録は適正に作成

する。 

a) 文書化した，品質方針及び品質目標の表明 

b) 原子力品質保証規程（Z-21） 

 

 

図１．品質マネジメントシステムにおけるプロセス間の相互関係 

改善プロセス 

（8.3，8.5.1，8.5.2，8.5.3 参照） 

評価プロセス 

監視及び測定，分析プロセス 

（8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.4 参照） 

運営管理プロセス（4.，5．参照） 

 方針管理プロセス（5.参照） 

業務の計画及び実施プロセス（7．参照） 

評
価
プ
ロ
セ
ス 

内
部
監
査
プ
ロ
セ
ス
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照
） 
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源
の
運
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管
理
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設
，
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持
管
理
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ロ
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ス
（6

.
3,
6.4
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照
） 

教
育
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訓
練
プ
ロ
セ
ス
（6

.2

参
照
） 

運
営
管
理
プ
ロ
セ
ス
（4

.
,5.

参
照
） 

文
書
・
記
録
管
理
プ
ロ
セ
ス
（4

.2

参
照
） 

運転管理， 

燃料管理， 

放射性廃棄物管理， 

放射線管理， 

保守管理， 

緊急時の措置， 

廃止措置， 

関係法令の遵守， 

安全文化醸成活動 

の各プロセス 

設
計
管
理
プ
ロ
セ
ス 

（7
.3

参
照
） 

調
達
管
理
プ
ロ
セ
ス 

（7
.4

参
照
） 
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c) JEAC4111 が要求する“文書化された手順” である以下の文書及び記録 

第3条の 

関連条項 

原子力品質

保証規程の

関連条項 

名  称 文書番号 管理箇所 

4.2，7.2.2 4.2，7.2.2 
文書及び記録管理基本マニュアル（福島

第一廃炉推進カンパニー） 
NI-32 原子力安全・統括部 

8.2.2，8.5.1 8.2.2，8.5.1 原子力品質監査基本マニュアル AM-19 内部監査室 

8.3，8.5.1, 

8.5.2，8.5.3 

8.3，8.5.1, 

8.5.2，8.5.3 

不適合管理及び是正処置・予防処置基本

マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニ

ー） 

NI-31 原子力安全・統括部 

d) 組織内のプロセスの効果的な計画，運用及び管理を確実に実施するために，必要と決

定した記録を含む文書 

   ①以下の文書 

第3条の 

関連条項 

原子力品質 

保証規程の 

関連条項 

名  称 
文書

番号 
管理箇所 

第3条以外の 

関連条文 

5.4.1，8.2.3, 

8.4，8.5.1 

5.4.1，8.2.3, 

8.4，8.5.1 

セルフアセスメント実施

基本マニュアル（福島第

一廃炉推進カンパニー） 

NI-37 
原子力安全・統

括部 
第 10 条 

5.5.4 5.5.4 保安管理基本マニュアル DA-24 
プロジェクト計

画部 
第 6条～第 9条の 3 

5.6，8.5.1 5.6，8.5.1 
マネジメントレビュー実

施基本マニュアル 
DB-18 廃炉推進室 － 

6.2 6.2 

教育及び訓練基本マニュ

アル（福島第一廃炉推進

カンパニー） 

NH-30 
原子力人財育成

センター 
第 118 条～第 120 条 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

運転管理基本マニュアル DA-51 
プロジェクト計

画部 

第7条，第11条の3，第12条

～第15条，第17条，第17条

の2，第55条，第59条，第61

条，第62条，第64条，第66

条，第72条～第77条，第87

条，第94条，第95条，第120

条，第121条 

燃料管理基本マニュアル DA-52 
プロジェクト計

画部 

第55条，第72条，第79条，

第80条，第85条，第86条，

第103条，第104条，第120条 

放射性廃棄物管理基本マ

ニュアル 
DA-54 

プロジェクト計

画部 
第87条～第90条，第120条 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

保守管理基本マニュアル DA-55 
プロジェクト計

画部 

第90条，第102条，第107条，

第120条 

6.2.2，6.4，
7.1，7.2.1，

7.5 

6.2.2，6.4，
7.1，7.2.1，

7.5 

放射線管理基本マニュア
ル 

DA-53 
プロジェクト計
画部 

第92条～第99条，第100条～
第106条，第120条 
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第3条の 

関連条項 

原子力品質 

保証規程の 

関連条項 

名  称 
文書

番号 
管理箇所 

第3条以外の 

関連条文 

7.1,7.2.1,
7.5 

7.1,7.2.1,
7.5 

法令等の遵守及び安全文
化の醸成に係る活動基本
マニュアル（福島第一廃
炉推進カンパニー） 

NI-Z0
9-80 

原子力安全・統
括部 

第2条の2,第2条の3 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

原子力災害対策基本マニ
ュアル（福島第一廃炉推
進カンパニー） 

NM-79 
原子力運営管理
部 

第108条～第117条 

7.2.3, 

8.2.1 

7.2.3, 

8.2.1 

外部コミュニケーション

基本マニュアル 
DA-21 

プロジェクト計

画部 
－ 

7.3 7.3 設計管理基本マニュアル DA-16 
プロジェクト計

画部 
－ 

7.4 7.4 

調達管理基本マニュアル DE-14 
廃炉工事設計セ

ンター 
－ 

原子燃料調達基本マニュ

アル 
DA-15 

プロジェクト計

画部 
－ 

8.2.4 8.2.4 
検査及び試験基本マニュ

アル 
DA-13 

プロジェクト計

画部 

第 107 条,第 107 条の 3,第

120 条 

8.2.4 8.2.4 運転管理基本マニュアル DA-51 
プロジェクト計

画部 
第 61 条，第 120 条 

②発電所品質保証計画書 

③要領，要項，手引等の手順書 

④部門作成文書 

⑤外部文書 

⑥上記①②③④⑤で規定する記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 上記 a)，b)及び d)②の文書 

方針 

及び目標 

管 理 

業務実施 

記 録 

→ 上記 c)及び d)①の文書 

→ 上記 d)③④⑤の文書 

→ 上記 c)及び d)⑥の記録 

図２．品質マネジメントシステム文書体系図 
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4.2.2 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルとして本品質保証計画を含む「Z-21 原子力品質保証規程」を作

成し，維持する。制定・改訂権限者は社長とする。 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムで必要とされる文書を遵守するために，「NI-32 文

書及び記録管理基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に基づき，保安規定

上の位置付けを明確にするとともに，保安活動の重要度に応じて管理する。また，記録

は，4.2.4 に規定する要求事項に従って管理する。 

(2) 次の活動に必要な管理を「NI-32 文書及び記録管理基本マニュアル（福島第一廃炉推

進カンパニー）」に規定する。 

  a) 発行前に，適切かどうかの観点から文書をレビューし，承認する。 

  b) 文書をレビューする。また，必要に応じて更新し，再承認する。 

  c) 文書の変更の識別及び現在有効な版の識別を確実にする。 

  d) 該当する文書の適切な版が，必要なときに，必要なところで使用可能な状態にあるこ

とを確実にする。 

  e) 文書は，読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

  f) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部から

の文書を明確にし，その配付が管理されていることを確実にする。 

g) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また，これらを何らかの目的で保持する

場合には，適切な識別をする。 

4.2.4 記録の管理 

(1) 組織は，要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示す

ために作成する記録の対象を明確にし，管理する。 

(2) 記録の識別，保管，保護，検索，保管期間及び廃棄に関して必要な管理を「NI-32 文

書及び記録管理基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に規定する。 

(3) 記録は，読みやすく，容易に識別可能かつ検索可能であるようにする。 

 

5. 経営者の責任 

5.1 経営者のコミットメント 

社長は，品質マネジメントシステムの構築及び実施，並びにその有効性を継続的に改善

することに対するコミットメントの証拠を，次の事項によって示す。 

  a) 法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして，原子力安全の重要性を組織内

に周知する。 

b) 品質方針を設定する。 

c) 品質目標が設定されることを確実にする。 
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d) マネジメントレビューを実施する。 

e) 資源が使用できることを確実にする。 

f) 安全文化を醸成するための活動を促進する。 

 

5.2 原子力安全の重視 

社長は，原子力安全を最優先に位置付け，業務・特定原子力施設に対する要求事項が決

定され，満たされていることを確実にする（7.2.1 及び 8.2.1 参照）。 

 

5.3 品質方針 

社長は，品質方針について，次の事項を確実にする。 

a) 東京電力の経営理念に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコ

ミットメントを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され，理解される。 

e) 適切性の持続のためにレビューされる。 

f) 組織運営に関する方針と整合がとれている。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 社長は，組織内のしかるべき部門及び階層で，業務・特定原子力施設に対する要求事

項を満たすために必要なものを含む品質目標（7.1 (3) a）参照）を設定することを確実

にするために，「NI-37 セルフアセスメント実施基本マニュアル（福島第一廃炉推進カ

ンパニー）」を定めさせる。 

(2) 品質目標は，その達成度が判定可能で，品質方針との整合がとれていること。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

社長は，次の事項を確実にする。 

a) 品質目標に加えて 4.1 に規定する要求事項を満たすために，品質マネジメントシステ

ムの構築と維持についての計画を策定する。 

b) 品質マネジメントシステムの変更を計画し，実施する場合には，その変更が品質マネ

ジメントシステムの全体の体系に対して矛盾なく，整合が取れるよう管理する。 

 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

 社長は，全社規程である「Z-10 職制および職務権限規程」を踏まえ，保安活動を実施す
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るための責任及び権限が第５条（保安に関する職務），第９条（原子炉主任技術者の職務等）

及び第９条の２（電気主任技術者の職務等）に定められ，組織全体に周知されていること

を確実にする。また，社長は第４条（保安に関する組織）に定める組織以外の全社組織に

よる，「Z-10 職制および職務権限規程」に基づく保安活動への支援を確実にする。なお，

組織の要員は，自らの職務の範囲において，保安活動の内容について説明する責任を有す

る。 

 

5.5.2 管理責任者 

(1) 社長は，内部監査室長及び廃炉･汚染水対策最高責任者を管理責任者に任命し，与えら

れている他の責任とかかわりなく，次に示す責任及び権限を与える。 

(2) 内部監査室長の管理責任者としての責任及び権限 

a) 内部監査プロセスを通じて，品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立，実

施及び維持を確実にする。 

b) 内部監査プロセスを通じて，品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改

善の必要性の有無について，社長に報告する。 

c) 内部監査プロセスを通じて，組織全体にわたって，関係法令の遵守及び原子力安全に

ついての認識を高めることを確実にする。 

(3) 廃炉･汚染水対策最高責任者の管理責任者としての責任及び権限 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセス（内部監査プロセスを除く。）の確立，

実施及び維持を確実にする。 

b) 品質マネジメントシステム（内部監査プロセスを除く。）の成果を含む実施状況及び

改善の必要性の有無について，社長に報告する。 

c) 組織全体（内部監査室除く。）にわたって，関係法令の遵守及び原子力安全について

の認識を高めることを確実にする。 

 

5.5.3 プロセス責任者 

社長は，プロセス責任者に対し，所掌する業務に関して，次に示す責任及び権限を与え

ることを確実にする。 

a) プロセスが確立され，実施されるとともに，有効性を継続的に改善する。 

b) 業務に従事する要員の，業務・特定原子力施設に対する要求事項についての認識を高

める。 

c) 成果を含む実施状況について評価する（5.4.1 及び 8.2.3 参照）。 

d) 安全文化を醸成するための活動を促進する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

 社長は，組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実
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にする。また，マネジメントレビューや福島第一廃止措置保安委員会等を通じて，品質マ

ネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にする。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 社長は，組織の品質マネジメントシステムが，引き続き，適切，妥当かつ有効である

ことを確実にするために，「DB-18 マネジメントレビュー実施基本マニュアル」に基づ

き，品質マネジメントシステムをレビューする。なお，必要に応じて随時実施する。 

(2) このレビューでは，品質マネジメントシステムの改善の機会の評価，並びに品質方針

及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

(3) マネジメントレビューの結果の記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューへのインプットには，次の情報を含む。 

  a) 監査の結果 

  b) 原子力安全の達成に関する外部の受け止め方 

  c) プロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。）並びに検査及び試験

の結果 

  d) 予防処置及び是正処置の状況 

e) 安全文化を醸成するための活動の実施状況 

f) 関係法令の遵守状況 

  g) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 

  h) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

  i) 改善のための提案 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) マネジメントレビューからのアウトプットには，次の事項に関する決定及び処置すべ

てを含める。 

  a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

  b) 業務の計画及び実施にかかわる改善 

  c) 資源の必要性 

 

6. 資源の運用管理 

6.1 資源の提供 

 組織は，人的資源，特定原子力施設，作業環境を含め，原子力安全に必要な資源を提供

する。 
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6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

 原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員は，適切な教育，訓練，技能及び経

験を判断の根拠として力量を有する。 

 

6.2.2 力量，教育・訓練及び認識 

 組織は，次の事項を「NH-30 教育及び訓練基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニ

ー）」に従って実施する。 

  a) 原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

  b) 該当する場合には（必要な力量が不足している場合には），その必要な力量に到達す

ることができるように教育・訓練を行うか，又は他の処置をとる。 

  c) 教育・訓練又は他の処置の有効性を評価する。 

  d) 組織の要員が，自らの活動のもつ意味及び重要性を認識し，品質目標の達成に向けて

自らがどのように貢献できるかを認識することを確実にする。 

  e) 教育，訓練，技能及び経験について該当する記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

6.3 特定原子力施設 

 組織は，原子力安全の達成のために必要な特定原子力施設を「DA-55 保守管理基本マニ

ュアル」に基づき明確にし，維持管理する。また，原子力安全の達成のために必要な特定

原子力施設を維持するためのインフラストラクチャーを関連するマニュアル等にて明確に

し，維持する。 

 

6.4 作業環境 

 組織は，放射線に関する作業環境を基本とし，異物管理や火気管理等の作業安全に関す

る作業環境を含め，原子力安全の達成のために必要な作業環境を関連するマニュアル等に

て明確にし，運営管理する。 

 

7. 業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 組織は，保安活動に必要な業務のプロセスを計画し，運転管理，燃料管理，放射性廃

棄物管理，放射線管理，保守管理，緊急時の措置，関係法令の遵守及び安全文化醸成活

動の各基本マニュアル（これらには廃止措置のプロセスを含む。）に定める。また，各

基本マニュアルに基づき，業務に必要なプロセスを計画し，構築する。 

(2) 業務の計画は，品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合をと

る（4.1 参照）。 

(3) 組織は，業務の計画に当たって，次の各事項について適切に明確化する。 
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a) 業務・特定原子力施設に対する品質目標及び要求事項 

b) 業務・特定原子力施設に特有な，プロセス及び文書の確立の必要性，並びに資源の提

供の必要性 

c) その業務・特定原子力施設のための検証，妥当性確認，監視，測定，検査及び試験活

動，並びにこれらの合否判定基準 

d) 業務・特定原子力施設のプロセス及びその結果が，要求事項を満たしていることを実

証するために必要な記録（4.2.4 参照）  

(4) この業務の計画のアウトプットは，組織の運営方法に適した形式にする。 

 

7.2 業務・特定原子力施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・特定原子力施設に対する要求事項の明確化 

 組織は，次の事項を「業務の計画」（7.1参照）において明確にする。 

a) 業務・特定原子力施設に適用される法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが，業務・特定原子力施設に不可欠な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項すべて 

 

7.2.2 業務・特定原子力施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 組織は，「NI-32 文書及び記録管理基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」

に基づき，業務・特定原子力施設に対する要求事項をレビューする。このレビューは，そ

の要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは，次の事項を確実にする。 

  a) 業務・特定原子力施設に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・特定原子力施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には，

それについて解決されている。 

c) 組織が，定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録，及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持す

る（4.2.4参照）。 

(4) 業務・特定原子力施設に対する要求事項が書面で示されない場合には，組織はその要

求事項を適用する前に確認する。 

(5) 業務・特定原子力施設に対する要求事項が変更された場合には，組織は，関連する文

書を修正する。また，変更後の要求事項が，関連する要員に理解されていることを確実

にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

 組織は，原子力安全に関して外部とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を

「DA-21 外部コミュニケーション基本マニュアル」にて明確にし，実施する。 
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7.3 設計・開発 

 組織は，特定原子力施設を対象として，「DA-16 設計管理基本マニュアル」に基づき設

計・開発の管理を実施する。 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 組織は，特定原子力施設の設計・開発の計画を策定し，管理する。 

(2) 設計・開発の計画において，組織は次の事項を明確にする。 

a) 設計・開発の段階 

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー，検証及び妥当性確認 

c) 設計・開発に関する責任（保安活動の内容について説明する責任を含む。）及び権限 

(3) 組織は，効果的なコミュニケーション並びに責任及び権限の明確な割当てを確実にす

るために，設計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 設計・開発の進行に応じて，策定した計画を適切に更新する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 特定原子力施設の要求事項に関連するインプットを明確にし，記録を維持する（4.2.4

参照）。インプットには次の事項を含める。 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用される法令・規制要求事項 

c) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 特定原子力施設の要求事項に関連するインプットについては，その適切性をレビュー

し，承認する。要求事項は，漏れがなく，あいまい（曖昧）でなく，相反することがな

いようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 設計・開発からのアウトプットは，設計・開発へのインプットと対比した検証を行う

のに適した形式とする。また，リリース前に，承認を受ける。 

(2) 設計・開発からのアウトプットは次の状態とする。 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達，業務の実施（特定原子力施設の使用を含む。）に対して適切な情報を提供する。 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか，又はそれを参照している。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な特定原子力施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 設計・開発の適切な段階において，次の事項を目的として，計画されたとおりに（7.3.1

参照）体系的なレビューを行う。 
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a) 設計・開発の結果が，要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし，必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には，レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部

門を代表する者及び当該設計･開発に係る専門家を含める。このレビューの結果の記録，

及び必要な処置があればその記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 設計・開発からのアウトプットが，設計・開発へのインプットで与えられている要求

事項を満たしていることを確実にするために，計画されたとおりに（7.3.1参照）検証を

実施する。この検証の結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(2) 設計・開発の検証は，原設計者以外の者又はグループが実施する。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 結果として得られる特定原子力施設が，指定された用途又は意図された用途に応じた

要求事項を満たし得ることを確実にするために，計画した方法（7.3.1参照）に従って，

設計・開発の妥当性確認を実施する。 

(2) 実行可能な場合にはいつでも，特定原子力施設の使用前に，妥当性確認を完了する。 

(3) 妥当性確認の結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 設計・開発の変更を明確にし，記録を維持する（4.2.4参照）。 

(2) 変更に対して，レビュー，検証及び妥当性確認を適切に行い，その変更を実施する前

に承認する。 

(3) 設計・開発の変更のレビューには，その変更が，当該の特定原子力施設を構成する要

素及び関連する特定原子力施設に及ぼす影響の評価を含める。 

(4) 変更のレビューの結果の記録，及び必要な処置があればその記録を維持する（4.2.4 参

照）。 

 

7.4 調達 

組織は，「DE-14 調達管理基本マニュアル」及び「DA-15 原子燃料調達基本マニュアル」

に基づき調達を実施する。 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 組織は，規定された調達要求事項に，調達製品が適合することを確実にする。 

(2) 供給者及び調達製品に対する管理の方式及び程度は，調達製品が原子力安全に及ぼす

影響に応じて定める。 
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(3) 組織は，供給者が組織の要求事項に従って調達製品を供給する能力を判断の根拠とし

て，供給者を評価し，選定する。選定，評価及び再評価の基準を定める。 

(4) 評価の結果の記録，及び評価によって必要とされた処置があればその記録を維持する

（4.2.4 参照）。 

(5) 組織は，調達製品の調達後における，維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を取

得するための方法及びそれらを他の原子炉設置者と共有する場合に必要な措置に関する

方法を定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 調達要求事項では調達製品に関する要求事項を明確にし，必要な場合には，次の事項

のうち該当する事項を含める。 

a) 製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

b) 要員の適格性確認に関する要求事項 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

e) 安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項 

(2) 組織は，供給者に伝達する前に，規定した調達要求事項が妥当であることを確実にす

る。 

(3) 組織は，調達製品を受領する場合には，調達製品の供給者に対し，調達要求事項への

適合状況を記録した文書を提出させる。 

7.4.3 調達製品の検証 

(1) 組織は，調達製品が，規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために，

必要な検査又はその他の活動を定めて，実施する。 

(2) 組織が，供給者先で検証を実施することにした場合には，組織は，その検証の要領及

び調達製品のリリースの方法を調達要求事項の中に明確にする。 

 

7.5 業務の実施 

7.5.1 業務の管理 

組織は，「業務の計画」（7.1参照）に基づき業務を管理された状態で実施する。管理さ

れた状態には，次の事項のうち該当するものを含む。 

a) 原子力安全との係わりを述べた情報が利用できる。 

b) 必要に応じて，作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき，使用している。 

e) 監視及び測定が実施されている。 

f) 業務のリリースが実施されている。 
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7.5.2 業務の実施に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 業務の実施の過程で結果として生じるアウトプットが，それ以降の監視又は測定で検

証することが不可能で，その結果，業務が実施された後でしか不具合が顕在化しない場

合には，組織は，その業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。 

(2) 妥当性確認によって，これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証する。 

(3) 組織は，これらのプロセスについて，次の事項のうち該当するものを含んだ手続きを

確立する。 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

b) 設備の承認及び要員の適格性確認 

c) 所定の方法及び手順の適用 

d) 記録に関する要求事項（4.2.4 参照） 

e) 妥当性の再確認 

 

7.5.3 識別及びトレーサビリティ 

(1) 必要な場合には，組織は，業務の計画及び実施の全過程において適切な手段で業務・

特定原子力施設を識別する。 

(2) 組織は，業務の計画及び実施の全過程において，監視及び測定の要求事項に関連して，

業務・特定原子力施設の状態を識別する。 

(3) トレーサビリティが要求事項となっている場合には，組織は，業務・特定原子力施設

について一意の識別を管理し，記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

組織は，組織外の所有物について，それが組織の管理下にある間，注意を払い，必要に

応じて記録を維持する（4.2.4 参照）。 

 

7.5.5 調達製品の保存 

組織は，関連するマニュアル等に基づき，調達製品の検証後，受入から据付（使用）ま

での間，要求事項への適合を維持するように調達製品を保存する。この保存には，該当す

る場合，識別，取扱い，包装，保管及び保護を含める。保存は，取替品，予備品にも適用

する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 業務・特定原子力施設に対する要求事項への適合性を実証するために，組織は，実施

すべき監視及び測定並びに，そのために必要な監視機器及び測定機器を関連するマニュ

アル等に定める。 

(2) 組織は，監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施
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できることを確実にするプロセスを確立し，関連するマニュアル等に定める。 

(3) 測定値の正当性が保証されなければならない場合には，測定機器に関し，「DA-55 保

守管理基本マニュアル」に基づき，次の事項を満たす。 

a) 定められた間隔又は使用前に，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照

らして校正若しくは検証，又はその両方を行う。そのような標準が存在しない場合に

は，校正又は検証に用いた基準を記録する（4.2.4 参照）。 

  b) 機器の調整をする，又は必要に応じて再調整する。 

  c) 校正の状態を明確にするために識別を行う。 

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

e) 取扱い，保守及び保管において，損傷及び劣化しないように保護する。 

さらに，測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には，組織は，その

測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し，記録する（4.2.4 参照）。組織は，

その機器，及び影響を受けた業務・特定原子力施設すべてに対して，適切な処置をとる。

校正及び検証の結果の記録を維持する（4.2.4 参照）。 

(4) 規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には，

そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認する。

この確認は，最初に使用するのに先立って実施する。また，必要に応じて再確認する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析及び改善のプロセスを計画し，

実施する。 

a) 業務・特定原子力施設に対する要求事項への適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

(2) これには，統計的手法を含め，適用可能な方法，及びその使用の程度を決定すること

を含める。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 原子力安全の達成 

  組織は，品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして，原子力

安全を達成しているかどうかに関して外部がどのように受けとめているかについての情報

を監視する。この情報の入手及び使用の方法を「DA-21 外部コミュニケーション基本マニ

ュアル」に定める。 
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8.2.2 内部監査 

(1) 組織のうち客観的な評価を行う部門は，品質マネジメントシステムの次の事項が満た

されているか否かを明確にするために，あらかじめ定められた間隔で「AM-19 原子力品質

監査基本マニュアル」に基づき内部監査を実施する。 

a) 品質マネジメントシステムが，業務の計画（7.1 参照）に適合しているか，JEAC4111

の要求事項に適合しているか，及び組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項

に適合しているか。 

b) 品質マネジメントシステムが効果的に実施され，維持されているか。 

(2) 組織は，監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性，並びにこれまでの監

査結果を考慮して，監査プログラムを策定する。監査の基準，範囲，頻度及び方法を規

定する。監査員の選定及び監査の実施においては，監査プロセスの客観性及び公平性を

確保する。監査員は自らの業務を監査しない。 

(3) 監査の計画及び実施，記録の作成及び結果の報告に関する責任及び権限，並びに要求

事項を「AM-19 原子力品質監査基本マニュアル」に定める。 

(4) 監査及びその結果の記録を維持する（4.2.4 参照）。 

(5) 監査された領域に責任をもつ管理者は，検出された不適合及びその原因を除去するた

めに遅滞なく，必要な修正及び是正処置すべてがとられることを確実にする。フォロー

アップには，とられた処置の検証及び検証結果の報告を含める（8.5.2 参照）。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムのプロセスの監視，及び適用可能な場合に行う測

定には，「NI-37 セルフアセスメント実施基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニ

ー）」（第１０条（原子炉施設の定期的な評価）を含む）に基づき，適切な方法を適用す

る。 

(2) これらの方法は，プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証する

ものとする。 

(3) 計画どおりの結果が達成できない場合には，適切に，修正及び是正処置をとる。 

 

8.2.4 検査及び試験 

(1) 組織は，特定原子力施設の要求事項が満たされていることを検証するために，「DA-13

検査及び試験基本マニュアル」及び「DA-51 運転管理基本マニュアル」に基づき，特定

原子力施設を検査及び試験する。検査及び試験は，業務の計画（7.1 参照）に従って，適

切な段階で実施する。検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠を維持する（4.2.4 参

照）。 

(2) 検査及び試験要員の独立の程度を定める。 

(3) リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を記録する（4.2.4参照）。 
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(4) 業務の計画（7.1 参照）で決めた検査及び試験が完了するまでは，当該特定原子力施設

を据え付けたり，運転したりしない。ただし，当該の権限をもつ者が承認したときは，

この限りではない。 

 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務・特定原子力施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されること

を防ぐために，それらを識別し，管理することを確実にする。 

(2) 不適合の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を「NI-31 不適合管理及

び是正処置・予防処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に規定する。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つ又はそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。 

b) 当該の権限をもつ者が，特別採用によって，その使用，リリース，又は合格と判定す

ることを正式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合によ

る影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための再検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録，及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持

する（4.2.4 参照）。 

(6) 組織は，原子炉施設の保安の向上を図る観点から，｢DA-51-11 トラブル等の報告マニ

ュアル｣に定める公開基準に従い，不適合の内容をニューシアへ登録することにより，情

報の公開を行う。 

 

8.4 データの分析 

(1) 組織は，品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため，また，品質

マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために，「NI-37 セ

ルフアセスメント実施基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に基づき，適切

なデータを明確にし，それらのデータを収集し，分析する。この中には，監視及び測定

の結果から得られたデータ並びにそれ以外の該当する情報源からのデータを含める。 

(2) データの分析によって，次の事項に関連する情報を提供する。 

a) 原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方（8.2.1 参照） 

b) 業務・特定原子力施設に対する要求事項への適合（8.2.3 及び 8.2.4 参照） 

c) 予防処置の機会を得ることを含む，プロセス及び特定原子力施設の特性及び傾向

（8.2.3 及び 8.2.4 参照） 

d) 供給者の能力（7.4 参照） 
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8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

組織は，品質方針，品質目標，監査結果，データの分析，是正処置，予防処置及びマネ

ジメントレビューを通じて，品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

8.5.2 是正処置 

(1) 組織は，再発防止のため，「NI-31 不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル

（福島第一廃炉推進カンパニー）」に基づき，不適合の原因を除去する処置をとる。 

(2) 是正処置は，検出された不適合のもつ影響に応じたものとする。 

(3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含

む。）を「NI-31 不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進

カンパニー）」に規定する。 

a) 不適合のレビュー 

b) 不適合の原因の特定 

c) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価 

d) 必要な処置の決定及び実施 

e) とった処置の結果の記録（4.2.4 参照） 

f) とった是正処置の有効性のレビュー 

 

8.5.3 予防処置 

(1) 組織は，起こり得る不適合が発生することを防止するために，保安活動の実施によっ

て得られた知見及び他の施設から得られた知見（BWR 事業者協議会で取り扱う技術情報及

びニューシア登録情報を含む。）の活用を含め，「NI-31 不適合管理及び是正処置・予防

処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に基づき，その原因を除去する処

置を決める。この活用には，保安活動の実施によって得られた知見を他の原子炉設置者

と共有することを含む。 

(2) 予防処置は，起こり得る問題の影響に応じたものとする。 

(3) 次の事項に関する要求事項（JEAC4111 附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含

む。）を「NI-31 不適合管理及び是正処置・予防処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進

カンパニー）」に規定する。 

a) 起こり得る不適合及びその原因の特定 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった処置の結果の記録（4.2.4 参照） 

e) とった予防処置の有効性のレビュー 
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（原子炉主任技術者の職務等） 

第９条 

原子炉主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，

「DA-24-1 原子炉主任技術者職務運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

（１）原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，運転に従事する者へ指示する。 

（２）表９－１に定める事項のうち，第１１８条及び第１１９条については，廃炉・汚染

水対策最高責任者の承認に先立ち確認し，その他の事項については，所長の承認に先

立ち確認する。 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２１条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で確認した正確な情報に基づ

き，社長に直接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社長に直接報告する。 

（７）保安委員会及び運営委員会に少なくとも１名が必ず出席する。 

（８）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な職務を行う。  

２．原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に

従う。 

 

表９－１ 

条  文 内  容 

第９２条（管理対象区域の設定及び解

除） 

第５項に定める建物等の内部における一時的な

管理対象区域の設定及び解除 

第７項に定める管理対象区域の設定及び解除 

第９２条の２（管理区域の設定及び解

除） 

第５項に定める一時的な管理区域の設定及び解

除 

第７項に定める管理区域の設定及び解除 

第１１８条（所員への保安教育） 所員の保安教育実施計画 

第１１９条（協力企業従業員への保安

教育） 
協力企業従業員の保安教育実施計画 
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表９－２ 

条  文 内  容 

第１７条（地震・火災等発生時の対応） 
地震・火災が発生した場合に講じた措置

の結果 

第７３条（運転上の制限を満足しない場合） 

運転上の制限を満足していないと判断し

た場合 

運転上の制限を満足していると判断した

場合 

第７４条（保全作業を実施する場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰していると判断

した場合 

第７６条（異常発生時の基本的な対応） 
異常が発生した場合の原因調査及び対応

措置 

第１２１条（報告） 

運転上の制限を満足していないと判断し

た場合 

放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物

について放出管理目標値を超えて放出し

た場合 

外部放射線に係る線量当量率等に異常が

認められた場合 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所

原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の

防護に関する規則（以下「福島第一炉規

則」という。）第 18条第 3号から第 7号

及び第9号から第17号に定める報告事象

が生じた場合 
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表９－３ 

記  録  項  目 

１．運転日誌 

  ・原子炉に使用している冷却材及び減速材の毎日の補給量 

２．燃料に係る記録 

    ・使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

    ・使用済燃料の払出し時における放射能の量 

    ・燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 

３．引継日誌 

４．放射線管理に係る記録 

・使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい物の側壁にお

ける線量当量率 

・管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当量，空気中の放射性物質の１週

間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質

の密度 

・放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には，その状況 

５．放射性廃棄物管理に係る記録 

   ・放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射

性物質の１日間及び３月間についての平均濃度 

   ・廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質

の数量，当該放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器と一体的に固型化した場合に

は当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の場所及び方法 

   ・放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器に固型化した場合には，その方法 

   ・発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量，その運搬に使用した容

器の種類並びにその運搬の経路 

６．原子炉施設の巡視又は点検の結果 

７．保安教育の実施報告書 
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第４章  運転管理 

 

 

第１節 通則 

 

（構成及び定義） 

第 11条 

本章における原子炉の状態は，原子炉に燃料が装荷されていない状態とする。 

２．第３節（第 72 条～第 75 条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

（１）第１項：運転上の制限 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置 

 

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。 

（１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各ＧＭ※２が判

断した場合 

（２）第２項の確認を行うことができなかった場合 

（３）第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各ＧＭ※２が判断した場合 

※２：各ＧＭが不在で運転上の制限を満足していないと判断できない場合は，当直長が運

転上の制限を満足していないと判断し，要求される措置を開始させる。 

 



Ⅲ-2-11-2 

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。 

管理的手段に

よる確認 

系統・設備に対する確認事項を実際に直接的に確認するのではなく，次

の事項から１つないし複数を適切に組み合わせて間接的に確認すること

をいう。ただし，実際に直接的に確認することを妨げるものではない。 

（１）当該系統・設備において，その機能に影響を及ぼす警報が発生し

ていないこと。 

（２）当該系統・設備の必要な機器に電源が供給されていること。 

（３）当該系統・設備が機能することを示す至近の記録を確認すること。 

（４）当該系統・設備に対して施錠又は区域管理等が実施されているこ

と。 

原子炉建屋内

で照射された

燃料に係る作

業 

原子炉建屋内で照射された燃料の移動作業及び新燃料又は制御棒の移動

の際に照射された燃料上を通過する作業をいう。なお，照射された燃料

に係る作業の中止の措置が要求された場合であって，進行中の作業を安

全な状態で終了させる場合を除く。 

速やかに 第３節運転管理において「速やかに」とは，可能な限り短時間で実施す

るものであるが，一義的に時間を決められないものであり，意図的に遅

延させることなく行うことを意味する。なお，要求される措置を実施す

る場合には，上記の主旨を踏まえた上で，組織的に実施する※３準備が整

い次第行う活動を意味する。また，複数の「速やかに」実施することが

要求される措置に規定されている場合は，いずれか一つの要求される措

置を「速やかに」実施し，引き続き遅滞なく，残りの要求される措置を

実施する。 

定検停止時 施設定期検査（以下「定期検査」という。）のために原子炉が停止してい

る期間をいう。 
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安全確保設備

等 

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される特定原子力施設

に対する『措置を講ずべき事項』に基づく『実施計画』の提出について」

において提出した実施計画に係る以下の設備等をいう。 

 

（１）原子炉等の監視 

（２）残留熱の除去 

（３）原子炉格納施設の雰囲気の監視等 

（４）燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 

（５）電源の確保 

（６）電源喪失に対する設計上の考慮 

（７）放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 

（８）放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 

（９）放射性気体廃棄物の処理・管理 

（10）放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等 

（11）作業者の被ばく線量の管理等 

（12）緊急時対策 

 

※３：関係者への連絡，各運転員への指示，手順の準備・確認等を行うこと。 

 

４．本編における「当直長」とは，５／６号炉の当直長をいう。 

 

 



Ⅲ-2-11 の 2-1 

第１１条の２ 

 削除 

 

 



Ⅲ-2-11 の 3-1 

（原子炉の運転停止に関する恒久的な措置） 

第１１条の３ 

当直長は，次の事項を遵守する。 

（１）原子炉内に燃料を装荷しないこと。 

（２）原子炉モードスイッチを「停止」位置から他の位置に切り替えないこと。 
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（原子炉施設の運転員の確保） 

第 12条 

５・６号／共通設備運転管理部長は，原子炉施設の運転に必要な知識を有する者を確保

する。なお，原子炉施設の運転に必要な知識を有する者とは，原子炉施設の運転に関する

実務の研修を受けた者をいう。 

２．５・６号／共通設備運転管理部長は，原子炉施設の運転にあたって前項で定める者の

中から，１班あたり表 12に定める人数の者をそろえ，５班以上編成した上で２交替勤務

を行わせる。なお，特別な事情がある場合を除き，運転員は連続して 24時間を超える勤

務を行ってはならない。また，表 12 に定める人数のうち，１名は当直長とし，運転責任

者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任された者とする。 

３．５・６号／共通設備運転管理部長は，表 12に定める人数のうち，２名以上を主機操作

員以上の職位にある運転員の中から常時中央制御室に確保する。 

 

 表 12 

          

 

 

当直 

１班あたりの人数 ３名以上 
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（マニュアルの作成） 

第 14条 

運営ＧＭは，次の各号に掲げる当直長又は運営ＧＭが実施する原子炉施設の運転管理に

関する事項のマニュアルを作成し，制定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営

委員会の確認を得る。 

（１）巡視点検に関する事項 

（２）異常時の操作に関する事項 

（３）警報発生時の措置に関する事項 

（４）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（５）定例試験に関する事項 
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第 16 条 

 削除 

 



Ⅲ-2-17-1 

（地震・火災等発生時の対応） 

第 17条 

各ＧＭは，地震・火災が発生した場合は次の措置を講じるとともに，その結果を所長及

び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後原子炉施設の損傷の有無を

確認する。 

（２）原子炉施設に火災が発生した場合は，早期消火及び延焼の防止に努め，鎮火後原子

炉施設の損傷の有無を確認する。 

２．初期消火活動のための体制の整備として，次の措置を講じる。 

（１）防災安全ＧＭは，発電所から消防機関へ通報するため，専用回線を使用した通報設

備を免震重要棟緊急時対策所及び新事務本館緊急時対策室に設置する※２｡ 

（２）防災安全ＧＭは，初期消火活動を行う要員として，１０名以上を常駐させるととも

に，この要員に対する火災発生時の通報連絡体制を定める。 

（３）防災安全ＧＭは，初期消火活動を行うため，表１７に示す化学消防自動車及び泡消

火薬剤を配備する。また，初期消火活動に必要なその他資機材を定め，配備する。 

（４）当直長は，第１３条に定める巡視により，火災発生の有無を確認する。 

（５）各ＧＭは，震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後発電所内※３の火

災発生の有無を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（６）防災安全ＧＭは，前各号に定める初期消火活動のための体制について，総合的な訓

練及び初期消火活動の結果を１年に１回以上評価するとともに，評価結果に基づき，

より適切な体制となるよう必要な見直しを行う。 

 

表１７ 

設備 数量 

化学消防自動車※４ １台※５ 

泡消火薬剤 

(化学消防自動車保有分を含む) 

１５００リットル以上 

 

３．各ＧＭは，山火事，台風，津波等の影響により，原子炉施設に重大な影響を及ぼす可

能性があると判断した場合は,５・６号／共通設備運転管理部長に報告する。５・６号／

共通設備運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び各ＧＭに連絡するとともに，必

要に応じて原子炉施設の健全性を維持するための措置について協議する。 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等の震度をいう。 

※２：専用回線，通報設備が点検又は故障により使用不能となった場合を除く。ただし，

点検後又は修復後は遅滞なく復旧させる。 
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※３：重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する構築物，系統及び機器

とする。 

※４：４００リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可能な能力を有すること。 

※５：化学消防自動車が，点検又は故障の場合には，※４に示す能力を有する水槽付消

防ポンプ自動車等をもって代用することができる。 
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第２節 運転上の留意事項 

 

第 18 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-19-1 

第３節 運転上の制限 

 

第 19 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-20-1 

第 20 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-21-1 

第 21 条 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-22-1 

第 22 条 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-23-1 

第 23 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-24-1 

第 24 条 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-25-1 

第 25 条 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-26-1 

第 26 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-27-1 

第 27 条 

 削除 

 



Ⅲ-2-28-1 

第 28 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-29-1 

第 29 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-30-1 

第 30 条 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-31-1 

第 31 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-32-1 

第 32 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-33-1 

第 33 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-34-1 

第 34 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-35-1 

第 35 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-36-1 

第 36 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-37-1 

第 37 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-38-1 

第 38 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-39-1 

第 39 条 

 削除 

 



Ⅲ-2-40-1 

第 40 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-41-1 

第 41 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-42-1 

第 42 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-43-1 

第 43 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-44-1 

第 44 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-45-1 

第 45 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-46-1 

第 46 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-47-1 

第 47 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-48-1 

第 48 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-49-1 

第 49 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-50-1 

第 50 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-51-1 

第 51 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-52-1 

第 52 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-53-1 

第 53 条 

削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-54-1 

第 54 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-55-1 

（使用済燃料プールの水位及び水温） 

第 55条 

使用済燃料プールの水位及び水温は，表 55－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．使用済燃料プールの水位及び水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを

確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること並びに使

用済燃料プールの水温が 65℃以下であることを毎日１回確認する。 

 

３．当直長は，使用済燃料プールの水位又は水温が第１項で定める運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合，表 55－２の措置を講じる。 

 

表55－１ 

項  目 運転上の制限 

使用済燃料プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること 

使用済燃料プールの水温 65℃以下 

 

表 55－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.使用済燃料プ

ールが運転上

の制限を満足

していないと

判断した場合 

A1. 使用済燃料プールの水位を維持するための注水手段

が確保されていることを確認する。 

 

及び 

A2. 使用済燃料プール内での照射された燃料に係る作業

を中止する。ただし，移動中の燃料は所定の場所に移

動する。 

速やかに 

その後 

毎日１回 

 

速やかに 

 

 

 



Ⅲ-2-56-1 

第 56 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-57-1 

第 57 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-58-1 

第 58 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-59-1 

（外部電源） 

第 59条 

外部電源※１は表 59－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等によ

る瞬停時を除く。 

 

２．外部電源が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，外部電源の電圧が確立していることを１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 59－２の措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは，電力系統からの電力を第 66条で要求される非常用交流高圧電源母

線に供給する設備をいう。 

 

表 59－１ 

項  目 運転上の制限 

外部電源 １系列※２が動作可能であること 

 

※２：外部電源の系列数は，非常用交流高圧電源母線に対して電力供給することができ

る発電所外からの送電線の回線数とし，各々の非常用交流高圧電源母線について

求められる。 

 

表 59－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断

した場合 

A1.外部電源を１系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中

止する。  

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 



Ⅲ-2-60-1 

第 60 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-61-1 

（非常用ディーゼル発電機） 

第 61条 

非常用ディーゼル発電機※１※２は表 61－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．非常用ディーゼル発電機が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認する

ため，次号を実施する。 

（１）当直長は，非常用ディーゼル発電機が運転可能であることを次の事項により確認す

る。 

①非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 6,900±345

Ｖ及び周波数が 50±1Ｈｚであること並びに引き続き非常用交流高圧電源母線に並

列できることを１ヶ月に１回確認する。 

②表61－１で要求されるディーゼル発電機のデイタンクレベルが表61－２に定める値

を満足していることを１ヶ月に１回確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が

運転中及び運転終了後２日間を除く。 

 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合，表 61－３の措置を講じる。 

 

※１：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系の非常用ディーゼル発電機をいう。 

※２：当直長は，非常用ディーゼル発電機を待機除外にする場合には，１／２／３／４号

炉の当直長に通知する。 

 

 表 61－１ 

項  目 運転上の制限 

交流電源 非常用ディーゼル発電機を含め２台の非常用発電設備※３

が動作可能であること 

 

※３：非常用発電設備とは，非常用ディーゼル発電機及び必要な電力供給が可能な非常用

発電機をいう。なお，非常用発電機は，複数の号炉で共用することができる。 
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表 61－２ 

項  目 ５号炉 

Ａ系 

５号炉 

Ｂ系 

６号炉 

Ａ系 

６号炉 

Ｂ系 

非常用ディーゼル発電

機デイタンクレベル 

3,430ｍｍ 

以上 

3,430ｍｍ 

以上 

2,829ｍｍ 

以上 

2,299ｍｍ 

以上 

 

 

表61－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

A1.運転上の制限を満足させる措置を開始する。 

及び 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中止

する。 

速やかに 

 

速やかに 
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（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第 62条 

ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気は，表 62－１で定める事項を運転上の制限と

する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，前項で定める運転上の制限を満足して

いることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が第 61条で動作可能であるこ

とを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを，付表 62

－１，付表 62－２及び付表 62－３で１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第１項で定める運転上の制限

を満足していないと判断した場合，表 62－２の措置を講じる。 

 

 表62－１ 

項  目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油， 

潤滑油及び起動用空気 

第 61 条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル発電機

に対し必要量確保されていること 

 

 付表 62－１ 

項  目 No.3 No.6 

ディーゼル燃料油（軽油

タンクレベル） 

2,180ｍｍ以上

(1,490ｍｍ※１以上)  

1,291ｍｍ以上 

 

 付表 62－２ 

項  目 
５号炉 

Ａ系 

５号炉 

Ｂ系 

６号炉 

Ａ系 

６号炉 

Ｂ系 

潤滑油（サンプタンク

貯油量） 

1,815ｌ 

以上 

1,815ｌ 

以上 

2,300ｌ 

以上 

1,900ｌ 

以上 

※１：６号炉Ａ系ディーゼル発電機が要求されない場合 



Ⅲ-2-62-2 

付表 62－３ 

１．５号炉 

項  目 ５号炉Ａ系 ５号炉Ｂ系 

起動用空気 

（自動用空気

貯槽圧力） 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

 

２．６号炉 

項  目 ６号炉Ａ系 ６号炉Ｂ系 

起動用空気 

（自動用空気

貯槽圧力） 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

 

 表62－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ディーゼル発電機１台以上の軽油タ

ンクレベルが付表62－１を満足しない場合 

A1.制限値以内に復旧する。 

 

２日間 

 

B.非常用ディーゼル発電機１台以上の潤滑油

貯油量が付表62－２を満足しない場合 

B1.制限値以内に復旧する。 ２日間 

C.非常用ディーゼル発電機１台以上の起動用

空気貯槽圧力が付表62－３を満足しない場

合 

C1.制限値以内に復旧する。 ２日間 

D.条件Ａで要求される措置を完了時間内に達

成できない場合 

D1.当該非常用ディーゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

E.条件Ｂ又はＣで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

E1.当該非常用ディーゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

 

 

 



Ⅲ-2-63-1 

第 63 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-64-1 

（直流電源） 

第 64条 

直流電源は表 64－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）当直長は，第 66条で要求される直流電源母線に接続する蓄電池及び充電器※１につい

て，浮動充電時の蓄電池電圧が 126Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となっ

て動作不能となる。 

 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 64－２の措置を講じる。 

 

表64－１ 

項  目 運転上の制限 

直流電源 第66条で要求される直流電源が動作可能であること 

 

表64－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.要求される直流電源

の蓄電池又は充電器

が動作不能の場合 

A1.要求される蓄電池又は充電器を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中止

する。 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 



Ⅲ-2-65-1 

第 65 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-66-1 

（所内電源系統） 

第 66条 

所内電源系統は表 66－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等に

よる瞬停時を除く。 

 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号

を実施する。 

（１）当直長は，第 61 条で要求される設備の維持に必要な非常用交流高圧電源母線及び直

流電源母線が受電されていることを１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表 66－２の措置を講じる。 

 

表 66－１ 

項  目 運転上の制限 

所内電源系統 第 61 条で要求される設備の維持に必要な非常用交流高圧電

源母線及び直流電源母線が受電されていること 

 

表66－２ 

条   件 要求される措置 完了時間 

A.要求される非常用交流高

圧電源母線又は直流電源

母線が電源喪失の場合 

A1.要求される所内電源系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を

中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 



Ⅲ-2-67-1 

第 67 条 

 削除 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-68-1 

第 68 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-69-1 

第 69 条 

 削除 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-70-1 

第 70 条 

 削除 

 

 

 



Ⅲ-2-71-1 

第 71 条 

 削除 

 

 

 

 



Ⅲ-2-72-1 

（運転上の制限の確認） 

第 72条 

各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。 

 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該

措置の実施頻度に関して，その確認の間隔は，表 72 に定める範囲内で延長することがで

きる※２。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，

定められた頻度以上で実施することを妨げるものではない。 

 

３．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかった場合，運転上

の制限を満足していないと判断するが，この場合は判断した時点から第３節各条の第３

項の要求される措置を開始するのではなく，判断した時点から速やかに当該事項を実施

し，運転上の制限を満足していることを確認することができる。この結果，運転上の制

限を満足していないと判断した場合は，この時点から第３節各条の第３項の要求される

措置を開始する。 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２項で定める頻度（期

間）以内に最初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定め

がある場合を除く。 

 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足

していないと判断しなくてもよい。 

 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足し

ていれば，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限

が満足していないと判断しない。ただし，第 73 条第２項で運転上の制限を満足していな

いと判断した場合を除く。 

 

※１：第 72 条から第 75条を除く。以下，第 73条及び第 74条において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

 



Ⅲ-2-72-2 

表 72 

頻   度 
備  考 

保安規定で定める頻度 延長できる時間 

毎日１回  所定の直の時間帯で確認する。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１ヶ月に１回 ７日 
同上 

なお，１ヶ月は 31日とする。 

 



Ⅲ-2-73-1 

（運転上の制限を満足しない場合） 

第 73条 

運転上の制限を満足しない場合とは，各ＧＭが第３節で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合をいう。なお，各ＧＭは，この判断を速やかに行う。 

 

２．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間においても，運

転上の制限に関係する事象が発見された場合は，運転上の制限を満足しているかどうか

の判断を速やかに行う。 

 

３．各ＧＭは，ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に，当該条文の要求さ

れる措置に定めがある場合を除き，他の条文における運転上の制限を満足していないと

判断しなくてもよい。 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した場合，５・６号／共通設備運転

管理部長に報告し，５・６号／共通設備運転管理部長は所長及び原子炉主任技術者に報

告する。 

 

５．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点（完了時間の起点）から要

求される措置を開始する。 

 

６．各ＧＭは，当該運転上の制限を満足していると判断した場合は，５・６号／共通設備

運転管理部長に報告し，５・６号／共通設備運転管理部長は原子炉主任技術者に報告す

る。 

 

７．各ＧＭは，次の各号を適用することができる。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断している期間中は，要求される措置に定めが

ある場合を除き，当該条文の第２項で定められた事項を実施しなくてもよい。ただし，

当該条文の第２項で定める頻度で実施しなかった事項については，運転上の制限を満

足していると判断した後，速やかに実施する。 

（２）運転上の制限を満足していると判断した場合は，それ以後要求される措置を実施し

なくてもよい。 

（３）要求される措置を実施した場合，その内容が第３節各条の第２項で定める事項と同

じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

（４）当該運転上の制限を満足していると判断するにあたり，その内容が当該条文の第２

項で定める事項と同じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

 



Ⅲ-2-74-1 

（保全作業を実施する場合） 

第 74条 

各ＧＭは，保全作業（試験を含む）を実施するため計画的に運転上の制限外に移行する

場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

 

２．第１項の実施については，第 73 条第１項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさ

ない。 

 

３．各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を行う場合，関係ＧＭと協議し実施する。 

 

４．各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を開始する場合は，当直長に報告する。第１項の

実施にあたっては，運転上の制限外へ移行した時点を保全作業に対する完了時間の起点

とする。 

 

５．各ＧＭは，第１項を実施する場合，第 73 条第３項及び第７項に準拠する。 

 

６．第１項において，保全作業中に必要な安全措置を実施できなかった場合，各ＧＭは当

該運転上の制限を満足していないと判断する。 

 

７．各ＧＭは，第１項を実施し，当該運転上の制限外から復帰していると判断した場合は，

５・６号／共通設備運転管理部長に報告し，５・６号／共通設備運転管理部長は原子炉

主任技術者に報告する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，必要な

安全措置に代えることができる。 

 



Ⅲ-2-75-1 

（運転上の制限に関する記録） 

第 75条 

当直長は，自ら運転上の制限を満足していないと判断した場合，次の各号を引継日誌に

記録する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合は，当該運転上の制限及び満足して

いないと判断した時刻 

（２）要求される措置を実施した場合は，当該措置の実施結果（保全作業を含む） 

（３）運転上の制限を満足していると判断した場合は，満足していると判断した時刻 

 

２．当直長は，自ら第 74 条第１項で定める保全作業を実施した場合又は各ＧＭから第 74

条第１項で定める保全作業を実施した連絡を受けた場合，次の各号を引継日誌に記録する。 

（１）第 74 条第１項で定める保全作業を実施した場合は，適用除外とした運転上の制限，

その時刻及び保全作業の内容 

（２）必要な安全措置を実施した場合は，当該措置の実施結果 

（３）運転上の制限外から復帰した場合は，復帰した時刻 

 

 



Ⅲ-2-76-1 

（異常発生時の基本的な対応） 

第 76条 

 当直長は，放射性物質の原子炉施設外への漏えいがある場合又はそのおそれがあると判

断した場合には，５・６号／共通設備運転管理部長に報告するとともに，それを抑制する

ために必要な措置を講じる。 

 

２．５・６号／共通設備運転管理部長及び各ＧＭは，第１項について次に示す必要な措置

を講じる。 

（１）５・６号／共通設備運転管理部長は，各ＧＭに異常の原因調査及び対応措置を指示

するとともに，異常が発生したことを所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（２）各ＧＭは，異常の原因調査及び対応措置を実施するとともに，異常の原因及び対応

措置について５・６号／共通設備運転管理部長に報告する。 

（３）５・６号／共通設備運転管理部長は，異常の原因及び対応措置を所長及び原子炉主

任技術者に報告するとともに，当直長に連絡する。 

 



Ⅲ-2-77-1 

（異常時の措置） 

第 77条 

当直長は，第 76 条第１項の異常が発生した場合は，異常の状況，機器の動作状況等を確

認するとともに，原因の除去，拡大防止のために必要な措置を講じる。 

 



Ⅲ-2-78-1 

（異常収束後の措置） 

第 78条 

当直長は，第 76 条第１項の異常収束後，その原因に対する対策が講じられていることを

確認する。 

 

 



Ⅲ-2-81-1 

第８１条 

 削除 

 



Ⅲ-2-82-1 

第８２条 

 削除 

 



Ⅲ-2-83-1 

第８３条 

 削除 

 



Ⅲ-2-84-1 

第８４条 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ-2-89-1 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第８９条 

分析評価ＧＭは，表８９－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，測定

した結果を環境管理ＧＭに通知する。また，環境管理ＧＭは，次の事項を管理するととも

に，その結果を当直長又は運営ＧＭに通知する。 

（１）排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物

質濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度

を超えないこと。 

（２）排気筒等からの放射性物質（希ガス，よう素１３１）の放出量が，表８９－２に定

める放出管理目標値を超えないように努めること。 

２．当直長又は運営ＧＭは，放射性気体廃棄物を放出する場合は，排気筒等より放出し，

排気筒モニタを監視する。 

 

表８９－１ 

分  類 排気筒等 測定項目 計測器種類 測定頻度 
放出実施 

ＧＭ 

放射性 

気体廃棄物 

・５，６号炉

共用排気筒 

希ガス濃度 排気筒モニタ 

常時 

（建屋換気空調系

運転時） 

当直長 よう素 131 濃度 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線 

放出核種） 

試料放射能 

測定装置 

１週間に１回 

（建屋換気空調系

運転時） 

・焼却炉建屋

排気筒 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線

放出核種） 

試料放射能 

測定装置 

1 週間に 1回 

（建屋換気空調系

運転時） 

運営ＧＭ 

 

表８９－２ 

項  目 放出管理目標値 

放射性気体廃棄物 

希ガス 

よう素 131 

 

２．８×１０１５ Ｂｑ／年 

１．４×１０１１ Ｂｑ／年 

 

 



Ⅲ-2-90-1 

（放出管理用計測器の管理） 

第９０条 

各ＧＭは，表９０に定める放出管理用計測器について，同表に定める数量を確保する。た

だし，故障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表９０ 

分 類 計測器種類 所管ＧＭ 数 量 

１.a.放射性液体廃棄物 

  放出監視用計測器 
排水モニタ 計装設備ＧＭ ２台※１ 

 b.放射性液体廃棄物 

    放出管理用計測器 
試料放射能測定装置 分析評価ＧＭ ２台 

２．放射性気体廃棄物 

    放出管理用計測器 

排気筒モニタ 計装設備ＧＭ １台 

試料放射能測定装置 分析評価ＧＭ １台※２ 

※１：５号炉及び６号炉の排水モニタの合計の台数（排水モニタが復旧していない場合に

は，未復旧の排水モニタを除いた台数とする。） 

※２：放射性液体廃棄物放出管理用計測器と共用 

 



Ⅲ-2-92-1 

第７章 放射線管理 

 

（管理対象区域の設定及び解除） 

第９２条 

管理対象区域は，添付２に示す区域とする。 

２．放射線管理ＧＭは，管理対象区域を柵等の区画物によって区画する他，標識を設ける

ことによって明らかに他の場所と区別する。ただし，管理対象区域境界と周辺監視区域

境界が同一の場合であって，周辺監視区域境界に第９８条の措置を講じる場合は，この

限りでない。 

３．放射線管理ＧＭは，管理対象区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る

値を超えていないことを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，添付２における建物等の内部の管理対象区域境界付近において，

表９２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理対象区域を設定又は解除するこ

とができる。設定又は解除にあたって，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らか

にするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認

する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ法令

に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

５．放射線管理ＧＭは，第４項以外で，建物等の内部において一時的に管理対象区域を設

定又は解除する場合は，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得て行うことが

できる。設定又は解除にあたって，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにす

るとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。

なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定め

る管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所

長の承認を得る。 

６．放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理対象区域を設定す

ることができる。設定にあたって，放射線管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件

を満足できることを確認する。 

７．放射線管理ＧＭは，第６項における管理対象区域を設定した場合は，設定後において，

目的，期間及び場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。

なお，当該エリアを元に戻す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る

条件を満足できることを放射線管理ＧＭが確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所

長の承認を得る。 
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表９２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
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（管理区域の設定及び解除） 

第９２条の２ 

管理区域は，添付１に示す区域とする。 

２．放射線管理ＧＭは，管理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識を設ける

ことによって明らかに他の場所と区別する。ただし，壁，柵等の区画物が損壊により区

画ができない場合であって，管理対象区域境界に第９２条第２項の措置を講じる場合は，

この限りでない。 

３．放射線管理ＧＭは，管理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を

超えていないことを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，添付１における管理区域境界付近又は管理区域設定・解除予定エ

リアにおいて，表９２の２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定

又は解除することができる。設定又は解除にあたって，放射線管理ＧＭは目的，期間及

び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足で

きることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線管理ＧＭは

あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

５．放射線管理ＧＭは，第４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場合は，原

子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあ

たって，放射線管理ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法

令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に

戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を

満足できることを確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

６．放射線管理ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理区域を設定するこ

とができる。設定にあたって，放射線管理ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満

足できることを確認する。 

７．放射線管理ＧＭは，第６項における管理区域を設定した場合は，設定後において，目

的，期間及び場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。

なお，当該エリアを元に戻す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る

条件を満足できることを放射線管理ＧＭが確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所

長の承認を得る。 
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表９２の２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
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（管理対象区域内における区域区分） 

第９３条 

放射線管理ＧＭは，管理対象区域を管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

２．管理区域と管理区域を除く区域は，添付２に示す区域とする。 

３．放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及

び場所を明らかにする。 
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（管理対象区域のうち管理区域を除く区域内における区域区分） 

第９３条の２ 

 放射線管理ＧＭは，管理区域を除く管理対象区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

るおそれのない区域（以下「汚染のおそれのない管理対象区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

る区域又は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理対象区域は，添付２に示す区域とする。 

３．放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及

び場所を明らかにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確

認する。なお，当該エリアを元の区域区分に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあ

らかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域と第１項（２）で定める区域が

隣接する場合は，第１項（２）で定める区域への入口付近に注意事項を掲示する。 

５．放射線管理ＧＭ又は作業環境改善ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域で表面汚

染密度又は空気中の放射性物質濃度が管理区域に係る値を超える場所を確認した場合は，

直ちに当該箇所を区画，第１項（２）に定める区分に変更する等の応急措置を講じると

ともに，除染等の措置により管理区域に係る値を超えていないことを確認する。 
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（管理区域内における区域区分） 

第９３条の３ 

 放射線管理ＧＭは，管理区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

るおそれのない区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超え

る区域又は超えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付１に示す区域とする。ただし，放射線レベルが

高く，区域区分に係る条件を満足できない場合は，第９３条の２第１項（１）又は第９

３条の２第１項（２）の区域とみなす。 

３．放射線管理ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及

び場所を明らかにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確

認する。なお，当該エリアを元の区域区分に戻す場合についても，放射線管理ＧＭはあ

らかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。 

４．放射線管理ＧＭは，汚染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区域が隣接

する場合は，第１項（２）で定める区域への入口付近に標識を設ける。 
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第８章 保守管理 

 

 

（保守管理計画） 

第１０７条 

保守管理を実施するにあたり，以下の保守管理計画を定める。 

 

【保守管理計画】 

1. 定義 

本保守管理計画における用語の定義は，「原子力発電所の保守管理規程（JEAC4209-2007）」

に従うものとする。 

 

2. 保守管理の実施方針及び保守管理目標 

(1) 社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，保守管理の継続的な改善を図るため，

保守管理の現状等を踏まえ，保守管理の実施方針を定める。また，12.の保守管理の有効

性評価の結果，及び保守管理を行う観点から特別な状態（7.3 参照）を踏まえ保守管理の

実施方針の見直しを行う。 

(2) 組織は，保守管理の実施方針に基づき，保守管理の改善を図るための保守管理目標を

設定する。また，12.の保守管理の有効性評価の結果，及び保守管理を行う観点から特別

な状態（7.3 参照）を踏まえ保守管理目標の見直しを行う。 

 

3. 保全プログラムの策定 

組織は，2.の保守管理目標を達成するため 4.より 11.からなる保全プログラムを策定する。

また，12.の保守管理の有効性評価の結果，及び保守管理を行う観点から特別な状態（7.3

参照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

 

4. 保全対象範囲の策定 

組織は，特定原子力施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の各項

の設備を選定する。 

(1) 重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保及び維持が

要求される機能を有する設備 

(2) 重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び維持が要求

される機能を有する設備 

(3) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」

という。）」に規定される設備 



Ⅲ-2-107-2 

(4) その他自ら定める設備 

 

5. 保全重要度の設定 

組織は，4.の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系

統及び機器の保全重要度を設定する。 

(1) 系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重要度分類指針の重要度に

基づき，ＰＳＡから得られるリスク情報を考慮して設定する。 

(2) 機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。

なお，この際，機器が故障した場合の系統機能への影響，ＰＳＡから得られるリスク情

報を考慮することができる。 

(3) 構築物の保全重要度は，(1)又は(2)に基づき設定する。 

 

6. 保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために 5.の保全重要度を踏まえ，系統レベル

の保全活動管理指標を設定する。 

a) 系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，5.(1)の保全重要度の高い系統のうち，重要

度分類指針クラス１，クラス２及びリスク重要度の高い系統機能に対して以下のもの

を設定する。 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間※１ 

※１：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機能及び待機状態にある系

統の動作に必須の機能に対してのみ設定する。 

(2) 組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，11.の保全の有効

性評価の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

a) 系統レベルの保全活動管理指標 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要度，

リスク重要度を考慮して設定する。 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績及び第４章第３節（運転上の制限）第

５５条，第５９条，第６１条，第６２条，第６４条，第６６条の第３項で定める

要求される措置の完了時間を参照して設定する。 

(3) 組織は，系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方法及び算出周

期を具体的に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始期及び期間に

関することを含める。 

(4) 組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取及び監視を実施し，そ

の結果を記録する。 
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7. 保全計画の策定 

(1) 組織は，4.の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，

計画の始期及び期間に関することを含める。 

a) 点検計画（7.1 参照） 

b) 補修，取替え及び改造計画（7.2 参照） 

c) 特別な保全計画（7.3 参照） 

(2) 組織は，保全計画の策定にあたって，5.の保全重要度を勘案し，必要に応じて次の事

項を考慮する。また，11.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを行う。 

a) 運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

b) 使用環境及び設置環境 

c) 劣化，故障モード 

d) 機器の構造等の設計的知見 

e) 科学的知見 

(3) 組織は，保全の実施段階において維持すべき原子炉施設の安全機能に影響を及ぼす可

能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

7.1 点検計画の策定 

(1) 組織は，点検を実施する場合は，あらかじめ保全方式を選定し，点検の方法並びにそ

れらの実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定する。 

(2) 組織は，構築物，系統及び機器の適切な単位ごとに，予防保全を基本として，以下に

示す保全方式から適切な方式を選定する。 

a) 予防保全  

ⅰ. 時間基準保全 

ⅱ. 状態基準保全 

b) 事後保全 

(3) 組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を定める。 

a) 時間基準保全 

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価する

ために必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中に設備診断技術を使った状態監

視データ採取，巡視点検又は定例試験の状態監視を実施する場合は，状態監視の内容に

応じて，状態基準保全を選定した場合に準じて必要な事項を定める。 
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b) 状態基準保全 

ⅰ. 設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期までに，次の事項を定める。 

①状態監視データの具体的採取方法 

②機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監視データ項目，評価方法及び必

要な対応を適切に判断するための管理基準 

③状態監視データ採取頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

ⅱ. 巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①巡視点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器の状態を監視するために必要なデータ項目，評価方法及び

管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達するか又は故障の兆候を発見した場合の対応方法 

ⅲ. 定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①定例試験の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価す

るために必要なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

c) 事後保全 

事後保全を選定した場合は，機能喪失の発見後，修復を実施する前に，修復方法，修

復後に所定の機能を発揮することの確認方法及び修復時期を定める。 

7.2 補修，取替え及び改造計画の策定 

(1) 組織は，補修，取替え及び改造を実施する場合は，あらかじめその方法及び実施時期

を定めた計画を策定する。また，安全上重要な機器に対する補修工事については，補修

工事に対する法令に基づく必要な手続きの要否について確認を行い，法令に基づく必要

な手続きの要否及びその内容を記録する。 

(2) 組織は，補修，取替え及び改造を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発

揮しうる状態にあることを検査及び試験により確認・評価する時期までに，次の事項を

定める。 

a) 検査及び試験の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な検査及び試

験の項目，評価方法及び管理基準 
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c) 検査及び試験の実施時期 

 

7.3 特別な保全計画の策定 

(1) 組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは，特別な措

置として，あらかじめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定めた計

画を策定する。 

(2) 組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機

能を発揮しうる状態にあることを点検により確認・評価する時期までに，次の事項を定

める。 

a) 点検の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の項目，

評価方法及び管理基準 

c) 点検の実施時期 

 

8. 保全の実施 

(1) 組織は，7.で定めた保全計画にしたがって点検・補修等の保全を実施する。 

(2) 組織は，保全の実施にあたって，以下の必要なプロセスを実施する。 

a) 工事計画 

b) 設計管理 

c) 調達管理 

d) 工事管理 

(3) 組織は，点検・補修等の結果について記録する。 

 

9. 点検・補修等の結果の確認・評価 

(1) 組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統及び機器

の点検･補修等の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※２まで

に確認･評価し，記録する。 

(2) 組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定めたプロセ

スに基づき，点検・補修等が実施されていることを，所定の時期※２までに確認・評価し，

記録する。 

※２：所定の時期とは，所定の機能が要求される時又はあらかじめ計画された保全の完了

時をいう。 

 

10. 点検・補修等の不適合管理，是正処置及び予防処置 

(1) 組織は，以下の a) 及び b) の場合には，不適合管理を行った上で，9.の確認・評価

の結果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検等の方法，実施頻度及び時期の是正処置
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並びに予防処置を講じる。 

a) 点検・補修等を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうることを確

認・評価できない場合 

b) 最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプロセス

に基づき，点検・補修等が実施されていることが確認・評価できない場合 

(2) 組織は，(1) a) 及び b) の場合の不適合管理，是正処置及び予防処置について記録す

る。 

 

11. 保全の有効性評価 

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性を評価し，保全が有効に機能

していることを確認するとともに，継続的な改善につなげる。 

(1) 組織は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，保全の有効性を評価する。なお，

保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わせて行う。 

a) 保全活動管理指標の監視結果 

b) 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

c) トラブルなど運転経験 

d) 定期安全レビュー結果 

e) 他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

f) リスク情報，科学的知見 

(2) 組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系統及び機器の保全方式を変更

する場合には，7.1 に基づき保全方式を選定する。また，構築物，系統及び機器の点検間

隔を変更する場合には，保全重要度を踏まえた上で，以下の評価方法を活用して評価す

る。 

a) 点検及び取替結果の評価 

b) 劣化トレンドによる評価 

c) 類似機器等のベンチマークによる評価 

d) 研究成果等による評価 

(3) 組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容について記録す

る。 

 

12. 保守管理の有効性評価 

(1) 組織は，11.の保全の有効性評価の結果及び 2.の保守管理目標の達成度から，定期的に

保守管理の有効性を評価し，保守管理が有効に機能していることを確認するとともに，

継続的な改善につなげる。 

(2) 組織は，保守管理の有効性評価の結果とその根拠及び改善内容について記録する。 
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13. 情報共有 

組織は，保守点検を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情

報を，ＢＷＲ事業者協議会を通じて他の原子炉設置者と共有する。 
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第１０章 保安教育 

 

 

（所員への保安教育） 

第１１８条  

原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安教育を実施するにあたり，具体的な保安

教育の内容及びその見直し頻度を「NH-30-1 保安教育マニュアル（福島第一廃炉推進カン

パニー）」に定め，これに基づき次の各号を実施する。 

（１）原子力人財育成センター所長は，毎年度，原子炉施設の運転及び管理を行う所員へ

の保安教育実施計画を表１１８－１，２，３の実施方針に基づいて作成し，原子炉主

任技術者及び所長の確認を得て廃炉・汚染水対策最高責任者の承認を得る。 

（２）原子力人財育成センター所長は，（１）の保安教育実施計画の策定にあたり，第６

条第２項に基づき保安委員会の確認を得る。 

（３）各ＧＭは，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教育を実施する。原子力人財

育成センター所長は，年度毎に実施結果を所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者へ報

告する。 

   ただし，各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十

分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省

略することができる。 

（４）原子力人財育成センター所長は，具体的な保安教育の内容について，定められた頻

度に基づき見直しを行う。 
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大
分
類

中
分
類

小
分
類

(項
目
）

内
　
　
　
　
　
容

実
施
時
期

当
直
長

当
直
副
長

当
直
主
任

当
直
副
主
任

主
機
操
作
員

補
機
操
作
員

放
射
性
廃
棄
物
処
理

設
備
の
業
務
に
関
わ

る
者

燃
料
取
扱
い
の
業
務
に

関
わ
る
者

関
係
法
令
及
び
保
安
規

定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
原
子
炉
等
規
制
法

原
子
炉
等
規
制
法
に
関
連
す
る
法
令
の
概
要
，
並
び
に

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

原
子
炉
の
し
く
み

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
の
概
要

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

法
，
令
，
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
電
離
放
射
線
障
害

防
止
規
則
中
の
関
係
条
項

原
子
炉
，
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
及
び
そ
の
他
の

設
備
の
構
造
に
関
す
る
こ
と

原
子
炉
，
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
及
び
そ
の
他
の

設
備
の
取
扱
い
の
方
法

管
理
区
域
へ
の
立
入
り
及
び
退
去
の
手
順

外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の
放
射

性
物
質
の
濃
度
の
監
視
の
方
法

電
離
放
射
線
が
生
体
の
細
胞
，
組
織
，
器
官
及
び
全
身

に
与
え
る
影
響

核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
及
び
性
状
並
び
に
運
搬
，
貯

蔵
，
廃
棄
の
作
業
の
方
法
・
順
序

異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

の
方
法

関
係
法
令
及
び
保
安
規

定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
原
子
炉
施
設
保
安
規
定

保
安
規
定
（
総
則
，
品
質
保
証
，
体
制
及
び
評
価
，
保
安

教
育
，
記
録
及
び
報
告
）
の
概
要
，
並
び
に
関
係
法
令

及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と

○
（
１
．
０
時
間
以
上
)

○
（
１
．
０
時
間
以
上
)

運
転
上
の
通
則
に
関
す
る
こ
と

運
転
上
の
制
限
に
関
す
る
こ
と

異
常
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

巡
視
点
検
に
関
す
る
こ
と

定
例
試
験
操
作
に
関
す
る
こ
と

異
常
時
対
応
（
現
場
機
器
対
応
）

異
常
時
対
応
（
中
央
操
作
室
内
対
応
）

異
常
時
対
応
（
指
揮
，
状
況
判
断
）

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅰ
（
直
員
連
携
訓
練
）

保
守
管
理

保
守
管
理
計
画
に
関
す
る
こ
と

○
（
１
．
０
時
間
以
上
）

放
射
線
測
定
器
の
取
扱
い

管
理
区
域
へ
の
出
入
り
管
理
等
，
区
域
管
理
に
関
す
る

こ
と
線
量
限
度
等
，
被
ば
く
管
理
に
関
す
る
こ
と

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
に
関
す
る

こ
と
管
理
区
域
外
へ
の
移
動
等
物
品
移
動
の
管
理
に
関
す

る
こ
と

協
力
企
業
等
の
放
射
線
防
護
に
関
す
る
こ
と

放
射
性
廃
棄
物
管
理

放
射
性
固
体
・
液
体
・
気
体
廃
棄
物
の
管
理
に
関
す
る
こ

と
○

（
０
．
５
時
間
以
上
)

燃
料
管
理
に
お
け
る
臨
界
管
理

燃
料
の
運
搬
及
び
貯
蔵
に
関
す
る
こ
と

緊
急
事
態
応
急
対
策
等
，
原
子
力
防
災
対
策
活
動
に

関
す
る
こ
と
（
ア
ク
シ
デ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
対
応
を
含
む
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
)

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
)

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
)

◎
※
４

（
０
．
５
時
間
以
上
)

◎
※
４

（
０
．
５
時
間
以
上
)

◎
※
４

（
０
．
５
時
間
以
上
)

◎
※
４

（
０
．
５
時
間
以
上
)

　
　
※
１
：
各
Ｇ
Ｍ
が
，
別
途
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
い
，
各
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な

　
　
※
１
：
知
識
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
も
の
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
※
２
：
各
対
象
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
教
育
項
目
は
，
対
象
者
と
な
っ
た
時
点
か
ら
課
せ
ら
れ
る
。

　
　
※
３
：
運
転
員
に
は
作
業
管
理
グ
ル
ー
プ
員
を
含
む
。

　
　
※
４
：
ア
ク
シ
デ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
対
応
に
つ
い
て
は
，
原
子
力
防
災
組
織
に
お
け
る
教
育
受
講
対
象
班
の
要
員
を
対
象
と
す
る
。

　
　
◎
：
全
員
が
教
育
の
対
象
（
関
連
す
る
業
務
内
容
に
応
じ
教
育
内
容
に
濃
淡
は
あ
り
）

　
　
○
：
業
務
に
関
連
す
る
者
が
教
育
の
対
象
（
関
連
す
る
業
務
内
容
に
応
じ
教
育
内
容
に
濃
淡
は
あ
り
）

　
　
×
：
教
育
の
対
象
外

　
　
（
　
　
　
）
：
合
計
の
教
育
時
間

×○
（
１
．
０
時
間
以
上
）

運
転
管
理

原
子
炉
施
設
の
運
転
に

関
す
る
こ
と

×

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃

料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と

対
象
者
，
実
施
時
期
及
び
教
育
時
間
に
つ
い
て
は
，
表
１
１
８
－
３
参
照

×
○

（
０
．
５
時
間
以
上
）

運
転
訓
練

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅱ
（
異
常
時
・
警
報
発
生
時
対
応
操

作
）

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅲ
（
異
常
時
・
警
報
発
生
時
の
判
断
・

指
揮
命
令
）

○
（
１
．
０
時
間
以
上
）

放
射
線
管
理

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

そ
の
他
反
復

教
育

１
回
／
１
０
年

毎
以
上

対
象
者
，
実
施
時
期
及
び
教
育
時
間
に
つ
い
て
は
，
表
１
１
８
－
３
参
照

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

燃
料
管
理

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ

と

放
射
線
業

務
従
事
者

教
育
※
１

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と

管
理
区
域
内

に
お
い
て
核

燃
料
物
質
，
使

用
済
燃
料
ま

た
は
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
汚
染
さ

れ
た
物
を
取
り

扱
う
業
務
に
就

か
せ
る
時

対
象
者
及
び
教
育
時
間
は
，
表
１
１
８
－
２
参
照

原
子
炉
施
設
の
構
造
，
性
能
に
関
す
る
こ
と

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

○
（
０
．
５
時
間
以
上
）

×

入
所
時
に
実

施
す
る
教
育

※
１

入
所
時
（
新
規

配
属
時
）

原
子
炉
施
設
の
構
造
，
性

能
に
関
す
る
こ
と

設
備
概
要
，
主
要
系
統
の
機
能
原
子
炉
容
器
等
主
要
機
器
の
構
造
に
関
す
る
こ
と

原
子
炉
冷
却
系
統
等
主
要
系
統
の
機
能
・
性
能
に
関
す

る
こ
と

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と

表
１
１
８
－
１

所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
方
針
（
総
括
表
）

保
安
教
育
の
内
容

対
象
者
及
び
教
育
時
間
※
２

運
転
員
※
３

運
転
員
以
外
の
技
術

系
所
員

事
務
系
所
員
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表
１
１
８
－
２

当
直
長

当
直
副
長

当
直
主
任

当
直
副
主
任

主
機
操
作
員

補
機
操
作
員

放
射
性
廃
棄
物
処
理

設
備
の
業
務
に
関
わ

る
者

燃
料
取
扱
い
の
業
務

に
関
わ
る
者

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

①
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
の
種
類
及
び
性
状

②
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
及
び

性
状

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

○
（
０
．
５
時
間
以
上
）

○
（
０
．
５
時
間
以
上
）

核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
関
す
る

知
識

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

①
管
理
区
域
に
関
す
る
こ
と

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

②
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
運
搬
，
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
作
業
の
方
法
及
び
順
序

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

③
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
設
備
の
保
守
及

び
点
検
の
作
業
の
方
法
及
び
順
序

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

④
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

の
監
視
の
方
法

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

⑤
天
井
，
床
，
壁
，
設
備
等
の
表
面
の
汚
染
の
状
態
の
確
認
及
び
汚
染
の

除
去
の
方
法

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と

※
１

⑥
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
の
方
法

・
原
子
炉
施
設
の
構
造
，
性
能
に
関
す
る
こ
と

・
放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

原
子
炉
，
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
及
び
そ
の
他
の
設
備
の
構
造
及
び

取
扱
い
の
方
法

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

○
（
１
．
５
時
間
以
上
）

○
（
１
．
５
時
間
以
上
）
原
子
炉
施
設
に
係
る
設
備
の
構
造
及
び

取
扱
い
の
方
法
に
関
す
る
知
識

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

①
電
離
放
射
線
の
種
類
及
び
性
質

②
電
離
放
射
線
が
生
体
の
細
胞
，
組
織
，
器
官
及
び
全
身
に
与
え
る
影
響

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

○
（
０
．
５
時
間
以
上
）

○
（
０
．
５
時
間
以
上
）
電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ

と 　
※
１

法
，
令
，
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
中
の
関

係
条
項

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

○
（
１
．
０
時
間
以
上
）

○
（
１
．
０
時
間
以
上
）
関
係
法
令

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

①
管
理
区
域
へ
の
立
入
り
及
び
退
去
の
手
順

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
※
１

②
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
運
搬
，
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
作
業

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

③
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
設
備
の
保
守
及

び
点
検
の
作
業

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

④
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

の
監
視

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

⑤
天
井
，
床
，
壁
，
設
備
等
の
表
面
の
汚
染
の
状
態
の
確
認
及
び
汚
染
の

除
去

・
原
子
炉
施
設
の
構
造
，
性
能
に
関
す
る
こ
と

・
放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

⑥
原
子
炉
，
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
及
び
そ
の
他
の
設
備
の
取
扱
い

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と

　
※
１

⑦
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

　
　
※
１
：
各
Ｇ
Ｍ
が
，
別
途
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
い
，
各
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識

　
　
※
１
：
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
も
の
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
※
２
：
各
対
象
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
教
育
項
目
は
，
対
象
者
と
な
っ
た
時
点
か
ら
課
せ
ら
れ
る
。

　
　
※
３
：
運
転
員
に
は
作
業
管
理
グ
ル
ー
プ
員
を
含
む
。

　
　
◎
：
全
員
が
教
育
の
対
象

　
　
○
：
業
務
に
関
連
す
る
者
が
教
育
の
対
象

　
　
（
　
　
　
）
：
合
計
の
教
育
時
間

○
（
１
．
５
時
間
以
上
）
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
作
業
の
方
法
に

関
す
る
知
識

◎
（
２
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
２
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
２
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
２
．
０
時
間
以
上
）

◎
（
２
．
０
時
間
以
上
）

○
（
２
．
０
時
間
以
上
）

○
（
２
．
０
時
間
以
上
）
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
作
業
の
方
法
及

び
同
施
設
に
係
る
設
備
の
取
扱
い

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

○
（
１
．
５
時
間
以
上
）

所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
方
針
（放
射
線
業
務
従
事
者
教
育
）

総
括
表
中
分
類
と
の
対
応

内
　
　
　
　
容

対
象
者
及
び
教
育
時
間
※
2

電
離
則
の
分
類

運
転
員
※
３

運
転
員
以
外
の
技
術

系
所
員

事
務
系
所
員
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表
１
１
８
－
３

中
分
類

小
分
類

（
項
目
）

細
目

当
直
長

当
直
副
長

当
直
主
任

当
直
副
主
任

主
機
操
作
員

補
機
操
作
員

放
射
性
廃
棄
物
処
理
設

備
の
業
務
に
関
わ
る
者
燃
料
取
扱
い
の
業
務
に

関
わ
る
者

保
安
規
定
（
総
則
，
品
質
保
証
，
体
制
及
び
評
価
，
保
安
教
育
，
記
録

及
び
報
告
に
関
す
る
規
則
）
の
概
要
，
並
び
に
関
係
法
令
及
び
保
安
規

定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と

◎
◎

◎
◎

◎

保
安
に
関
す
る
各
組
織
及
び
各
職
務
の
具
体
的
役
割
と
確
認
す
べ
き

記
録

◎
×

×
×

×

運
転
上
の
通
則
に
つ
い
て
の
概
要

運
転
上
の
制
限
の
概
要

異
常
時
の
措
置
の
概
要

巡
視
点
検
の
範
囲
と
確
認
項
目

定
例
試
験
の
内
容
と
頻
度

各
設
備
の
運
転
操
作
の
概
要
（
現
場
操
作
）

警
報
発
生
時
の
対
応
（
現
場
操
作
）

異
常
時
操
作
の
対
応
（
現
場
操
作
）

×
運
転
上
の
通
則
の
適
用
と
根
拠

運
転
上
の
制
限
の
具
体
的
値
と
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
措
置

異
常
時
の
措
置
を
実
施
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

巡
視
点
検
時
の
確
認
項
目
の
根
拠

定
例
試
験
の
操
作
と
基
準
値

各
設
備
の
運
転
操
作
と
監
視
項
目

警
報
発
生
時
の
対
応
操
作
（
中
央
操
作
室
）

異
常
時
操
作
の
対
応
（
中
央
操
作
室
）

制
限
及
び
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
措
置
の
根
拠
と
運
用

異
常
時
の
措
置
を
実
施
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
根
拠

異
常
時
操
作
の
対
応
（
判
断
・
指
揮
命
令
含
む
）

警
報
発
生
時
の
監
視
の
項
目

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅰ

運
転
操
作
の
連
携
訓
練

◎
◎

◎
×

×
３
年
間
で
１
５
時
間
以
上

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅱ

異
常
時
・
警
報
発
生
時
対
応
訓
練

×
◎

×
×

×
３
年
間
で
９
時
間
以
上

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
Ⅲ

異
常
時
・
警
報
発
生
時
の
対
応
・
判
断
・
指
揮
命
令
訓
練

◎
×

×
×

×
３
年
間
で
９
時
間
以
上

保
守
管
理
計
画
に
関
す
る
こ
と
Ⅰ

定
期
検
査
時
の
管
理
項
目
の
概
要

◎
◎

◎
×

×

保
守
管
理
計
画
に
関
す
る
こ
と
Ⅱ

定
期
検
査
時
の
管
理
項
目
の
根
拠

◎
×

×
×

×

放
射
性
廃
棄

物
管
理

◎
◎

◎
◎

（
廃
棄
物
処
理
設
備
に

関
す
る
こ
と
の
み
）

×

所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
方
針
（
運
転
員
）

保
安
教
育
の
内
容

内
　
　
　
　
　
　
容

対
象
者
※
１

実
施
時
期
及
び
教
育
時
間

運
転
員
※
２

関
係
法
令
及
び
保
安
規

定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
原
子
炉
施
設
保
安
規
定

＜
当
直
長
，
当
直
副
長
，
当
直
主
任
，
当
直
副
主
任
，
主
機

操
作
員
，
補
機
操
作
員
＞

３
年
間
で
３
０
時
間
以
上
※
３

※
４
（
下
記
※
４
と
同
枠
内
）

＜
廃
棄
物
処
理
設
備
の
業
務
に
関
わ
る
者
＞

３
年
間
で
２
４
時
間
以
上
※
３

※
４
（
下
記
※
４
と
同
枠
内
）

＜
燃
料
取
扱
い
の
業
務
に
関
わ
る
者
＞

３
年
間
で
３
時
間
以
上
※
３

※
４
（
下
記
※
４
と
同
枠
内
）

原
子
炉
施
設
の
運
転
に

関
す
る
こ
と

運
転
管
理

運
転
管
理
Ⅰ

◎
◎

◎
◎

（
廃
棄
物
処
理
設
備
に

関
す
る
こ
と
の
み
）

×

巡
視
点
検
・
定
例
試
験
Ⅰ

◎
◎

◎
◎

（
廃
棄
物
処
理
設
備
に

関
す
る
こ
と
の
み
）

×

◎
（
廃
棄
物
処
理
設
備
に

関
す
る
こ
と
の
み
）

◎
◎

◎

運
転
管
理
Ⅱ

◎
◎

×
×

◎
◎

×
×

×

運
転
管
理
Ⅲ

×
×

×
×

◎

異
常
時
対
応

（
指
揮
，
状
況
判
断
）

◎
×

×
×

×

運
転
訓
練

保
守
管
理

＜
当
直
長
，
当
直
副
長
，
当
直
主
任
，
当
直
副
主
任
，
主
機

操
作
員
，
補
機
操
作
員
＞

３
年
間
で
３
０
時
間
以
上
※
３

※
４
（
上
記
※
４
と
同
枠
内
）

＜
廃
棄
物
処
理
設
備
の
業
務
に
関
わ
る
者
＞

３
年
間
で
２
４
時
間
以
上
※
３

※
４
（
上
記
※
４
と
同
枠
内
）

＜
燃
料
取
扱
い
の
業
務
に
関
わ
る
者
＞

３
年
間
で
３
時
間
以
上
※
３

※
４
（
上
記
※
４
と
同
枠
内
）

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃

料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

れ
た
物
の
取
扱
い
に
関

す
る
こ
と

放
射
性
固
体
・
液
体
・
気
体
廃
棄
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

燃
料
管
理

燃
料
の
臨
界
管
理
に
関
す
る
こ
と

◎
◎

◎
×

◎

燃
料
の
運
搬
及
び
貯
蔵
に
関
す
る
こ
と

　
　
◎
：
全
員
が
教
育
の
対
象
（
関
連
す
る
業
務
内
容
に
応
じ
て
教
育
内
容
に
濃
淡
は
あ
り
）

　
　
×
：
教
育
の
対
象
外

　
　
※
１
：
各
対
象
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
教
育
項
目
は
，
対
象
者
と
な
っ
た
時
点
か
ら
課
せ
ら
れ
る
。

　
　
※
２
：
運
転
員
に
は
作
業
管
理
グ
ル
ー
プ
員
を
含
む
。

　
　
※
３
：
記
載
す
る
に
あ
た
っ
て
の
考
え
は
，
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　
　
・
本
教
育
は
，
同
一
細
目
で
あ
っ
て
も
対
象
者
の
職
位
に
応
じ
て
理
解
の
範
囲
，
深
さ
に
差
が
あ
る
。
（
あ
る
教
育
で
，
複
数
の
細
目
を
カ
バ
ー
す
る
場
合
も
あ
る
）

　
　
　
　
・
こ
の
○
年
間
で
○
○
時
間
以
上
と
は
，
運
転
員
が
行
う
一
連
の
教
育
の
時
間
で
あ
り
，
上
表
は
こ
の
教
育
時
間
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
上
述
の
表
の
細
目
の
時
間
を
累
積
し
た
時
間
で
は
な
い
）

　
　
　
　
・
各
細
目
の
内
容
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
細
目
毎
の
時
間
の
区
別
は
行
わ
な
い
。

×
異
常
時
対
応

（
現
場
機
器
対
応
）

×
×

×
◎

◎
異
常
時
対
応

（
中
央
操
作
室
内
対
応
）

×

巡
視
点
検
・
定
例
試
験
Ⅱ
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（協力企業従業員への保安教育） 

第１１９条 

各ＧＭは，原子炉施設に関する作業を協力企業が行う場合，当該協力企業従業員の発電

所入所時に安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施されていることを確認

する。なお，各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な

知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 

２．各ＧＭは，原子炉施設に関する作業のうち管理区域内における業務を協力企業が行う

場合，当該協力企業従業員に対し，安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて

実施されていることを確認する。なお，各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，教

育現場に適宜立ち会う。 

ただし，各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分

な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略す

ることができる。 

３．運営ＧＭは，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助を協力企業が行う場合，毎年

度，当該業務に従事する従業員に対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，「放

射性廃棄物処理設備の業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めていることを

確認し，その内容を原子炉主任技術者及び所長の確認を得て廃炉・汚染水対策最高責任

者の承認を得る。 

４．運営ＧＭは，第３項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されていることを確

認し，その実施結果を年度毎に所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者に報告する。なお，

教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，運営ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十

分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略

することができる。 

５．運営ＧＭ又は燃料管理ＧＭは，燃料取扱いに関する業務の補助を協力企業が行う場合，

毎年度，当該業務に従事する従業員に対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，

「燃料取扱いの業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めていることを確認し，

その内容を原子炉主任技術者及び所長の確認を得て廃炉・汚染水対策最高責任者の承認

を得る。 

６．運営ＧＭ又は燃料管理ＧＭは，第５項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施さ

れていることを確認し，その実施結果を年度毎に所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者

に報告する。なお，教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，運営ＧＭ又は燃料管理ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又

は一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する
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教育について省略することができる。 
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（
１
）
発
電
所
入
所
時
に
安
全
上
必
要
な
教
育

大
分
類

中
分
類

小
分
類

(項
目
）

内
　
　
　
　
　
容

実
施
時
期

放
射
線
業
務
従
事
者

放
射
線
業
務
従
事
者
以
外

作
業
上
の
留
意
事
項

◎
○

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
の
概
要

◎
◎

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と

◎
○

（
２
）
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
教
育

①
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
の
種
類
及
び
性
状

②
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
及

び
性
状

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

×
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚

染
さ
れ
た
物
に
関
す
る
知
識

①
管
理
区
域
に
関
す
る
こ
と

②
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
運
搬
，
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
作
業
の
方
法
及
び
順
序

③
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
設
備
の
保
守

及
び
点
検
の
作
業
の
方
法
及
び
順
序

④
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
の
監
視
の
方
法

⑤
天
井
，
床
，
壁
，
設
備
等
の
表
面
の
汚
染
の
状
態
の
確
認
及
び
汚
染

の
除
去
の
方
法

⑥
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
の
方
法

原
子
炉
，
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
及
び
そ
の
他
の
設
備
の
構
造

及
び
取
扱
い
の
方
法

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

×
原
子
炉
施
設
に
係
る
設
備
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関

す
る
知
識

①
電
離
放
射
線
の
種
類
及
び
性
質

②
電
離
放
射
線
が
生
体
の
細
胞
，
組
織
，
器
官
及
び
全
身
に
与
え
る
影

響

◎
（
０
．
５
時
間
以
上
）

×
電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響

法
，
令
，
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
中

の
関
係
条
項

◎
（
１
．
０
時
間
以
上
）

×
関
係
法
令

①
管
理
区
域
へ
の
立
入
り
及
び
退
去
の
手
順

②
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
運
搬
，
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
作
業

③
核
燃
料
物
質
又
は
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
設
備
の
保
守

及
び
点
検
の
作
業

④
外
部
放
射
線
に
よ
る
線
量
当
量
率
及
び
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
の
監
視

⑤
天
井
，
床
，
壁
，
設
備
等
の
表
面
の
汚
染
の
状
態
の
確
認
及
び
汚
染

の
除
去

⑥
原
子
炉
，
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
及
び
そ
の
他
の
設
備
の
取

扱
い

⑦
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

原
子
炉
施
設
に
お
け
る
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

原
子
炉
施
設
に
お
け
る
作
業
の
方
法
及
び
同
施
設
に
係
る
設

備
の
取
扱
い

保
安
教
育
の
内
容

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と

保
安
教
育
の
内
容

総
括
表
中
分
類
と
の
対
応

×

対
象
者
※
２

原
子
炉
施
設
の
構
造
・
性
能
に
関
す
る
こ
と

内
　
　
　
　
　
容

電
離
則
の
分
類

保
安
教
育
実
施
方
針
（
協
力
企
業
）

対
象
者
及
び
教
育
時
間
※
２

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と

入
所
時
に

実
施
す
る

教
育
※
１

入
所
時

管
理
区
域
内
に
お
い

て
核
燃
料
物
質
，
使

用
済
燃
料
又
は
こ
れ

ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
を
取
り
扱
う
業
務

に
就
か
せ
る
時

実
施
時
期

放
射
線
業
務
従
事
者

放
射
線
業
務
従
事
者
以
外

◎
（
１
．
５
時
間
以
上
）

×

◎
（
２
．
０
時
間
以
上
）

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と
　
※
１

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と
　
※
１

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と
　
※
１

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

・
原
子
炉
施
設
の
構
造
，
性
能
に
関
す
る
こ
と

・
放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
※
１

表
１
１
９

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

・
原
子
炉
施
設
の
構
造
，
性
能
に
関
す
る
こ
と

・
放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
※
１

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と
　
※
１

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
に
関
す

る
こ
と
　
※
１

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
　
※
１

◎
：
全
員
が
教
育
の
対
象

○
：
業
務
に
関
連
す
る
者
が
教
育
の
対
象

×
：
教
育
の
対
象
外

（
　
　
　
）
：
合
計
の
教
育
時
間

※
１
：
各
Ｇ
Ｍ
が
，
別
途
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
い
，
各
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識

　
　
及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
も
の
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
２
：
各
対
象
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
教
育
項
目
は
，
対
象
者
と
な
っ
た
時
点
か
ら
課
せ
ら
れ
る
。
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第１１章  記録及び報告 

（記録） 

第１２０条 

組織は，表１２０－１に定める保安に関する記録を適正に作成（３８．及び３９．の記

録を除く。）し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する

事項を遵守する。ただし，汚染等により，適正に保存することができない場合を除く。 

２．各ＧＭは，表１２０－２に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。なお，

記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。ただし，汚染等

により，適正に保存することができない場合を除く。 

３．組織は，表１２０－３に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。なお，

記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

表１２０－１ 

記録 記録すべき場合※１ 保存期間 

1. 原子炉施設の巡視又は点検の状況

並びにその担当者の氏名  

毎日１回 巡視又は点検を実施した施

設又は設備を廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

２. 保全活動管理指標の監視結果及

びその担当者の氏名 

実施の都度 監視を実施した原子炉施設

を解体又は廃棄した後５年

が経過するまでの期間 

３. 点検・補修等の結果 

（安全上重要な機器※２は除く）及び

その担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した原

子炉施設を解体又は廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

４．安全上重要な機器※２の点検・補修

等の結果（法令に基づく必要な手続

きの有無及びその内容を含む※３）及

びその担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した原

子炉施設を解体又は廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

５. 点検・補修等の結果の確認・評価

及びその担当者の氏名 

実施の都度 確認・評価を実施した原子

炉施設を解体又は廃棄した

後５年が経過するまでの期

間 

６. 点検・補修等の不適合管理，是正

処置，予防処置及びその担当者の氏

名 

実施の都度 不適合管理，是正処置及び

予防処置を実施した原子炉

施設を解体又は廃棄した後

５年が経過するまでの期間 

７. 保全の有効性評価，保守管理の有

効性評価及びその担当者の氏名 

評価の都度 評価を実施した原子炉施設

の保守管理に関する方針，

保守管理の目標又は保守管

理の実施に関する計画の改

定までの期間 
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記録 記録すべき場合※１ 保存期間 

８．原子炉に使用している冷却材及び
減速材の毎日の補給量 

毎日１回 
１年間 

９．警報装置から発せられた警報の内
容※４ 

その都度 １年間 

１０．運転責任者の氏名及び運転員の
氏名並びに，これらの者の交代
の日時及び交代時の引継事項 

交代の都度 
１年間 

１１．使用済燃料乾式キャスク仮保管
設備に貯蔵している使用済燃
料乾式貯蔵容器，使用済燃料輸
送貯蔵兼用容器の蓋間圧力及
び表面温度 

１ヶ月に１回 １０年間 

１２．使用済燃料の貯蔵施設内におけ
る燃料体の配置 

配置又は配置替
えの都度 

５年間 

１３．燃料体の形状又は性状に関する
検査の結果 

挿入前及び取出
後 

取出後１０年間 

１４．発電所の外において貯蔵しよう
とする使用済燃料の記録 

（１）外観 
（２）燃焼度 
（３）取出しから容器への封入までの

期間 
（４）使用済燃料を封入した容器内に

おける当該使用済燃料の配置 

払出しの都度 
使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記録
を引き渡すまでの期間 

１５．発電所の外において貯蔵しよう
とする使用済燃料を封入した
容器の記録 

（１）外観 
（２）漏えい率 
（３）真空乾燥した後の真空度又は不

活性ガスを充填した後の湿度
並びに充填した不活性ガスの
成分，量及び圧力 

（４）容器内において使用済燃料の位
置を固定するための装置の外
観 

（５）重量 

払出しの都度 
使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記録
を引き渡すまでの期間 

１６．使用済燃料の貯蔵施設，放射性
廃棄物の廃棄施設等の放射線
しゃへい物の側壁における線
量当量率 

毎日運転中１回 

１０年間 

１７．放射性廃棄物の排気口又は排気
監視設備及び排水口又は排水
監視設備における放射性物質
の１日間及び３月間について
の平均濃度 

１日間の平均濃度
にあっては毎日１
回，３月間の平均
濃度にあっては３
月ごとに１回 

１０年間 

１８．管理区域における外部放射線に
係る１週間の線量当量，空気中
の放射性物質の１週間につい
ての平均濃度及び放射性物質
によって汚染された物の表面
の放射性物質の密度 

毎週１回 

１０年間 
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記録 記録すべき場合※１ 保存期間 

１９．放射線業務従事者の４月１日を
始期とする１年間の線量，女子
※５の放射線業務従事者の４月
１日，７月１日，１０月１日及
び１月１日を始期とする各３
月間の線量並びに本人の申出
等により妊娠の事実を知るこ
ととなった女子の放射線業務
従事者にあっては出産までの
間毎月１日を始期とする１月
間の線量 

１年間の線量にあ
っては毎年度１
回，３月間の線量
にあっては３月ご
とに１回，１月間
の線量にあっては
１月ごとに１回 

※６ 

２０．４月１日を始期とする１年間の

線量が２０ミリシーベルトを

超えた放射線業務従事者の当

該１年間を含む原子力規制委

員会が定める５年間の線量 

原子力規制委員
会が定める５年
間において毎年
度１回 

※６ 

２１．放射線業務従事者が緊急作業に

従事した期間の始期及び終期

並びに放射線業務従事者の当

該期間の線量 

その都度 ※６ 

２２．放射線業務従事者が当該業務に

就く日の属する年度における

当該日以前の放射線被ばくの

経歴及び原子力規制委員会が

定める５年間における当該年

度の前年度までの放射線被ば

くの経歴 

その者が当該業
務に就く時 

※６ 

２３．発電所の外において運搬した核

燃料物質等の種類別の数量，そ

の運搬に使用した容器の種類

並びにその運搬の日時及び経

路 

運搬の都度 

１年間 

２４．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄

物の種類，当該放射性廃棄物に

含まれる放射性物質の数量，当

該放射性廃棄物を容器に封入

し，又は容器と一体的に固型化

した場合には当該容器の数量

及び比重並びにその廃棄の日，

場所及び方法 

廃棄の都度 

※７ 

２５．放射性廃棄物を容器に封入し，

又は容器に固型化した場合に

は，その方法 

封入又は固型化

の都度 ※７ 

２６．放射性物質による汚染の広がり

の防止及び除去を行った場合

には，その状況及び担当者の氏

名 

広がりの防止及

び除去の都度 
１年間 
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記録 記録すべき場合※１ 保存期間 

２７．事故発生及び復旧の日時 その都度 ※７ 

２８．事故の状況及び事故に際して採

った処置 

同上 
※７ 

２９．事故の原因 同上 ※７ 

３０．事故後の処置 同上 ※７ 

３１．風向及び風速 連続して※８ １０年間 

３２．降雨量 同上 １０年間 

３３．大気温度 同上 １０年間 

３４．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

３５．保安教育の実施日時，項目及び

受けた者の氏名 

実施の都度 
３年間 

３６．原子炉施設における保安活動の

実施の状況の評価 

評価の都度 
※７ 

３７．原子炉施設に対して実施した保

安活動への最新の技術的知見

の反映状況の評価 

評価の都度 

※７ 

３８．使用前検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の

検査の時までの期間 

３９．定期検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の

検査の時までの期間 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障又は消耗品

の取替により記録不能な期間を除く。 

※２：安全上重要な機器とは，安全上重要な機器等を定める告示に定める機器及び構造物

をいう。 

※３：法令に基づく必要な手続きとは，原子炉等規制法第４３条の３の８（変更の許可及

び届出等），第４３条の３の９（工事の計画の認可），第４３条の３の１０（工事の

計画の届出），第４３条の３の１１（使用前検査）及び第４３条の３の１３（溶接安

全管理検査）並びに電気事業法第４７条・第４８条（工事計画）及び第４９条・第

５０条（使用前検査）に係る手続きをいう。なお，手続きが不要と判断した場合に

も，その理由を併せて記録する。 

※４：「警報装置から発せられた警報」とは，技術基準規則第４７条第１項及び第２項に規

定する範囲の警報をいう。 

※５：妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。 

※６：その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存してい

る期間が５年を超えた場合において，その記録を原子力規制委員会の指定する機関

に引き渡すまでの期間 

※７：廃止措置が終了し，その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合している

ことについて，原子力規制委員会の確認を受けるまでの期間 

※８：デジタルデータにより保存することができる。 
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表１２０－２ 

記録 記録すべき場合 保存期間 

１．溶接事業者検査の結果 

(1) 検査年月日  

(2) 検査の対象  

(3) 検査の方法  

(4) 検査の結果  

(5) 検査を行った者の氏名  

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講

じたときは，その内容  

(7) 検査の実施に係る組織  

(8) 検査の実施に係る工程管理  

(9) 検査において協力した事業者がある場合

には，当該事業者の管理に関する事項  

(10) 検査記録の管理に関する事項  

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 ※９，※１０ 

２．定期事業者検査の結果 

(1) 検査年月日  

(2) 検査の対象  

(3) 検査の方法  

(4) 検査の結果  

(5) 検査を行った者の氏名  

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講

じたときは，その内容  

(7) 検査の実施に係る組織  

(8) 検査の実施に係る工程管理  

(9) 検査において協力した事業者がある場合

には，当該事業者の管理に関する事項  

(10) 検査記録の管理に関する事項  

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

その特定発電用原

子炉施設が廃棄さ

れた後５年が経過

するまでの期間 

※９：(1)～(6)については当該溶接事業者検査に係る原子炉容器等の存続する期間 

※１０：(7)～(11)については当該溶接事業者検査を行った後最初の原子炉等規制法第４３

条の３の１３第６項の通知を受けるまでの期間 
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表１２０－３※１１ 

記録 記録すべき場合 保存期間 

1.品質保証計画に関する以下の文書   

第 3 条品質保証計画の「4.2.1a」～

d」」に定める文書 

変更の都度 変更後５年が経過するま

での期間 

2.JEAC4111 の要求事項に基づき作成

する以下の記録 
  

(1)マネジメントレビューの結果の記

録 
作成の都度 ５年 

(2)教育，訓練，技能及び経験につい

て該当する記録 
作成の都度 ５年 

(3)業務のプロセス及びその結果が，

要求事項を満たしていることを実

証するために必要な記録 

作成の都度 ５年 

(4)業務に対する要求事項のレビュー

の結果の記録，及びそのレビューを

受けてとられた処置の記録 

作成の都度 ５年 

(5) 特定原子力施設の要求事項に関

連する設計・開発へのインプットの

記録 

作成の都度 ５年 

(6)設計・開発のレビューの結果の記

録，及び必要な処置があればその記

録 

作成の都度 ５年 

(7)設計・開発の検証の結果の記録，

及び必要な処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

(8)設計・開発の妥当性確認の結果の

記録，及び必要な処置があればその

記録 

作成の都度 ５年 

(9)設計・開発の変更の記録 作成の都度 ５年 

(10)設計・開発の変更のレビューの結

果の記録，及び必要な処置があれば

その記録 

作成の都度 ５年 

(11)供給者の評価の結果の記録，及び

評価によって必要とされた処置があ

ればその記録 

作成の都度 ５年 
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記録 記録すべき場合 保存期間 

(12)プロセスの妥当性確認で組織が

記録が必要とされた活動の記録 
作成の都度 ５年 

(13)業務に関するトレーサビリティ

の記録 
作成の都度 ５年 

(14)組織外の所有物に関して，組織が

必要と判断した場合の記録 
作成の都度 ５年 

(15)校正又は検証に用いた基準の記

録 
作成の都度 ５年 

(16)測定機器が要求事項に適合して

いないと判明した場合の，過去の測

定結果の妥当性評価の記録 

作成の都度 ５年 

(17)校正及び検証の結果の記録 作成の都度 ５年 

(18)内部監査の結果の記録 作成の都度 ５年 

(19)検査及び試験の合否判定基準へ

の適合の記録 
作成の都度 ５年 

(20)リリース（次工程への引渡し）を

正式に許可した人の記録 
作成の都度 ５年 

(21)不適合の性質及び不適合に対し

てとられた特別採用を含む処置の

記録 

作成の都度 ５年 

(22)是正処置の結果の記録 作成の都度 ５年 

(23)予防処置の結果の記録 作成の都度 ５年 

※１１：表１２０－１又は表１２０－２を適用する場合は，本表を適用しない。 

 



Ⅲ-2-121-1 

（報告） 

第１２１条 

各ＧＭ又は５・６号／共通設備運転管理部長は，次のいずれかに該当する場合又は該当

するおそれがあると判断した場合について直ちに所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第73条） 

（２）放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した

場合（第88条,第89条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第101条） 

（４）福島第一炉規則第18条第3号から第7号及び第9号から第17号に定める報告事象が生じ

た場合 

（５）第７６条第１項に定める異常が発生した場合 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，社長に報告する。 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方

法は，「DA-51-11 トラブル等の報告マニュアル」による。 

４．第１項（１）に該当する場合は，「DA-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，

直ちに原子力規制委員会に報告する。 
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附  則 

 

附則（                     ） 

（施行期日） 

 第１条 

  この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 

附則（平成３１年１月２８日 原規規発第 1901285 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，油処理装置の運用を開始した時点から適用することとし，それま

での間は従前の例による。 

 

附則（平成２９年３月７日 原規規発第 1703071 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，放射性物質分析・研究施設第１棟の運用を開始した時点から適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２７年９月７日 原規規発第 1509071 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付２（管理対象区域図）の免震重要棟２階他の管理対象区域図面の変更は，それぞ

れの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 

第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な

場合，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすこ

とができる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 

 

 

添付１については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 

 

 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 
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2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 

2.1.3.1 概要 

1～4号機については事故の影響により排気筒の監視装置は使用不能である。5，6号機で

は主排気筒放射線モニタにおいて放出を監視している。主な放出源と考えられる 1～4号機

原子炉建屋の上部において空気中放射性物質濃度を測定している。また，敷地内の原子炉

建屋近傍，敷地境界付近で空気中放射性物質濃度の測定を行い，敷地境界付近では告示の

濃度限度を下回ることを確認している。1～3 号機では原子炉格納容器ガス管理設備が稼働

し，格納容器内から窒素封入量と同程度の量の気体を抽出してフィルタにより放出される

放射性物質を低減している。 

 

2.1.3.2 基本方針 

原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制するとともに各建屋におい

て可能かつ適切な箇所において放出監視を行う。また，敷地境界付近で空気中放射性物質

濃度の測定を行い，敷地境界付近において告示に定める周辺監視区域外の空気中の濃度限

度を下回っていることを確認する。 

放射性物質を内包する建屋等については放射性物質の閉じ込め機能を回復することを目

指し，内包する放射性物質のレベルや想定される放出の程度に応じて，放出抑制を図って

いく。実施の検討にあたっては，建屋や設備の損傷状況，作業場所のアクセス方法や線量

率，建屋内の濃度や作業環境，今後の建屋の利用計画等を考慮し，測定データや現場調査

の結果を基に，実現性を判断の上，可能な方策により計画していく。 

今後設置される施設についても，内包する放射性物質のレベル等に応じて必要となる抑

制対策をとるものとする。 

放射性物質の新たな発生，継続した放出の可能性のある建屋等を対象として，可能かつ

適切な箇所において放出監視を行っていく。連続的な監視を行うための測定方法，伝送方

法について，現場状況の確認結果をもとに検討し，換気設備を設ける場合は排気口におい

て放出監視を行う。 

 

2.1.3.3 対象となる放射性廃棄物と管理方法 

各建屋から発生する気体状（粒子状，ガス状）の放射性物質を対象とする。 

(1)発生源 

a.1～3号機原子炉建屋格納容器 

格納容器内の放射性物質を含む気体については，窒素封入量と同程度の量の気体

を抽出して原子炉格納容器ガス管理設備のフィルタで放出される放射性物質を低減

する。 
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b.1～4号機原子炉建屋 

格納容器内の気体について，建屋内へ漏洩したものは原子炉格納容器ガス管理設

備で処理されずに，上部開口部（機器ハッチ）への空気の流れによって放出される。 

建屋内の空気の流れ及び建屋地下部の滞留水の水位低下により，建屋内の壁面，

機器，瓦礫に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し，上部開口部（機器ハッチ）

より放出される可能性がある。滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出につ

いては，移行試験の結果から，極めて少ないと考えている。移行試験は，濃度が高

く被ばく線量への寄与も大きい Cs-134，Cs-137に着目し，安定セシウムを用いて溶

液から空気中への移行量を測定した結果，移行率（蒸留水のセシウム濃度／試料水

中のセシウム濃度）が約 1.0×10-4 %と水温に依らず小さいことが判明している。 

    1号機については，使用済燃料プールの燃料取り出しに向けてオペレーティングフ

ロアのガレキ撤去を行うため，放射性物質の飛散を抑制するために設置された原子

炉建屋カバーを解体する予定である。原子炉建屋カバー解体時及びガレキ撤去作業

時においては、ダストの舞い上がりが懸念されるため、飛散防止剤散布等の対策を

実施する。 

2号機については，ブローアウトパネル開口部が閉止されており建屋内作業環境の

悪化が懸念されるため，原子炉建屋排気設備を設置して建屋内空気の換気を行う。 

3号機については，今後，使用済燃料プールからの燃料取り出し時の放射性物質の

飛散抑制を目的として作業エリアを被うカバーを設置していく計画であり，燃料取

り出し作業時にカバー内を換気しフィルタにより放射性物質の放出低減を図るとと

もに濃度を監視していく予定である。 

4号機については，燃料取り出し用カバーを設置している。燃料取り出し用カバー

は，隙間を低減するとともに，換気設備を設け，排気はフィルタユニットを通じて

大気へ放出することによりカバー内の放射性物質の大気への放出を抑制する。 

使用済燃料貯蔵プール水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，

Cs-134，Cs-137 に着目し，上述の測定結果から，プール水からの放射性物質の放出

は極めて少ないと評価している。 

c.1～4号機タービン建屋 

    建屋地下部の滞留水の水位低下により，壁面，機器に付着した放射性物質が乾燥

により再浮遊し，開口部（大物搬入口等）より放出する可能性が考えられるが，地下

開口部は閉塞されていることから，建屋からの追加的放出は少ないと評価している。 

滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，原子炉建屋と同様に，

極めて少ないと評価している。 

d.1～4号機廃棄物処理建屋 

    タービン建屋と同様に，建屋地下部の滞留水の水位低下により，壁面，機器に付

着した放射性物質が乾燥により再浮遊し，開口部（大物搬入口等）より放出する可能
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性が考えられるが，地下開口部は閉塞されていることから，建屋からの追加的放出は

少ないと評価している。 

滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，同様に極めて少ない

と評価している。 

e.集中廃棄物処理施設 

    プロセス主建屋，サイトバンカ建屋，高温焼却炉建屋，焼却・工作建屋の各建屋

について，タービン建屋と同様に，建屋地下部の滞留水の水位低下により，壁面，

機器に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し，開口部（大物搬入口等）より放

出する可能性が考えられるが，地下開口部は閉塞されていることから，建屋からの

追加的放出は少ないと評価している。 

    滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，同様に極めて少ない

と評価している。 

また，建屋内に設置されている汚染水処理設備，貯留設備の内，除染装置（セシ

ウム凝集・沈殿），造粒固化体貯槽（廃スラッジ貯蔵）については，内部のガスを

フィルタにより放射性物質を除去して排気している。 

f.5，6号機各建屋 

     各建屋地下部の滞留水について，建屋外から入ってきた海水及び地下水であり，

放射性物質濃度は 1～4号機に比べ低い。 

原子炉建屋については，原子炉建屋常用換気系により，原子炉建屋内の空気をフ

ィルタを通して，主排気筒から放出する。 

g.使用済燃料共用プール 

    共用プール水について，放射性物質濃度は 1～4号機に比べ低く，プール水からの

放射性物質の放出は極めて少ないと評価している。 

共用プール建屋内からの排気は，フィルタを通し放射性物質を除去した後に，建

屋内排気口から放出する。 

h.廃スラッジ一時保管施設 

    汚染水処理設備の除染装置から発生する廃スラッジを処理施設等へ移送するまで

の間一時貯蔵する施設では，内部のガスをフィルタで放射性物質を除去して排気する。 

i.焼却炉建屋 

焼却設備の焼却処理からの排ガスは，フィルタを通し，排ガスに含まれる放射性物

質を十分低い濃度になるまで除去した後に，焼却設備の排気筒から放出する。 

なお，フィルタを通し十分低い濃度になることから，焼却炉建屋からの放射性物質

の放出は極めて少ないと評価している。 

 ｊ．固体廃棄物貯蔵庫 

固体廃棄物貯蔵庫に保管される放射性固体廃棄物等は，容器やドラム缶等に収納さ

れるため，放射性固体廃棄物等からの放射性物質の追加的放出はないものと評価して
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いる。 

 ｋ．瓦礫等の一時保管エリア 

瓦礫等の一時保管エリアは，瓦礫類については周囲への汚染拡大の影響がない値と

して目安値を設定し，目安値を超える瓦礫類は容器，仮設保管設備，覆土式一時保

管施設に収納，またはシートによる養生等による飛散抑制対策を行い保管している

こと，また伐採木については周囲への汚染拡大の影響がないことを予め確認してい

ることから，放射性物質の追加的放出は極めて少ないと評価している。 

 ｌ．使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

 セシウム吸着装置吸着塔，第二セシウム吸着装置吸着塔，第三セシウム吸着装置

吸着塔，高性能容器，処理カラム，高性能多核種除去設備吸着塔は，セシウム吸着

塔一時保管施設において静的に貯蔵している。使用済みの吸着材を収容する高性能

容器，及び，使用済みの吸着材を収容する処理カラムは，セシウム等の主要核種を

吸着塔内のゼオライト等に化学的に吸着させ，吸着塔内の放射性物質が漏えいし難

い構造となっている。高性能容器は，圧縮活性炭高性能フィルタを介したベント孔

を設けており，放射性物質の漏えいを防止している。また，保管中の温度上昇等を

考慮しても吸着材の健全性に影響を与えるものでは無いため，吸着材からの放射性

物質の離脱は無いものと評価している。このため，放射性物質の追加的放出は極め

て小さいと評価している。 

 ｍ．貯留設備（タンク類，地下貯水槽） 

 貯留設備（タンク類，地下貯水槽）は，汚染水受入れ後は満水保管するため，水

位変動が少ないこと，蒸発濃縮装置出口水の放射能濃度測定結果から空気中への放

射性物質の移行は極めて低いことから放射性物質の追加的放出は極めて少ないと考

えている。 

 ｎ．多核種除去設備等 

 多核種除去設備は，タンク開口部のフィルタにより放射性物質を除去し，排気し

ているため，放射性物質の追加的放出は極めて小さいと考えている。 

増設多核種除去設備は，多核種除去設備と同様の設計とし，タンク開口部のフィ

ルタにより放射性物質を除去し，排気しているため，放射性物質の追加的放出は極

めて小さいものと考える。 

高性能多核種除去設備は，タンク開口部のフィルタにより放射性物質を除去し，

排気しているため，放射性物質の追加的放出は極めて小さいものと考える。 

 ｏ．大型機器除染設備 

    大型機器除染設備からの排気は，フィルタを通し放射性物質を除去した後に，排

気口から放出する。 

    フィルタを通し十分低い濃度になることから，大型機器除染設備からの放射性物

質の放出は極めて少ないと評価している。 
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 ｐ．油処理装置 

    油処理装置は,常温・湿式で油を分解するため空気中への放射性物質の移行は極め

て低いと評価しており，更に排気はフィルタを通して排気する。 

 

 (2)放出管理の方法 

気体廃棄物について，原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制す

るとともに各建屋において可能かつ適切な箇所において放出監視を行っていく。 

  ①1～3号機原子炉建屋格納容器 

1～3 号機は原子炉格納容器ガス管理設備出口において，ガス放射線モニタ及びダ

スト放射線モニタにより連続監視する。 

②1～4号機原子炉建屋 

1号機については，原子炉建屋上部の空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度

ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。また、原子炉建屋カバー解

体後においても、原子炉建屋上部の空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダ

ストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する予定である。2号機については，

原子炉建屋排気設備出口においてダスト放射線モニタにより連続監視する。3号機に

ついては，原子炉建屋上部で空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサ

ンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。今後，原子炉建屋5階上部で連続監視

するためのダスト放射線モニタを設置する。また，4号機については，使用済燃料プ

ールから燃料取出し時の放射性物質の飛散抑制を目的とした燃料取出し用カバーが

設置されており，排気設備出口においてダスト放射線モニタにより連続監視する。 

③1～4号機タービン建屋 

    追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の

再浮遊は，地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお，建

屋内地上部の大物搬入口等の主な開口部付近にて，空気中の放射性物質を定期的及び

必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質の漏えいがないことを確認する。 

④1～4号機廃棄物処理建屋 

    追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の

再浮遊は，地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお，建

屋内地上部の主な開口部付近にて，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダス

トサンプラで採取し，放射性物質の漏えいがないことを確認する。 

⑤集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋，サイトバンカ建屋，高温焼却炉建屋，焼却・

工作建屋） 

     追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の

再浮遊は，地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお，

プロセス主建屋，サイトバンカ建屋，高温焼却炉建屋，焼却・工作建屋の各建屋内
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地上部の主な開口部付近にて，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダスト

サンプラで採取し，放射性物質の漏えいがないことを確認する。 

また，建屋内に設置されている汚染水処理設備，貯留設備の内，除染装置（セシウ

ム凝集・沈殿），造粒固化体貯槽（廃スラッジ貯蔵）については，内部のガスをフィ

ルタで放射性物質を除去して排気しており，除染装置運転時や廃棄物受け入れ時等に

おいて，排気中の放射性物質濃度を必要により測定する。 

⑥5，6号機各建屋 

      主排気筒において，放射性物質濃度をガス放射線モニタにより監視する。 

  ⑦使用済燃料共用プール 

建屋内の排気設備にて，放射性物質濃度を排気放射線モニタにより監視する。 

⑧廃スラッジ一時保管施設 

     汚染水処理設備の除染装置から発生する廃スラッジを一時貯蔵する施設では，内

部のガスをフィルタで放射性物質を除去して排気し，ダスト放射線モニタで監視する。 

⑨焼却炉建屋 

焼却設備の排気筒において，放射性物質濃度をガス放射線モニタ及びダスト放射線

モニタにより監視する。 

  ⑩固体廃棄物貯蔵庫 

固体廃棄物貯蔵庫において，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサ

ンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

  ⑪瓦礫等の一時保管エリア 

瓦礫等の一時保管エリアにおいて，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダ

ストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

⑫使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設のエリアにおいては，空気中の放射性物質を定

期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

⑬貯留設備（タンク類，地下貯水槽） 

 貯留設備（タンク類，地下貯水槽）のエリアにおいては，空気中の放射性物質を定

期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

⑭多核種除去設備等 

多核種除去設備においては，内部のガスをフィルタで放射性物質を除去し，排気し

ているため，多核種除去設備設置エリアの放射性物質濃度を必要により測定する。ま

た，増設多核種除去設備及び高性能多核種除去設備は，多核種除去設備と同様にフィ

ルタで放射性物質を除去し，排気しているため，各設備の設置エリアにおける放射性

物質濃度を必要により測定する。 

  ⑮大型機器除染設備 

   大型機器除染設備排気口及び汚染拡大防止ハウス排気口において，空気中の放射性
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物質を定期的（除染設備運転時）及び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物

質濃度（主要ガンマ線放出核種，全ベータ放射能，ストロンチウム９０濃度）を測定

する。 

なお，除染対象物のアルファ核種による汚染は極めて低いと評価しているが，念の

ために全アルファ放射能の放射性物質濃度も１ヶ月に１回測定する。 

  ⑯油処理装置 

   油処理装置排気口において，空気中の放射性物質を定期的（油処理装置運転時）及

び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度（主要ガンマ線放出核種，全

ベータ放射能，ストロンチウム９０濃度）を測定する。 

 

(3)推定放出量 

1～4 号機原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの追加的放出は，極めて少

ないと考えられるため，1～4 号機原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から検出

されている Cs-134及び Cs-137を評価対象とし，建屋開口部等における放射性物質濃度

及び空気流量等の測定結果から，現在の 1～4号機原子炉建屋からの放出量を評価した。

推定放出量（平成 26年２月時点）は，表２．１．３－１に示す通りである。 

なお，これまでの放出量の推移を図２．１．３－１に示す。 
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表２．１．３－１ 気体廃棄物の推定放出量 

 

 Cs-134（Bq/sec） Cs-137（Bq/sec） 

1号機 原子炉建屋 4.7×102 4.7×102 

2号機 原子炉建屋 9.4×101 9.4×101 

3号機 原子炉建屋 7.1×102 7.1×102 

4号機 原子炉建屋 1.2×102 1.2×102 

（注）平成 26年 2月時点の評価値 
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図２．１．３－１ １～３号機原子炉建屋からの一時間当たりの放出量推移 
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3 放射線管理に係る補足説明 

 

3.1 放射線防護及び管理 

3.1.1 放射線防護 

3.1.1.1 概要 

地震，津波，水素爆発に伴い，1～4 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，

廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋については管理区域境界であった建

屋の壁が損壊した。5，6 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋及び運用補助共

用施設については，損壊の程度は少ないものの，管理区域出入口などが損壊状態にある。

また，大規模な放射性物質の放出による放射線レベルの上昇により，従来，放射性物質に

よって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が管理区域に

係る値を超えるおそれのない区域であった固体廃棄物貯蔵庫を含め，周辺監視区域全体が，

外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質濃度，又は放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質密度について，管理区域に係る値を超えている。これらのことから，

現状，周辺監視区域全体を管理区域と同等の管理を要するエリアとして管理対象区域に設

定する。このため，従来の区域を限定して遮へい設備や換気空調系を用いて行ってきた放

射線防護を同様に行うことは難しい状況となっている。また，これら発電所敷地に飛散し

た放射性物質については，作業環境の改善及びさらなる汚染拡大防止のため収集・保管を

進めているところである。 

免震重要棟においては，放射線業務従事者等が常時滞在することを考慮し，遮へい設備

を設置する等して線量を低減し，また換気空調系を設置する等により，非管理区域又は放

射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に

定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として管理する。なお，飲食及び喫煙

を可能とするために設ける区域においても換気空調系を設置する等により，放射性物質に

よって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理

区域に係る値を超えるおそれのない区域として管理する。 

以上を踏まえて，発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減すべく以

下のとおり放射線防護の措置を行う。 

発電所敷地に飛散した放射性物質については，さらなる汚染の拡大を防止するべく継続し

て放射性物質に汚染された瓦礫等の収集・保管を行うとともに，それらの線源に対して適

切な遮へい設備の設置を検討していく。 

また，現状の管理対象区域について，放射線業務従事者の滞在時間等を考慮して，エリ

アの区画や換気空調系の設置により，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密

度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区

域等とするよう措置を行う。 
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3.1.1.2 基本方針 

放射線防護は，以下の基本方針に基づき措置する。 

 ①遮へい設備，換気空調系等により発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線

量を低減すること 

 ②今後の復旧作業において異常時も含め放射線業務従事者が所要の対応を行えること 

 

3.1.1.3 具体的方法 

(1) 全般 

a.周辺の放射線防護 

原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマについては，敷地境界

で原子炉施設からの放射性物質の追加放出による線量と合算した線量が年間 1mSvを上回っ

ている。よって，上記の線量が年間 1mSvを下回るようにするべく，遮へい設備等の措置を

行う。 

 

b.放射線業務従事者等の放射線防護 

発電所の事故対応等の業務において放射線防護設備は，放射線業務従事者が受ける線量

等が「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防

護に関して必要な事項を定める告示」に定められた限度を超えないようにすることはもち

ろん，放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低くするよ

うに，放射線業務従事者等の作業性等を考慮して，遮へい，機器の配置，遠隔操作，放射

性物質の漏えい防止，換気等，所要の放射線防護上の措置を講じる。 

 

c.異常時の放射線業務従事者の放射線防護 

異常時においても放射線業務従事者が必要な操作を行うことができるように，放射線防

護上の措置を講じる。 

 

(2) 中央制御室及び免震重要棟 

1～4 号機の中央制御室については，水素爆発等の影響により汚染し，また線量が比較的

高く常時滞在することが好ましくない状況であることから，現在は必要最小限のパラメー

タの監視を行うべく，一定の頻度で立入している状況である。代わってプラント状態の監

視等の作業を免震重要棟で行う。 

よって，免震重要棟では放射線業務従事者等が常時滞在していることから，被ばく低減

のため，免震重要棟に遮へい等の措置を講じる。 

なお，5号及び 6号機の中央制御室については，既設の遮へい設計は維持されているもの

と考えるが，換気については，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び

空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域とし
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て設定できるよう，既設の換気空調設備に加え，「3.1.2.3 発電所における放射線管理」

に示す汚染のおそれのない管理対象区域としての措置を行う。 

 

(3) 遮へい設備 

遮へい設備については従前より設置している原子炉遮へい壁等のうち 1号，3号及び 4号

機について水素爆発の影響により二次遮へい壁が損壊する等，既存設備の機能の一部が喪

失している。今後，建屋内線源からの線量を低減すべく，機能確認・復旧を行うが，これ

らの遮へい壁が設置されている箇所の雰囲気線量が高いこと等から，作業エリアの線量率

及び滞在時間を考慮し，必要に応じて一時的遮へいを用いる。また，事故対応等の業務に

おいて稼働している高レベル放射性汚染水処理設備及び全域が汚染した発電所敷地内から

収集・保管された瓦礫等を貯蔵する施設からの線量が比較的高い状況となっている。さら

に，1号，3号及び 4号機の使用済燃料の取扱設備については，水素爆発等により設備が損

傷していると考えられる。 

なお，2号，5号及び 6号機の設備や固体廃棄物貯蔵庫等の共用設備については，従前の

遮へい設計が維持されているものと考えている。 

以上を踏まえ，既存設備，高レベル放射性汚染水処理設備及び瓦礫等を貯蔵する施設か

らの発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減するべく，必要に応じて

既存の遮へい設備を復旧するか新たに設置する。 

また，遮へい設備の有無に関わらず，管理対象区域内の管理として，放射線レベルの高

い場所や放射線レベルが確認されていない場所については，放射線業務従事者に当該場所

を周知し，特に放射線レベルが高い場所においては，必要に応じてロープ等により人の立

入制限の措置を行う。また，作業管理として，放射線業務従事者の線量を合理的に達成で

きる限り低減するべく，必要に応じて一時的遮へいを用い，作業環境の改善に努める。1号，

3号及び 4号機の二次遮へい壁の損壊箇所についても，当面の復旧が困難であるため同様の

措置を行う。 

なお，免震重要棟においては，放射線業務従事者等が常時滞在していることから，被ば

く低減のため，遮へいを行う。 

 

(4) 換気空調系 

既設建屋内の換気空調系は現在機能していないが，建屋内への入域の頻度及びエリアが

限られていることから，現状は，換気空調系であらかじめ建屋内の空気中の放射性物質濃

度を低減する代わりに放射線防護具装備を活用することにより，建屋内の空気中に浮遊し

ている放射性物質の取り込みや壁面に付着している放射性物質の身体への付着を低減する。

また，地震発生以降で新たに設置する建屋内についても同様の措置を講じる。 

なお，5,6号機の原子炉建屋及びサービス建屋と共用プール建屋については，建屋換気系

が運転しており，換気が行われている状況にある。 
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今後，既設建屋及び地震発生以降に新たに設置する建屋においては，建屋内への入域の

頻度の多さ，入域するエリアの拡大度合い及び建屋内の放射性物質によって汚染された物

の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度の状況を考慮して，必要に応じて上記の

管理的手段から換気空調系による屋内雰囲気管理に移行できるよう検討をすすめる。 

また，今後設置する建屋についても，既設建屋と同様に入域の頻度の多さ等を考慮し，

上記の管理的手段もしくは換気空調系による屋内雰囲気管理を行う設計とする。 

なお，既存の換気空調系の復旧を行う場合は，ベント時に系統内に付着するなどした放

射性物質の新たな放出を低減する措置を講じる。 

免震重要棟並びに飲食及び喫煙を可能とするために設ける区域においては，換気空調に

より，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度

が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として設定できるよう措置を

行う。 

なお，各換気空調系のフィルタは，点検及び交換することができる設計とする。 

 

(5) その他の放射線防護措置 

a.機器の配置 

放射線レベルの高い区域は，原則として区画するとともにその入口には迷路又は遮へい

扉を設ける。なお，これらの措置を行うことが難しい場合は，当該区域を周知する等によ

り不要に近づかないような措置を講じる。 

また，操作頻度の高い制御盤等は，低放射線区域に配置する。 

 

b.遠隔操作 

地震発生以降，発電所敷地全域で通常時に比べ高い放射線レベルが測定されているが，

その中でも特に放射線レベルの高い 1～3号機の原子炉建屋周辺等については，特に不必要

な被ばくを防止する必要がある。よって，そのような放射線レベルが高い区域での作業に

当たっては，必要に応じて放射線源の低減に努めることはもちろんのことロボットの活用，

操作等の遠隔化により不必要な放射線被ばくを防止する措置を講じる。 

 

c.放射性物質の漏えい防止 

現状，原子炉冷却材が原子炉圧力容器から漏えいしており，原子炉建屋等に滞留してい

る状況であるが，これらの汚染水を処理するとともに原子炉注水する系統においては系外

へ漏えいしにくくなるよう措置を講じる。 

今後，その他の既存設備の復旧，若しくは新規設備の設置にあたっては放射性物質の漏

えいを防止する設計とする。 
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d.汚染拡大の防止 

地震発生以降，発電所敷地は外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質濃度，又は放射

性物質によって汚染された物の表面の放射性物質密度について，管理区域に係る値を超え

ており，そのうち免震重要棟並びに飲食及び喫煙を可能とするために設ける区域といった

放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令

に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域については，立ち入り者の身体及び

衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その物品を容器に

入れ又は包装した場合には，その容器又は包装）の表面の放射性物質の密度について表面

汚染測定等により測定場所のバックグラウンド値を超えないようにしている。 

今後とも，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物

質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域については，上記の通

りスクリーニングを行うことで，汚染拡大防止の措置を講じる。 

また，発電所敷地に飛散した放射性物質については，作業環境の改善及びさらなる汚染

拡大防止のため収集・保管を進めているところである。 

これら発電所敷地に飛散した放射性物質については，さらなる汚染の拡大を防止するべく

継続して放射性物質に汚染された瓦礫等の収集・保管の措置を講じる。 
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3.1.2 放射線管理 

3.1.2.1 概要 

地震，津波，水素爆発に伴い，1～4 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，

廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋については管理区域境界であった建

屋の壁が損壊した。5，6 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋及び運用補助共

用施設については，損壊の程度は少ないものの，管理区域出入口などが損壊状態にある。

このため，これらの管理区域境界については，区画物による区画・放射線等の危険性に応

じた立入制限等が行うことができない状況にある。 

また，大規模な放射性物質の放出による放射線レベルの上昇により，従来，放射性物質

によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が管理区域

に係る値を超えるおそれのない区域であった固体廃棄物貯蔵庫を含め，周辺監視区域全体

が，外部線量に係る線量，空気中放射性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された

物の表面の放射性物質の密度について，管理区域に係る値を超えている。このため，管理

区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合に，その者の身体及び衣服，履物

等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包

装した場合には，その容器又は包装）の表面の放射性物質の密度が管理区域に係る値を超

えていないことの確認ができない状況にある。 

これらのことから，現状，周辺監視区域全体を管理区域と同等の管理を要するエリアと

して管理対象区域を設定している。管理対象区域では，周辺監視区域と同一のさく等の区

画物によって区画するほか周辺監視区域と同一の標識を設けることによって明らかに他の

場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて，人の立入制限等の措置を講じて

いる。また，管理対象区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合の表面汚染

検査は，管理対象区域の境界に出入管理設備を設けて，原子力災害対策本部が定める警戒

区域からのスクリーニングレベル（平成 23 年 9 月 16 日付・原子力非常災害対策本部長通

知及び最新の通知，以下「スクリーニングレベル」という。具体的には 40Bq/cm2（13,000cpm

相当）である。）を超えないことを確認している。なお，管理対象区域に立ち入る者は放射

線業務従事者と一時立入者とする。個人被ばく管理については，放射線業務従事者が管理

対象区域で作業を行う場合には，放射線測定器を着用させ，外部被ばくによる線量当量の

評価を行っている。また，内部被ばくについては，原則としてホールボディカウンタによ

る体外計測法などで定期的及び必要の都度，評価を行っている。 

管理対象区域のうち管理区域については，現状の放射線レベルに応じて再区分するととも

に，今後，立入制限等必要な措置を順次講じていく。管理対象区域のうち管理区域を除く

区域については，放射線レベルを低下していくためには，長い期間を要することから，今

後，管理対象区域内の除染等を検討し，実施する。詳細は，「3.1.3 敷地内に飛散した放

射性物質の拡散防止及び除染」参照。 
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3.1.2.2 基本方針 

① 現存被ばく状況において，放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で，今

後，新たに設備を設置する場合には，遮へい設備，換気空調設備，放射線管理設備及び

放射性廃棄物廃棄施設を設計し，運用する。また，事故後，設置した設備においても，

放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で，必要な設備の改良を図る。 

② 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために，周辺監視区域全体を管理対象

区域として設定して，立入りの制限を行い，外部放射線に係る線量，空気中もしくは水

中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を監視して，その結果を管理

対象区域内の諸管理に反映するとともに必要な情報を免震重要棟や出入管理箇所等で

確認できるようにし，作業環境の整備に努める。 

③ 放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とし，被

ばく歴を把握し，常に線量を測定評価し，線量の低減に努める。また，放射線業務従事

者を除く者であって，放射線業務従事者の随行により管理対象区域に立ち入る者等を一

時立入者とする。 

さらに，各個人については，定期的に健康診断を行って常に身体的状態を把握する。 

④ 周辺監視区域を設定して，この区域内に人の居住を禁止し，境界に柵または標識を設け

る等の方法によって人の立入を制限する。 

⑤ 原子炉施設の保全のために，管理区域を除く場所であって特に管理を必要とする区域を 

保全区域に設定して，立入りの制限等を行う。 

 

3.1.2.3 発電所における放射線管理 

(1)管理対象区域，管理区域，保全区域及び周辺監視区域 

a.管理対象区域 

周辺監視区域全体が外部線量に係る線量，空気中放射性物質の濃度，又は放射性物質に

よって汚染された物の表面の放射性物質の密度について，管理区域に係る値を超えるか，

又は，そのおそれがあるため，管理区域と同等の管理を要するエリアとして管理対象区域

を設定する。管理対象区域は，管理区域と管理区域を除く区域に分けられる。 

管理対象区域のうち管理区域を除く区域については，外部線量に係る線量，空気中放射

性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度について，

管理区域に係る値を下回るよう，必要の都度，遮へいにより線量当量率を下げ，又は除染

により線量当量率及び表面汚染密度を下げていく。 

 

b. 管理区域 

外部線量に係る線量，空気中放射性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度について，管理区域に係る値を超えるか，又は，そのおそれの

ある区域である。 
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管理区域境界の大物搬出入口などが開放状態にあることや管理区域境界においても放射

線レベルが高いことから，管理区域に求められる管理区域内の管理，物品の出入管理がで

きていないが，今後，順次，修復し，管理区域に求められる要件を満足するようにする。

また，管理対象区域のうち管理区域を除く場所において，除染等を行っても管理区域に係

る値を下回るようにすることが困難な場合には，管理区域に求められる措置を適切に講じ

た上で管理区域を設定する。 

 

c. 保全区域 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 1条）に基づき，原子炉施設の保

全のために特に管理を必要とする区域であって，管理区域を除く区域を保全区域とする。 

 

d. 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中もしくは水中の放射性物質濃度が，「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」，「東京電力

株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要

な事項を定める告示」に定められた値を超えるおそれのある区域が周辺監視区域であるが，

放出により沈着した放射性物質が広域に広がってしまっており，周辺監視区域を線量限度

に基づき設定することが困難であるため，管理上の便宜も考慮して図３．１－１に示すよ

うに周辺監視区域を設定する。 

 

(2)管理対象区域内の管理 

管理対象区域については，次の措置を講じる。 

① 管理対象区域は当面の間，周辺監視区域と同一にすることにより，さく等の区画物

によって区画するほか周辺監視区域と同一の標識等を設けることによって明らかに

他の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて，人の立入制限等を行

う。 

管理対象区域内の線量測定結果を放射線業務従事者の見やすい場所に掲示する等の

方法によって，管理対象区域に立ち入る放射線業務従事者に放射線レベルの高い場

所や放射線レベルが確認されていない場所を周知する。特に放射線レベルが高い場

所においては，必要に応じてロープ等により人の立入制限を行う。 

② 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する。ただし，

飲食及び喫煙を可能とするために，放射性物質によって汚染された物の表面の放射

性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が，法令に定める管理区域に係る値を超

えるおそれのない区域を設ける。なお，設定後は，定期的な測定を行い，この区域

内において，法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床又

は壁等に発見した場合等，汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置等を行う
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ことにより，放射性物質の経口摂取を防止する。 

③ 管理対象区域全体にわたって放射線のレベルに応じた保護衣類や放射線防護具類を

着用させる。今後，必要の都度管理対象区域内を除染し，表面汚染密度を下げてい

く。なお，管理対象区域内において全面マスク着用を不要とするエリアは以下の条

件に合致する場合に設定する。構内に設置したダストモニタ（モニタリングポスト

付近に設置したダストモニタは除く）で全面マスク着用を不要とするエリアの空気

中放射性物質濃度を監視する。 

・ 全面マスク着用を不要とするエリアの空気中放射性物質濃度を測定し，マスク

着用基準を下回っていること。ただし，作業による放射性物質の舞い上がりを

考慮し，全面マスク着用を不要とするエリアで作業する場合は，念のため使い

捨て式防塵マスクを着用すること。 

・ 除染電離則等のマスク基準を参考に，全面マスク着用を不要とするエリア内に

あっては，高濃度粉塵作業は全面（半面）マスク着用，それ以外の作業は使い

捨て式防塵マスク着用の２区分とする（地表面の土砂の放射能濃度の基準を下

回る場合は，サージカルマスクも使用可）。 

・ 原子炉格納容器ガス管理設備による未臨界監視を行い，不測の事態が生じた場

合には，全面マスク着用を指示するため，一斉放送が聞こえる場所か PHSによ 

る連絡が可能な場所であること。 

④ 管理対象区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合には，その者の身

体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その

物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容器又は包装）の表面の放射性物質

の密度についてスクリーニングレベルを超えないようにする。管理対象区域内にお

いて汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める

管理区域に係る値を超えるおそれのない区域に人が立ち入り，又は物品を持ち込も

うとする場合は，その者の身体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその

持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容器又

は包装）の表面の放射性物質の密度について表面汚染測定等により測定場所のバッ

クグラウンド値を超えないようにする。 

⑤ 管理対象区域内においては，除染や遮へい，換気を実施することにより外部線量に

係る線量，空気中放射性物質の濃度，及び放射性物質によって汚染された物の表面

の放射性物質密度について，管理区域に係る値を超えるおそれのない場合は，人の

出入管理及び物品の出入管理に必要な措置を講じた上で，管理対象区域として扱わ

ないこととする。 

 

また，管理対象区域内は，場所により外部放射線に係る線量当量率，放射線業務従事者

等の立入頻度等に差異があるので，これらのことを考慮して適切な管理を行う。 
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管理対象区域のうち管理区域については，地震，津波，水素爆発に伴い，1～4 号機原子

炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保

管建屋については管理区域境界であった建屋の壁が損壊した。5，6 号機原子炉建屋，ター

ビン建屋，廃棄物処理建屋及び運用補助共用施設については，損壊の程度は少ないものの，

管理区域出入口などが損壊状態にある。このため，他の場所との区別・放射線等の危険性

の程度に応じた人の立入制限等の措置は，管理対象区域で講ずる措置と同一とする。 

 

a. 線量等の測定 

放射線業務従事者等の線量の管理が，容易かつ確実に行えるようにするため放射線測定

器により，管理対象区域における放射線レベル等の状況を把握する。 

(a)外部放射線に係る線量当量の測定 

①エリア放射線モニタによる測定 

管理対象区域内で運転操作，監視，点検等のために人が駐在する場所に，エリア放

射線モニタを設置し，放射線環境の状況の把握と放射線防護への情報提供の観点から

放射線レベルの連続監視を行う必要があるが，既設建屋内のエリア放射線モニタは，

津波による水没や爆発による故障，建屋内の線量が高いためエリア放射線モニタの健

全性を確認していない。 

放射線環境の状況の把握と放射線防護への情報提供の観点から，放射線業務従事者

の立入頻度を考慮し，放射線レベルの連続監視を行う必要性を踏まえ，エリア放射線

モニタによる管理に移行できるよう検討を行う。 

②サーベイメータによる測定 

管理対象区域内において放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所については，

定期的あるいは必要の都度サーベイメータによる外部放射線に係る線量率の測定を

行う。 

測定した結果は，測定点，測定日時，測定結果を記入したサーベイマップを作成し，

放射線業務従事者の，見やすい場所に掲示する等の方法によって，管理対象区域内に

立ち入る放射線業務従事者に放射線レベルの高い場所や放射線レベルが確認されて

いない場所を周知する。 

 

(b)空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射性物質の密度の測定 

管理対象区域内において，放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所については，

定期的あるいは必要の都度空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の

密度を測定する。 

① 排気モニタによる測定 

排気モニタにより建屋内の空気中の放射性物質の濃度を監視する。放射能レベルが

あらかじめ設定された値を超えた場合は，免震重要棟又は中央制御室（5，6 号機）
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において警報を出し，適切な処置がなされるよう運転員の注意を喚起する。 

② サンプリングによる測定 

管理対象区域内において放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所について，サ

ンプリングにより空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度の

測定を定期的及び必要の都度行う。 

 

(c)系統内の放射能測定 

施設が正常に運転されていることを確認するため，系統内の気体及び液体の放射性物

質の濃度を測定する。 

① プロセス放射線モニタによる測定 

プロセス放射線モニタは，空気中又は水中の放射性物質の濃度を監視し，放射能レ

ベルが，あらかじめ設定された値を超えた場合は，免震重要棟又は中央制御室（5，6

号機）において警報を出し，適切な処置がなされるよう運転員の注意を喚起する。な

お，警報は異常の早期発見が可能な値を定める。 

② サンプリングによる測定 

主な系統については，定期的及び必要の都度サンプリングにより放射性物質の濃度

を測定する。 

 

b. 人の出入管理 

(a)管理対象区域（管理区域を含む）への立入制限 

管理対象区域（管理区域を含む）への立入りは，あらかじめ指定された者で，かつ必

要な場合に限るものとする。なお，管理対象区域（管理区域を含む）への立入制限は，

出入管理箇所において行う。 

 

(b) 出入管理の原則 

管理対象区域（管理区域を含む）の出入管理の原則は次のとおりとする。 

① 管理対象区域（管理区域を含む）の出入りは，出入管理箇所を経由して行う。 

② 管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る者には，出入管理箇所で所定の保護

衣類を配備して着用させる。また，出入管理箇所または免震重要棟において所定

の放射線測定器を配備して着用させる。 

③ 管理対象区域及び管理対象区域のうち管理区域から退出した者には，サーベイメ

ータ等によって表面汚染検査を行わせる。 

管理対象区域内のうち，汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放

射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域に立ち

入る者には，その出入口においてサーベイメータ等によって表面汚染検査（予め

管理区域に係る値を超えないことを確認した場合は除く）を行わせる。 
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④ 出入管理箇所では，管理対象区域（管理区域を含む）の人の出入りを監視する。 

 

(c) 管理対象区域（管理区域を含む）内での遵守事項 

① 指定された場所以外では，飲食及び喫煙を禁止する。 

② 異常事態の発生又はそのおそれがある事象を発見した場合は，直ちに必要箇所へ

連絡させ，その指示に従わせる。 

 

c. 物品の出入管理 

管理対象区域への物品の持込み及び持出しは，出入管理箇所を経由して行う。なお，管

理対象区域のうち管理区域内への物品の出入管理は，管理対象区域における物品の出入管

理で実施している管理と同一である。 

管理対象区域から物品を持ち出す場合には，スクリーニングレベルを超えないことを確

認する。 

なお，当社が貸与する下着類及び構内で使用した作業服のうち再使用可能なものについ

ては，これまで福島第一原子力発電所の管理区域に設置する洗濯設備で洗浄し再使用する

運用としていたが，震災により当該設備が使用できない状況にあるため，当社福島第二原

子力発電所の管理区域に設置する同等の洗濯設備で洗浄して福島第一原子力発電所で再使

用することとし，この場合における管理対象区域からの下着類及び構内で使用した作業服

の持出しにあたってもスクリーニングレベルを超えないことを確認する。当該運用にあた

っては，福島第二原子力発電所で発生する使用済保護衣類の処理に支障を来さない範囲で

行うとともに，洗濯廃液系の取り扱いにおいては福島第二原子力発電所の保安規定を遵守

する。 

 

d. 管理対象区域内の区分 

管理対象区域は，管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

管理対象区域のうち管理区域は，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質

の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのな

い区域と，表面の放射性物質の密度又は空気中の放射性物質濃度が，法令に定める管理区

域に係る値を超えるか又は超えるおそれのある区域とに区分する。なお，放射線レベルが

高く，区域区分に係る条件を満足できない場合は，管理対象区域のうち管理区域を除く区

域の区域区分と同一とする。 

管理対象区域のうち管理区域を除く区域については汚染された物の表面の放射性物質の

密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるまたは超える

おそれのある区域と汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度

が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域とに区分する。 
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e. 作業管理 

管理対象区域での作業は，放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限り低減する

ことを旨として原則として次のように行う。 

① 事前に作業環境に応じて放射線防護具類の着用，作業人数，時間制限等必要な条件を

定め，放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を立てる。また，

上記の作業計画において必要な条件を定めるために，事前に作業訓練やロボットの活

用を行うことも考慮する。 

② 作業前及び作業中には，必要に応じ，外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射

性物質の濃度を測定し，高線量作業を識別した上で作業を行うとともに，事故後初め

て立ち入る場合等必要な場合には，一時的遮へいの使用，除染等を行い，作業環境の

改善に努める。 

③ 請負業者の作業管理については，労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則に基づ

き各請負業者に実施義務があるが，東京電力の放射線業務従事者に準じて行う。具体

的には，請負業者が作成する作業計画の内容を確認し，適切なものとなるよう指導す

る，作業計画の周知を図るよう指導する，作業現場を巡視するなどの指導または援助 

を行う。 

 

(3)保全区域内の管理 

保全区域は，「実用発電用原子炉設置，運転等に関する規則」（第 8条）の規定に基づき，

標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し，かつ，管理の必要性に応じて

人の立入制限等の措置を講じる。 

 

(4)周辺監視区域内の管理 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 8条）の規定に基づき，周辺監視

区域は人の居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に

業務上立ち入る者を除く者の立入りを制限する。 

周辺監視区域内は，全域を管理対象区域とし，その管理については，「3.1.2.3(2)管理対

象区域内の管理」で述べる。 

 

(5)個人被ばく管理 

管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る者の個人被ばく管理は，線量を常に測定評

価するとともに定期的及び必要に応じて健康診断を実施し，身体的状態を把握することに

よって行う。 

なお，請負業者の放射線業務従事者の個人被ばく管理については，法令に定められるも

のについて，東京電力の放射線業務従事者に準じて扱う。 

a. 管理対象区域（管理区域を含む）立入前の措置 
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放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とする。 

また，放射線業務従事者に対しては，あらかじめ次のような措置を講じる。 

① 放射線防護に関する教育，訓練を行う。 

② 被ばく歴及び健康診断結果を調査する。 

 

b. 放射線業務従事者の線量限度 

放射線業務従事者の線量は，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安

及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」，及び最新の告示に定める線

量限度を超えないようにする。 

放射線業務従事者の 5 年間の線量のうち平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災以降から平

成 23年 3月 31日までの線量については，「福島第一原子力発電所で従事する労働者の被ば

く線量管理等の徹底について 基発 0428 第 3 号・平成 23 年 4 月 28 日」に基づき平成 23

年度を含む定められた 5年間の線量として線量限度を超えないようにする。 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災以降から平成 23 年 3 月 31 日までの線量に係る「１

年間の線量が 20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該１年間を含む定められた

5年間の線量」は平成 23年度を含む定められた 5年間の線量とし，「放射線業務従事者が業

務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び定められた 5 年間

における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴」については，平成 23 年 3 月 11 日

以降の経歴として記録する。 

 

c. 線量の管理 

放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないよう被ばく管理上必要な措置を講じる。 

(a)外部被ばくによる線量の評価 

外部被ばくによる線量の測定は，原則として次のように行う。 

① 管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る場合には，警報付ポケット線量計等を

着用させ，外部被ばくによる線量をその日ごとに測定する。 

② 特殊な作業に従事する者に対しては，その作業に応じて被ばくする線源や作業姿勢

を考慮し適切な放射線測定器，例えば中性子線源取扱作業やβ線被ばく作業などに

関しては中性子線用固体飛跡検出器やβ線測定用線量計等を，体幹部以外にも局所

的に被ばくする箇所がある場合は当該末端部に着用させ，その都度線量の測定を行

う。 

 

(b)内部被ばくによる線量の評価 

内部被ばくによる線量の測定は，原則として次のように行う。 

① 放射線業務従事者の内部被ばくによる線量の評価は，ホールボディカウンタによる

体外計測法又は作業環境の空気中の放射性物質の濃度を測定することにより行う。 
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② ホールボディカウンタによる測定は，発電所退所時（放射線業務従事者として勤務

を解除する時）並びに定期的及び必要に応じて行う。 

③ 放射性物質の体内摂取が考えられる場合には，必要に応じてバイオアッセイを行う。 

 

(c)放射線業務従事者の線量の評価結果は，本人に通知する。 

 

(d)個人の線量の測定結果は，定期的に評価，記録するとともに以後の放射線管理及び健

康管理に反映させる。 

 

なお，視察等管理対象区域（管理区域を含む）に一時的に立ち入る者については，その

都度警報付ポケット線量計等を着用させ，外部被ばくによる線量の測定を行うほか，必要

に応じて内部被ばくによる線量の評価を行う。 

 

 

d. 健康管理 

① 「労働安全衛生規則」（第 44 条及び第 45 条）による健康診断のほか「電離放射線障

害防止規則」（第 56条），「東京電力福島第一原子力発電所における被ばく管理の徹底

について 基安発 1030号第 1号・平成 24年 10月 30日」及び最新の通知に基づき放

射線業務従事者について健康診断を実施し，常にその健康状態を把握する。 

② 健康診断結果及び線量の評価結果による医師の勧告等を考慮し，必要ある場合は，保

健指導及び就業上の措置を講じる。 

③ 発電所内において放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合は必要な応

急措置をとる。 
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図３．１－１ 周辺監視区域図 
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3.1.2.4 周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視 

気体廃棄物の環境中への放出にあたっては各建屋で放出監視を行い，液体廃棄物の環境

中への放出にあたっては放出毎に測定を行うことにより，厳重に管理するが，更に異常が

ないことを確認するため，周辺監視区域境界付近及び周辺地域において空間放射線量率及

び環境試料の放射能の監視を行う。 

 

(1)空間放射線量等の監視 

空間放射線量は，周辺監視区域境界付近及び周辺地域に設けるモニタリングポイントに

蛍光ガラス線量計を配置し，これを定期的に回収して線量を読み取ることにより測定する。 

空間放射線量率は，周辺監視区域境界付近にほぼ等間隔に８箇所設置されているモニタ

リングポストにより測定し，連続監視を行う。 

空気中放射性物質濃度は，周辺監視区域境界付近までダストが飛散するおそれがある作

業（原子炉建屋カバー解体やオペレーティングフロア上のガレキ撤去等）に関して，モニ

タリングポスト付近で，ダストモニタによる監視又はダストサンプラ等を用いて測定する。 

モニタリングポストは，事故時に放出された放射性物質の影響により設置場所の線量率

が上昇しているため，モニタリングポストの設置場所周辺からの空間線量率の影響を低減

するために必要な範囲について森林の伐採，表土の除去を行う。線量率が高い一部の設置

場所については，放射性物質の異常な放出の検知を目的として検出器周りに遮へい壁を設

置するが，設置場所周辺の空間線量率の変動を監視するためにサーベイメータ等により測

定を行う。 

 

(2)環境試料の放射能監視 

周辺環境の陸域及び海域における放射性物質濃度を比較的長寿命核種に重点を置き測定

する。 

陸域，海域について，それぞれ以下のモニタリングを実施し，事故時に放出された放射

性物質の環境への影響及び追加の異常な放出が無いことを監視する。 

①陸域 

測定対象：空間線量率，放射性物質濃度 

測定点 ：原子炉建屋周辺，敷地周辺 

②海域 

測定対象：海水，海底土 

測定点 ：発電所前面海域，沿岸海域 

なお，事故後に関係機関と連携して実施しているモニタリングについては，国の「総合

モニタリング計画」に基づき引き続き実施する。 
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(3)異常時における測定 

放射性物質を取り扱う各施設において，放射線量率の上昇や放射性物質の漏えいが生じ

た場合は，確認，測定の頻度を増やして放射線監視を強化する等，適切な措置を講じる。 

今後各施設において想定される異常事象に備え，異常な放出が想定された場合，陸側では，

モニタリングポストによる監視に加え，γ線サーベイメータ，ダストサンプラ等を搭載し

たモニタリングカーにより気象データに基づき風下側において敷地周辺の空間放射線量率，

空気中放射性物質濃度の測定を行い，環境への影響の範囲，程度などの推定を敏速かつ確

実に行う。海側では，海水の測定頻度を増やす等して，環境への影響の範囲，程度などの

推定を敏速かつ確実に行う。 

 

3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等 

(1) 主要設備 

a. 出入管理関係設備 

出入管理，汚染管理のため，以下の設備を設ける。 

(a) 出入管理設備 

管理対象区域（管理区域を含む）への立入りは，出入管理箇所を通る設計とする。 

出入管理箇所では人員，物品等の出入管理を行い，保護衣類及び放射線測定器の配備

を行う出入管理設備を設ける。 

(b) 汚染管理設備 

人の出入りに伴う汚染の管理は，更衣所，退出モニタ等を設置し，汚染サーベイメー

タ，汚染除去用器材を備えた箇所において，管理対象区域から退出する前に表面汚染検

査を行う。 

 

b. 試料分析関係設備 

各系統の試料等の化学分析及び放射能測定を行うために，津波・地震等による被害が比較

的軽微であった5，6号機及び環境管理棟の設備を使用する。なお，化学分析設備の分析ス

ペース及び放射能測定設備が足りず試料の適時処理ができない，放射能測定設備のバック

グラウンドが高く低放射能濃度試料の測定ができない状況のため，化学分析棟を設置する

とともに発電所構外でも試料分析を実施している。 

(a) 化学分析設備 

放射線レベルの低減，空調設備の復旧及び分析設備の健全性確認を行い，既存の化学

分析設備を使用する。なお，放射線レベルが震災前の値に戻っていないこと，分析スペ

ースも足りないことから，新たな化学分析設備も設置する。 

(b) 放射能測定設備 

放射能測定設備のうち，γ核種・全α核種・全β核種・トリチウム・ストロンチウム

の測定設備を使用する。なお，放射線レベルのバックグラウンドが震災前の値に戻って
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いないこと，放射能測定設備が足りず試料の適時処理ができないことから，新たな放射

能測定設備も設置する。 

 

c. 個人管理用測定設備及び測定機器 

個人の線量管理のため，外部放射線に係る線量当量を測定する蛍光ガラス線量計，警報

付ポケット線量計等を発電所内に，内部被ばくによる線量を評価するためホールボディカ

ウンタ等を発電所構外に備える。 

なお，放射性物質の体内摂取が考えられる場合に実施するバイオアッセイについては，

必要に応じて発電所構外にて実施する。 

 

d. 放射線計測器の校正設備 

放射線監視設備及び機器を定期的に校正し計測器の信頼度を維持するために，校正設備

を設けている。本校正設備が健全であることを確認したため，今後も放射線監視設備及び

機器は校正設備を用いて校正する。また，一部の放射線監視設備及び機器については，他

施設に持ち込み放射線源による校正を行う。 

 

e. 放射線監視 

放射線監視設備は，エリア放射線モニタリング設備及び放射線サーベイ機器等からなり，

次の機能を持つ。 

エリア放射線モニタリング設備は，放射線レベルが設定値を超えたときは，警報を発す

る。 

(a) エリア放射線モニタリング設備 

既設建屋内のエリア放射線モニタが機能していない箇所については，建屋内への入域

の頻度・エリアが限られていることから，入域の際に放射線業務従事者自らが周辺の放

射線レベルを計測するという管理的手段により，異常の検知に努めている。 

今後は，建屋内について入域の頻度の多さ，エリアの拡大を考慮して，必要に応じて

上記の管理的手段から従来のエリア放射線モニタによる管理に移行できるよう検討を

すすめていく。屋外については，敷地全域が汚染していることから，除染を行う等して

放射線リスクの低減に努める。（詳細は，「3.1.3 敷地内に飛散した放射性物質の拡散防

止及び除染による線量低減」を参照） 

 

(b) プロセス放射線モニタリング設備 

放出監視のための放射線モニタについて，使用済燃料共用プール排気口及び5，6号

機の建屋換気排気に係るものを除いて現在機能していない状況である。放射性廃棄物

の放出や建屋換気排気に係るモニタについては，機能を復旧させる必要があるが，当

面，以下の設備により気体廃棄物の放出監視を行い，免震重要棟に表示する。 
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・1，2，3号機原子炉格納容器ガス管理設備 

・1号機原子炉建屋カバー排気設備（原子炉建屋カバー設置時のみ） 

・2号機原子炉建屋排気設備 

・4号機燃料取出し用カバー排気設備 

使用済燃料共用プール排気口のモニタについては共用プール建屋内監視操作室で， 

5，6号機主排気筒のモニタについては 5，6号機中央制御室で，表示している。 

 

(c) 環境モニタリング設備 

以下の環境モニタリング設備により発電所敷地周辺の放射線監視を行う。 

① 固定モニタリング設備 

敷地境界付近に設置されているモニタリングポスト 8基により，連続的に空間放射

線量率を測定し，免震重要棟で指示及び記録を行い，放射線レベル基準設定値を超え

たときは警報を出す。また，空間放射線量測定のため適切な間隔でモニタリングポイ

ントを設定し，蛍光ガラス線量計を配置する。 

② 環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近で，モニタリングポストが設置されている 2箇所についてダ

スト放射線モニタ 2基により，空気中の粒子状放射性物質を捕集・測定する。敷地内

で，ダストサンプラにより，空気中の粒子状放射性物質を捕集する。 

③ モニタリングカー 

γ線サーベイメータ，ダストサンプラ等を搭載した無線通話装置付のモニタリング

カーにより，発電所敷地周辺の空間放射線量率，空気中の放射性物質濃度を迅速に測

定する。  

④ 気象観測設備 

発電所周辺の一般公衆の線量評価に資するため，敷地内で，各種気象観測設備によ

り，風向，風速，日射量，放射収支量などを連続的に測定する。 

 

(d) 放射線サーベイ機器 

発電所内外の必要箇所，特に放射線業務従事者等が頻繁に立ち入る箇所については，

外部放射線に係る線量当量率，空気中及び水中の放射性物質濃度並びに表面汚染密度

のうち，必要なものを定期的及び必要の都度測定する。  

測定は，外部放射線に係る線量当量率については，携帯用の各種サーベイメータに

より，空気中及び水中の放射性物質濃度については，サンプリングによる放射能測定

により，また，表面汚染密度については，サーベイメータ又はスミヤ法による放射能

測定によって行う。  

放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は，以下のとおりである。  

・ＧＭ管サーベイメータ  
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・電離箱サーベイメータ  

・シンチレーションサーベイメータ  

・中性子線用サーベイメータ  

・ダストサンプラ  

・ダストモニタ 

 

また，以下の機器により，万が一汚染水がタンク等から漏えいし排水路へ流入した場

合の検知を行い，免震重要棟に表示する。 

・側溝放射線モニタ（Ｃ排水路） 

・簡易放射線検知器（Ａ排水路，物揚場排水路，Ｋ排水路）：今後、設置予定 

 

(2) 主要仕様 

放射線管理設備の主要仕様を以下に示す。 

出入管理関係設備                 1式 

・更衣所 

・退出モニタ 

試料分析関係設備                 1式 

・Ge半導体γ線スペクトロメータ 

個人管理用測定設備及び測定機器          1式 

・ホールボディカウンタ 

・警報付ポケット線量計 

・蛍光ガラス線量計 

放射線監視設備                  1式 

・モニタリングポスト 

・ダスト放射線モニタ（敷地境界付近） 

・モニタリングカー 

・気象観測設備 

 

(3)点検・校正 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備等は，定期的に点検・校正を行う

ことによりその機能の健全性を確認する。 


